
令 和 ２ 年 度





１　歳入歳出予算の総額

令和２年度 令和元年度 伸　率
当初予算額 当初予算額 ％

307,200,000 302,400,000 4,800,000 1.6

70,815,000 73,220,000 △ 2,405,000 △ 3.3

事 業 勘 定 70,579,000 72,976,000 △ 2,397,000 △ 3.3

直 営 診 療 勘 定 236,000 244,000 △ 8,000 △ 3.3

57,382,000 54,458,000 2,924,000 5.4

225,000 199,000 26,000 13.1

9,830,000 9,004,000 826,000 9.2

1,571,000 1,771,000 △ 200,000 △ 11.3

592,000 3,002,000 △ 2,410,000 △ 80.3

－ 551,000 △ 551,000 皆減

3,393,000 3,211,000 182,000 5.7

98,500 214,500 △ 116,000 △ 54.1

56,235,000 45,523,000 10,712,000 23.5

200,141,500 191,153,500 8,988,000 4.7

 総　　　　計 507,341,500 493,553,500 13,788,000 2.8

 純　　　　計 ※ 462,239,604 448,024,423 14,215,181 3.2

※　純計・・・会計間の出し入れによる重複部分を控除した正味の財政規模。

令和２年度 令和元年度 伸　率
当初予算額 当初予算額 ％

546,711 ― 546,711 皆増

31,484,752 30,279,792 1,204,960 4.0

　合　　　　計 32,031,463 30,279,792 1,751,671 5.8

※　簡易水道事業は、特別会計から公営企業会計へ移行。

比　較　増　減

自 動 車 駐 車 場 事 業

小　　　　計

簡 易 水 道 事 業

財 産 区

麻溝台・新磯野第一整備
地区土地区画整理事業

（単位：千円）
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比　較　増　減会　　計　　名

一  　般 　 会　  計

簡 易 水 道 事 業

国 民 健 康 保 険 事 業

介 護 保 険 事 業

母 子 父 子 寡 婦
福 祉 資 金 貸 付 事 業

後 期 高 齢 者 医 療 事 業

― 1 ―



２　　一般会計歳入歳出予算の内訳

　　（１）　　　　歳　入　（款項別）

金　　　　額 構成比％

 5　市税 129,700,000 42.2

 5　市民税 66,334,504 21.6

10　固定資産税 45,837,303 14.9

15　軽自動車税 1,070,098 0.4

20　市たばこ税 3,996,383 1.3

30　事業所税 3,169,929 1.0

35　都市計画税 9,291,783 3.0

10　地方譲与税 1,780,000 0.6

 7　地方揮発油譲与税 760,000 0.3

10　自動車重量譲与税 920,000 0.3

17　森林環境譲与税 75,000 0.0

石油ガ 譲与税

款
本　年　度　予　算　額

項

20　石油ガス譲与税 25,000 0.0

13　利子割交付金 100,000 0.0

 5　利子割交付金 100,000 0.0

16　配当割交付金 600,000 0.2

 5　配当割交付金 600,000 0.2

19　株式等譲渡所得割交付金 600,000 0.2

 5　株式等譲渡所得割交付金 600,000 0.2

20　分離課税所得割交付金 130,000 0.0

 5　分離課税所得割交付金 130,000 0.0

21　法人事業税交付金 700,000 0.2

 5　法人事業税交付金 700,000 0.2

22　地方消費税交付金 14,700,000 4.8

 5　地方消費税交付金 14,700,000 4.8

25　ゴルフ場利用税交付金 170,000 0.1

 5　ゴルフ場利用税交付金 170,000 0.1
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（単位：千円）

金　　　　額 構成比％ 金　　　　額 伸率％

130,800,000 43.2 △ 1,100,000 △ 0.8 

67,619,909 22.4 △ 1,285,405 △ 1.9 

45,590,364 15.1 246,939 0.5 

1,009,286 0.3 60,812 6.0 

4,250,000 1.4 △ 253,617 △ 6.0 

3,149,971 1.0 19,958 0.6 

9,180,470 3.0 111,313 1.2 

1,756,000 0.6 24,000 1.4 

770,000 0.3 △ 10,000 △ 1.3 

920,000 0.3 0 0.0 

36,000 0.0 39,000 108.3 

△ △

備　　　考
比　　　　　較前　年　度　予　算　額

30,000 0.0 △ 5,000 △ 16.7 

130,000 0.0 △ 30,000 △ 23.1 

130,000 0.0 △ 30,000 △ 23.1 

600,000 0.2 0 0.0 

600,000 0.2 0 0.0 

800,000 0.3 △ 200,000 △ 25.0 

800,000 0.3 △ 200,000 △ 25.0 

150,000 0.0 △ 20,000 △ 13.3 

150,000 0.0 △ 20,000 △ 13.3 

- - 700,000 皆増 

- - 700,000 皆増 

11,800,000 3.9 2,900,000 24.6 

11,800,000 3.9 2,900,000 24.6 

170,000 0.1 0 0.0 

170,000 0.1 0 0.0 
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金　　　　額 構成比％
款

本　年　度　予　算　額
項

31　環境性能割交付金 400,000 0.1

 5　環境性能割交付金 400,000 0.1

32　軽油引取税交付金 3,100,000 1.0

 5　軽油引取税交付金 3,100,000 1.0

1,290,000 0.4

 5　国有提供施設等所在
     市町村助成交付金

1,290,000 0.4

37　地方特例交付金 1,090,000 0.4

 5　地方特例交付金 1,090,000 0.4

   （子ども・子育て支援臨時交付金） - - 

40　地方交付税 16,600,000 5.4

 5　地方交付税 16,600,000 5.4

43　交通安全対策特別交付金 210,000 0.1

 5　交通安全対策特別交付金 210,000 0.1

34　国有提供施設等所在
34　市町村助成交付金

46　分担金及び負担金 1,064,319 0.3

 5　負担金 1,064,319 0.3

50　使用料及び手数料 5,415,505 1.8

 5　使用料 3,384,810 1.1

10　手数料 2,030,695 0.7

55　国庫支出金 61,502,511 20.0

 5　国庫負担金 55,009,638 17.9

10　国庫補助金 5,805,886 1.9

15　国庫委託金 686,987 0.2

60　県支出金 17,870,012 5.8

 5　県負担金 13,332,467 4.3

10　県補助金 3,003,729 1.0

15　県委託金 1,533,816 0.5
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（単位：千円）

金　　　　額 構成比％ 金　　　　額 伸率％
備　　　考

比　　　　　較前　年　度　予　算　額

230,000 0.1 170,000 73.9 

230,000 0.1 170,000 73.9 

3,100,000 1.0 0 0.0 

3,100,000 1.0 0 0.0 

1,270,000 0.4 20,000 1.6 

1,270,000 0.4 20,000 1.6 

2,003,000 0.7 △ 913,000 △ 45.6 

990,000 0.3 100,000 10.1 

1,013,000 0.4 △ 1,013,000 皆減 

13,900,000 4.6 2,700,000 19.4 

13,900,000 4.6 2,700,000 19.4 

220,000 0.1 △ 10,000 △ 4.5 

220,000 0.1 △ 10,000 △ 4.5 

1,328,753 0.4 △ 264,434 △ 19.9 

1,328,753 0.4 △ 264,434 △ 19.9 

5,338,402 1.8 77,103 1.4 

3,459,661 1.2 △ 74,851 △ 2.2 

1,878,741 0.6 151,954 8.1 

60,244,755 19.9 1,257,756 2.1 

51,741,883 17.1 3,267,755 6.3 

8,206,787 2.7 △ 2,400,901 △ 29.3 

296,085 0.1 390,902 132.0 

16,625,836 5.5 1,244,176 7.5 

11,643,405 3.9 1,689,062 14.5 

3,498,441 1.1 △ 494,712 △ 14.1 

1,483,990 0.5 49,826 3.4 
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金　　　　額 構成比％
款

本　年　度　予　算　額
項

65　財産収入 106,300 0.0

 5　財産運用収入 98,722 0.0

10　財産売払収入 7,578 0.0

70　寄附金 76,065 0.0

 5　寄附金 76,065 0.0

75　繰入金 5,883,204 1.9

10　基金繰入金 5,823,231 1.9

15　財産区繰入金 59,973 0.0

80　繰越金 2,000,000 0.7

 5　繰越金 2,000,000 0.7

85　諸収入 13,364,884 4.4

 5　延滞金加算金及び過料 286,070 0.1

10　市預金利子 100 0.0

15　貸付金元利収入 9,462,463 3.1

22　収益事業収入 1,100,000 0.4

25　雑入 2,516,251 0.8

90　市債 28,747,200 9.4

 5　市債 28,747,200 9.4

30　（自動車取得税交付金） - - 

    （自動車取得税交付金） - - 

歳　　　入　　　合　　　計 307,200,000 100.0
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（単位：千円）

金　　　　額 構成比％ 金　　　　額 伸率％
備　　　考

比　　　　　較前　年　度　予　算　額

142,109 0.0 △ 35,809 △ 25.2 

134,864 0.0 △ 36,142 △ 26.8 

7,245 0.0 333 4.6 

78,915 0.0 △ 2,850 △ 3.6 

78,915 0.0 △ 2,850 △ 3.6 

6,362,761 2.1 △ 479,557 △ 7.5 

6,298,948 2.1 △ 475,717 △ 7.6 

63,813 0.0 △ 3,840 △ 6.0 

1,700,000 0.6 300,000 17.6 

1,700,000 0.6 300,000 17.6 

14,221,369 4.7 △ 856,485 △ 6.0 

222,070 0.1 64,000 28.8 

100 0.0 0 0.0 

9,727,274 3.2 △ 264,811 △ 2.7 

1,300,000 0.4 △ 200,000 △ 15.4 

2,971,925 1.0 △ 455,674 △ 15.3 

28,958,100 9.6 △ 210,900 △ 0.7 

28,958,100 9.6 △ 210,900 △ 0.7 

470,000 0.2 △ 470,000 皆減 

470,000 0.2 △ 470,000 皆減 

302,400,000 100.0 4,800,000 1.6 
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（財源区分別）

金   額 構成比％ 金   額 構成比％ 金   額 伸率％

市　　　　　　税 129,700,000 42.2 130,800,000 43.2 △ 1,100,000 △ 0.8 

そ　　の　　他 66,286,040 21.6 62,806,206 20.8 3,479,834 5.5 

小　　　　　　計 195,986,040 63.8 193,606,206 64.0 2,379,834 1.2 

使用料及び手数料 4,602,672 1.5 4,656,184 1.5 △ 53,512 △ 1.1 

   国 庫 支 出 金   61,502,511 20.0 60,244,755 19.9 1,257,756 2.1 

県　支　出　金 17,855,612 5.8 16,611,436 5.5 1,244,176 7.5 

市　　　　　　債 13,147,200 4.3 11,658,100 3.9 1,489,100 12.8 

そ　　の　　他 14,105,965 4.6 15,623,319 5.2 △ 1,517,354 △ 9.7 

小　　　　　　計 111,213,960 36.2 108,793,794 36.0 2,420,166 2.2 

307,200,000 100.0 302,400,000 100.0 4,800,000 1.6 

一
　
般
　
財
　
源

特
　
　
定
　
　
財
　
　
源

合　　　　　　　 計

（単位：千円）

財　源　区　分

本年度予算額 前年度予算額 比       較
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　　（2）　　　　歳　出　（款項別）

 5　議会費 997,113 0.3

 5　議会費 997,113 0.3

10　総務費 23,965,426 7.8

 5　総務管理費 13,534,077 4.4

10　徴税費 2,383,549 0.8

13　市民生活費 7,125,976 2.3

15　選挙費 115,227 0.0

20　統計調査費 485,808 0.2

25　人事委員会費 130,949 0.0

30　監査費 189,840 0.1

15　民生費 130,635,583 42.5

5 社会福祉費 50,136,719 16.3

款
本　年　度　予　算　額

金　　　　額 構成比%
項

 5　社会福祉費 50,136,719 16.3

10　児童福祉費 55,398,646 18.0

15　生活保護費 24,082,580 7.9

30　災害救助費 1,017,638 0.3

20　衛生費 26,833,441 8.7

 5　保健衛生費 13,426,779 4.4

10　清掃費 12,805,593 4.1

15　環境保全費 601,069 0.2

25　労働費 627,528 0.2

 5　労働諸費 627,528 0.2

30　農林水産業費 793,641 0.3

 5　農業費 660,286 0.2

10　林業費 133,355 0.1
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（単位：千円）

997,731 0.3 △ 618 △ 0.1

997,731 0.3 △ 618 △ 0.1

23,895,927 7.9 69,499 0.3

13,894,829 4.6 △ 360,752 △ 2.6

2,399,197 0.8 △ 15,648 △ 0.7

6,399,219 2.1 726,757 11.4

773,858 0.3 △ 658,631 △ 85.1

106,305 0.0 379,503 357.0

133,217 0.0 △ 2,268 △ 1.7

189,302 0.1 538 0.3

127,864,361 42.3 2,771,222 2.2

52,072,807 17.2 △ 1,936,088 △ 3.7

備　　考
比　　　　　較

金　　　　額 伸率%

前　年　度　予　算　額

金　　　　額 構成比%

52,072,807 17.2 △ 1,936,088 △ 3.7

52,021,659 17.2 3,376,987 6.5

23,769,895 7.9 312,685 1.3

- - 1,017,638 皆増

26,362,622 8.7 470,819 1.8

12,837,241 4.2 589,538 4.6

12,924,576 4.3 △ 118,983 △ 0.9

600,805 0.2 264 0.0

715,957 0.2 △ 88,429 △ 12.4

715,957 0.2 △ 88,429 △ 12.4

755,623 0.3 38,018 5.0

682,782 0.3 △ 22,496 △ 3.3

72,841 0.0 60,514 83.1
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款
本　年　度　予　算　額

金　　　　額 構成比%
項

35　商工費 11,217,522 3.7

 5　商工費 11,217,522 3.7

40　土木費 24,704,773 8.1

 5　道路橋りょう費 8,594,638 2.8

10　河川費 512,070 0.2

15　都市計画費 12,317,351 4.0

20　公園費 2,160,953 0.7

25　住宅費 1,119,761 0.4

45　消防費 8,267,794 2.7

 5　消防費 8,267,794 2.7

50　教育費 49,234,348 16.0

 5　教育総務費 7,264,893 2.4

10 小学校費 22 898 964 7 410　小学校費 22,898,964 7.4

15　中学校費 13,874,120 4.5

18　幼稚園費 472,050 0.1

20　社会教育費 2,990,128 1.0

25　市民体育費 1,734,193 0.6

55　災害復旧費 3,136,563 1.0

 2　災害復旧費 3,136,563 1.0

60　公債費 26,677,328 8.7

 5　公債費 26,677,328 8.7

65　諸支出金 8,940 0.0

 5　諸費 8,940 0.0

70　予備費 100,000 0.0

 5　予備費 100,000 0.0

歳　　　出　　　合　　　計 307,200,000 100.0
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（単位：千円）

備　　考
比　　　　　較

金　　　　額 伸率%

前　年　度　予　算　額

金　　　　額 構成比%

11,615,759 3.8 △ 398,237 △ 3.4

11,615,759 3.8 △ 398,237 △ 3.4

25,293,700 8.4 △ 588,927 △ 2.3

9,941,651 3.3 △ 1,347,013 △ 13.5

427,572 0.1 84,498 19.8

12,891,546 4.3 △ 574,195 △ 4.5

1,151,122 0.4 1,009,831 87.7

881,809 0.3 237,952 27.0

7,906,867 2.6 360,927 4.6

7,906,867 2.6 360,927 4.6

49,532,496 16.4 △ 298,148 △ 0.6

7,530,147 2.5 △ 265,254 △ 3.5

22 530 684 7 5 368 280 1 622,530,684 7.5 368,280 1.6

13,844,464 4.6 29,656 0.2

732,368 0.2 △ 260,318 △ 35.5

3,098,857 1.0 △ 108,729 △ 3.5

1,795,976 0.6 △ 61,783 △ 3.4

1,205,999 0.4 1,930,564 160.1

1,205,999 0.4 1,930,564 160.1

26,144,018 8.7 533,310 2.0

26,144,018 8.7 533,310 2.0

8,940 0.0 0 0.0

8,940 0.0 0 0.0

100,000 0.0 0 0.0

100,000 0.0 0 0.0

302,400,000 100.0 4,800,000 1.6

― 13 ―



（財源内訳）

 5　議会費 997,113 357 178 

10　総務費 23,965,426 828,788 1,582,596 

15　民生費 130,635,583 47,858,596 15,826,218 

20　衛生費 26,833,441 2,087,480 85,433 

25　労働費 627,528 1,500 0 

30　農林水産業費 793,641 0 110,601 

35　商工費 11,217,522 77,000 6,985 

40　土木費 24,704,773 2,632,918 145,956 

45　消防費 8,267,794 0 62,604 

50　教育費 49,234,348 7,047,830 33,350 

55　災害復旧費 3,136,563 954,517 0 

60　公債費 26,677,328 13,525 1,691 

65　諸支出金 8,940 0 0 

70　予備費 100,000 0 0 

歳　　　出　　　合　　　計 307,200,000 61,502,511 17,855,612 

款 本年度予算額

左　　　　　の

　　　　　　　　　　　　　　特　　　　定

国庫支出金 県支出金
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（単位：千円）

0 55 590 996,523 

118,900 596,417 3,126,701 20,838,725 

414,600 2,615,030 66,714,444 63,921,139 

2,253,000 3,017,667 7,443,580 19,389,861 

27,000 361,000 389,500 238,028 

0 1,155 111,756 681,885 

0 9,466,896 9,550,881 1,666,641 

4,241,000 1,841,894 8,861,768 15,843,005 

477,100 73,884 613,588 7,654,206 

3,710,800 393,868 11,185,848 38,048,500 

1,904,800 0 2,859,317 277,246 

0 340,771 355,987 26,321,341 

0 0 0 8,940 

0 0 0 100,000 

13,147,200 18,708,637 111,213,960 195,986,040 

備　　考

　　　　　　　　　　財　　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

　　　　　　　財　　　　源

地　方　債 計
一  般  財  源

そ　の　他
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（性質別）

金   額 構成比％ 金   額 構成比％ 金   額 伸率％

人 件 費 76,660,172 24.9 72,068,194 23.8 4,591,978 6.4 

物 件 費 38,884,633 12.7 40,790,468 13.5 △ 1,905,835 △ 4.7 

補 助 費 等 14,277,956 4.6 16,016,806 5.3 △ 1,738,850 △ 10.9 

維 持 補 修 費 3,876,194 1.3 4,536,582 1.5 △ 660,388 △ 14.6 

扶 助 費 93,035,453 30.3 88,565,901 29.3 4,469,552 5.0 

小   　　　　　  計 226,734,408 73.8 221,977,951 73.4 4,756,457 2.1 

補 助 事 業 7,255,031 2.4 8,917,828 3.0 △ 1,662,797 △ 18.6 

単 独 事 業 14,507,018 4.7 12,050,757 4.0 2,456,261 20.4 

小   　　　　　  計 21,762,049 7.1 20,968,585 7.0 793,464 3.8 

58,603,543 19.1 59,353,464 19.6 △ 749,921 △ 1.3 

100,000 0.0 100,000 0.0 0 0.0 

307,200,000 100.0 302,400,000 100.0 4,800,000 1.6 合   　　　　　  計

区        分
本年度予算額 前年度予算額

そ の 他

（単位：千円）

消
　
費
　
的
　
経
　
費

投
　
資
　
的
　
経
　
費

予 備 費

比       較
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　　　　令和２年度 当初　歳出予算　節別集計表

節

款 5 議会費 10 総務費 15 民生費 20 衛生費 25 労働費  30 農林水産
     業費

35 商工費 40 土木費 45 消防費 50 教育費  55 災害復旧
     費

60 公債費 65 諸支出金 70 予備費 合   計

1 報酬 371,670 1,305,420 1,998,536 168,630 22,850 3,265 17,536 60,696 2,191,970 6,140,573

2 給料 100,130 4,214,500 4,310,106 2,347,510 26,910 185,990 136,720 1,712,170 2,980,944 14,934,370 30,949,350

3 職員手当等 232,557 6,731,328 3,549,867 1,806,902 22,130 145,818 121,590 1,376,757 2,292,910 12,110,803 28,390,662

4 共済費 159,801 1,619,931 1,638,473 825,126 10,040 71,170 54,654 636,901 1,085,954 5,533,582 11,635,632

5 災害補償費 1,000 10,244 130 11,374

6 恩給及び退職年金 0

7 賃金 －

8 報償費 75 156,350 81,582 77,553 463 787 28,422 30,763 29,483 84,030 489,508

9 旅費 15,774 91,896 131,904 18,517 65 964 4,435 15,251 62,989 201,236 543,031

10 交際費 800 1,104 30 34 957 2,925

11 需用費 14,974 1,008,736 760,070 2,807,358 3,312 32,793 24,169 760,844 353,174 2,364,001 60,000 8,189,431

12 役務費 288 596,953 255,029 111,437 780 1,292 1,330 55,500 59,080 128,545 9,900 1,220,134

13 委託料 30,252 5,153,452 19,661,810 11,157,143 118,466 94,124 352,188 4,939,338 415,992 5,397,090 393,657 47,713,512

14 使用料及び賃借料 11,579 826,474 262,046 101,101 162 3,318 16,542 361,221 152,182 998,753 27,618 2,760,996

15 工事請負費 100,643 92,707 2,764,358 30,074 30,000 1,837 4,124,671 130,526 3,529,363 2,637,000 13,441,179

16 原材料費 180 60 30 13,672 28,808 42,750

17 公有財産購入費 1,238,436 4,400 1,242,836

18 備品購入費 825 21,304 87,650 52,021 157 125 1,240 34,298 475,016 297,859 970,495

19 負担金補助及び交付金 58,388 1,360,747 9,256,527 1,330,755 53,969 204,320 1,408,031 1,625,804 152,175 538,876 8,940 15,998,532

20 扶助費 72,336,800 3,048,100 893,611 76,278,511

21 貸付金 50 29,500 98,920 361,000 9,059,472 3,320 9,552,262

22 補償、補填及び賠償金 3,000 1,716,131 25 3,988 1,723,144

23 償還金、利子及び割引料 580,000 75,000 655,000

24 投資及び出資金 0

25 積立金 182,970 22,849 56,400 3,597 6,850 302 272,968

26 寄附金 57,000 57,000

27 公課費 269 127 4,430 678 6,370 62 11,936

28 繰出金 9,299 16,160,000 6,034,632 26,602,328 48,806,259

95 予備費 100,000 100,000

997,113 23,965,426 130,635,583 26,833,441 627,528 793,641 11,217,522 24,704,773 8,267,794 49,234,348 3,136,563 26,677,328 8,940 100,000 307,200,000

（単位：千円）

合             計
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３ 主 要 施 策 の 説 明           

(１) 一 般 会 計 

議 会 費       ································································ ２０ 
総 務 費       ································································ ２２ 
民 生 費       ································································ ３６ 
衛 生 費       ································································ ５２ 
労 働 費       ································································ ７０ 
農林水産業費 ································································ ７２ 
商 工 費       ································································ ７６ 
土 木 費       ································································ ８４ 
消 防 費       ····························································· １０４ 
教 育 費       ····························································· １０６ 
災害復旧費 ····························································· １２０ 

（債務保証・損失補償） ················································· １２２ 
 

(２) 特 別 会 計 

国民健康保険事業 ······················································· １２８ 
介護保険事業 ····························································· １３２ 
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 ····································· １３８ 
後期高齢者医療事業 ···················································· １４０ 
自動車駐車場事業 ······················································· １４２ 
麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業 ················ １４４ 
公共用地先行取得事業 ················································· １４６ 
財産区 ······································································ １４８ 
公債管理 ··································································· １５４ 
 

(３) 公 営 企 業 会 計 

簡易水道事業 ····························································· １６０ 

下水道事業 ································································ １６２ 
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款　　項　　目

5

5 議会費

5 ○ さがみはら市議会だより発行費 17,366 国庫支出金 357

県支出金 178

一般財源　 16,831

事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

議会費

議会費
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１２１

予算書
ページ

説 明

　市議会の活動状況を広く市民に周知し、議会及び市政に対する理解を深めてもらうため、「さが
みはら市議会だより」を発行する。

　さがみはら市議会だより
　　年５回発行（定例号４回、臨時号１回）
　さがみはら市議会だより（録音版）
　　年５回発行（定例号４回、臨時号１回）
　さがみはら市議会だより（点字版）
　　年５回発行（定例号４回、臨時号１回）
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款　　項　　目

10

5

5 ○ 防災対策事業 6,629 特定財源 700

一般財源 5,929

・ 被災地支援職員派遣経費 6,629 諸収入 700

一般財源 5,929

○ 行政界変更事業 2,767 諸収入 1,375

一般財源 1,392

○ 派遣職員受入負担金 52,317 一般財源 52,317

10 人事管理費 ○ 研修所研修事業費 14,023 諸収入 845

一般財源 13,178

      事　　　業　　　名

総務管理費

一般管理費

総務費

事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

25 ○ 2,282 財産収入 1

諸収入 10

一般財源 2,271

○ 4,206 一般財源 4,206

○ 1,365 諸収入 20

一般財源 1,345

30 ○ 広報紙等発行費 156,811 特定財源 10,976

一般財源 145,835

・ 広報さがみはら 151,546 諸収入 7,030

一般財源 144,516

・ 声の広報さがみはら 3,021 国庫支出金 1,510

県支出金 755

一般財源　 756

・ 点字版広報さがみはら 2,244 国庫支出金 1,121

県支出金 560

一般財源　 563

広報費

歴史的公文書保存等経費

公文書館運営費

文書費 情報公開・個人情報保護制度等
運営費
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１２１

１２３

　東日本大震災及び平成３０年７月豪雨の被災地域に対し、復興支援のための職員を派遣する。
　　派遣人数　６人

　「市人材育成基本方針」に基づき、複雑高度化する行政課題や多様化する市民ニーズに的確に対
応した質の高い行政サービスを提供するために必要な職員の能力・意識と組織力の向上を図るため
の研修を実施する。

　境川に係る町田市と本市との行政境界の変更について、第７期事業として、約２０ｋｍの全体計
画のうち、約１．４ｋｍの境界変更に向け、法務局への申請を行うための図面等の作成を行う。

　地方自治法に基づき派遣された職員を受入れ、令和元年台風第１９号による道路などの災害復旧
業務を行う。
　　派遣受入人数　５人

予算書
ページ

説 明

　

１２５

　視覚障害者を対象に、録音版広報さがみはらを発行する。
　　毎月２回（５日・２０日ごろ）

　視覚障害者を対象に、点字版広報さがみはらを発行する。
　　毎月２回（５日・２０日ごろ）

　市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会等において、情報公開、個人情報の保護又は公文
書の管理に係る審議等を行う。

　歴史的公文書を適切な保存状態とするため、整理、くん蒸等の作業を行う。

　歴史的公文書等の保存・市民利用の拠点施設である市立公文書館の運営を行う。

　市からのお知らせなどを市民に伝えるため、広報さがみはらを発行する。
  　毎月２回（１日・１５日）
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款　　項　　目       事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

○ 35,184 特定財源　 3,726

一般財源 31,458

・ ラジオ・テレビ広報 14,897 一般財源　 14,897

・ インターネット広報 18,287 諸収入 3,726

一般財源 14,561

○ 14,024 繰入金 4

一般財源 14,020

○ 5,552 一般財源 5,552

○ 銀河連邦サガミハラ共和国事業 6,820 一般財源　 6,820

55 ○ 総合計画推進経費 3,953 一般財源 3,953企画費

（広報費） 視聴覚広報費

シティプロモーション推進事業

シビックプライド向上事業

○ ＳＤＧｓ推進事業 10,662 一般財源 10,662

○ 公共施設マネジメント推進経費 8,581 一般財源 8,581

○ ２０２０東京五輪・さがみはら 181,644 国庫支出金 1,550

プロジェクト推進事業 県支出金 1,690

一般財源 178,404

60 ○ 1,570 一般財源　 1,570

○ 3,770 国庫支出金　　 400

一般財源　 3,370

男女共同参画啓発経費

男女共同参画
費

男女共同参画政策経費
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予算書
ページ

説 明

１２５

１２７

１２９

　市からのお知らせやイベント情報等をラジオ及びテレビで放送する。
　　エフエムさがみ　毎日３回
　　テレビ神奈川（スポット放送　月２回、データ放送　毎日、特別番組　年１回、
　　　　　　　　　ニュース番組内特集　年１回）
　　ケーブルテレビ市政情報番組

　インターネット（市ホームページ・広報紙スマートフォン用アプリ・民間の動画共有サイトな
ど）により、市からのお知らせや、制度、手続の案内、情報などを随時発信する。

　メディア等を通じ、本市の住みやすさ、ポテンシャルを積極的に情報発信することにより、本市
への居住意欲・企業進出の喚起を図る。

　銀河連邦を構成する市町との交流を図るため、銀河連邦サガミハラ共和国に対して助成する。
　　銀河連邦フォーラムなど、各共和国との交流事業の実施
　　「はやぶさ２帰還」記念事業など、ＪＡＸＡとの連携事業の実施

  成果重視の効果的・効率的な行政運営を推進するため、「新・相模原市総合計画」及び「市ま
ち・ひと・しごと創生総合戦略」の施策の達成状況等について評価・検証を行うとともに、令和２

　市への誇りや愛着を醸成し、「さがみはらファン」を増やすため、ファンサイトを運営するとと
もに、有効な手法や条例制定に向けた検討を行う。

　「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の達成に向けて、市民、企業、団体等と連携した取組を進
めるため、普及啓発等を実施する。

 「市公共施設マネジメント推進プラン」に基づき、施設の集約化・複合化等による公共施設の適
正化に向けた具体的な取組を推進するため、「（仮称）市公共施設マネジメント推進プラン・アク
ションプログラム」の策定に向けた検討等を行う。

　東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした本市のスポーツ・文化の振
興、魅力の発信等を図るため、関係機関との連携の下、大会に向けた機運の醸成や大会後のレガ
シー創出につながる取組を推進する。

創 総合戦略」 策 達成状況等 評価 検証 行う も 、令和
年度からの総合計画の取組を推進する。

　男女共同参画意識の普及・啓発を図るため、様々な機会を捉え啓発活動を実施するとともに、男
女共同参画・女性活躍推進に向け、市内事業所等の取組を支援する。

　男女があらゆる分野にともに参画し、それぞれの個性と能力を十分に発揮できる社会の実現に向
けて、「第３次さがみはら男女共同参画プラン」に基づき、男女共同参画施策の総合的かつ計画的
な推進を図る。
　　市男女共同参画審議会の開催
　　県、県内市町村、民間団体との協働による女性への暴力に対する緊急一時保護事業

― 25 ―



款　　項　　目       事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

○ 男女共同参画推進センター施設 31,470 9,286

管理運営費

一般財源 22,184

○ 人権啓発経費 8,356 国庫支出金 1,910

一般財源　 6,446

65 〇 市民文化創造事業 27,596 財産収入 1,160

寄附金 200

諸収入 1,065

一般財源 25,171

〇 文化鑑賞推進事業 36,639 財産収入 21

繰入金 99

諸収入 570

一般財源 35,949

○ 585 財産収入 41

一般財源 544

○ 相模原市民文化財団経費 77,209 一般財源　 77,209

使用料及び
手数料

（男女共同参
画費）

文化振興費

文化芸術情報発信事業

○ 文化施設等管理運営費 883,085 使用料及び 11,837

手数料

国庫支出金 42,000

財産収入 4,439

諸収入 15,053

市債 34,300

一般財源　 775,456

○ アートラボはしもと再整備事業 6,461 繰入金 6,461

68 ○ 国際交流事業 19,649 財産収入　 238

繰入金 8,110

一般財源 11,301

○ 国際交流ラウンジ事業 25,413 財産収入　　 237

繰入金 6,185

諸収入 100

一般財源　 18,891

○ 平和思想普及啓発事業 2,601 一般財源　 2,601

国際交流費
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予算書
ページ

説 明

１３１　男女共同参画推進の活動拠点である男女共同参画推進センターの管理運営及び女性相談事業・Ｄ
Ｖ相談支援事業を実施する。

　人権に関する条例の制定に向けた検討を進めるとともに、人権尊重思想の普及高揚のため、「市
人権施策推進指針」に基づき、市民、職員等に対し啓発を行う。

　市民文化の向上及び振興を図るため、文化芸術の鑑賞機会の提供や市民文化活動の支援、文化情
報の収集・提供等の事業を行う（公財）相模原市民文化財団に対して助成する。

　市民の文化芸術活動の活性化を図るため、市民による文化芸術活動を支援するとともに、次代の
文化を担う人材の育成を図る。
　　市民文化祭の開催
　　市民による文化芸術活動の発表及び交流への支援
　　造形ワークショップ等連携事業の実施
　　若手アーティストによる作品発表の機会創出
　　美術系大学生や企業・地域等とのマッチング支援

　多くの市民が、質の高い国内外の文化芸術を身近な場所で鑑賞できる機会の充実を図る。
　　フォトシティさがみはら２０周年記念事業　１回
　　収蔵美術品等による企画展　　　　　　　　４回
　　相模原芸術家協会展　　　　　　　　　　　１回
  　アートスポット展示　　　　　　　　　　　随時

　「さがみはら秋の文化芸術イベントガイド」を発行する。
　ＳＮＳを活用した文化情報の発信を試行的に実施する。

　市文化会館（相模女子大学グリーンホール）における大規模公演時の来場者の安全確保のため、
旧伊勢丹相模原店周辺に誘導員を配置するほか、シティプラザさがみはらの空調修繕を行う。

　「市一般公共建築物長寿命化計画」に基づき、アートラボはしもとについて、民間活力の導入に
より効果的な財源の活用を図った再整備の実施に向け具体的な取組を進める。

　国際交流、外国人支援、多言語による情報提供などを行う場として、さがみはら国際交流ラウン
ジを運営する。

　核兵器廃絶平和都市宣言を踏まえ、市民主体の「市民平和のつどい実行委員会」とともに、「市
民平和のつどい」を開催するなど、平和思想の普及啓発に取り組む。

　友好都市である中国・無錫市、カナダ・トロント市など諸外国との交流を進めるとともに、ボラ
ンティア団体、外国人市民への支援などを行う。
　　無錫市との友好都市締結３５周年記念事業など友好都市との交流事業の実施
　　市民団体が行う国際交流・協力事業への支援
　　日本語ボランティアの養成
　　通訳派遣、多言語による情報提供など、外国人支援事業の実施
　  （一財）自治体国際化協会の「語学指導等を行う外国青年招致事業」の活用
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款　　項　　目       事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

70 ○ 基地対策事業 10,167 国庫支出金 　 450

県支出金　　 160

一般財源　 9,557

75 ○ 情報システム業務費 2,190,332 特定財源 55,022

一般財源　 2,135,310

・ 行政事務情報化経費 852,914 国庫支出金 22,858

県支出金 21

諸収入 15,472

一般財源　 814,563

・ 基幹システム最適化事業 413,201 国庫支出金 10,145

一般財源　 403,056

　 ・ 基幹システム最適化事業 635,813 国庫支出金 6,526

一般財源　 629,287

・ 基幹システム最適化事業 256,661 一般財源 256,661

情報システム
費

（債務負担行為・平成２７
　年度設定分）

（債務負担行為・平成２６
　年度設定分）

渉外費

　基幹システム最適化事業 256,661 般財源　 256,661

・ 地域情報化経費 17,091 一般財源　 17,091

・ 14,652 一般財源 14,652

76 ○ 防災対策推進事業 22,558 特定財源　 5,234

一般財源　 17,324

・ 防災訓練実施事業 8,806 県支出金 2,128

一般財源 6,678

・ 防災対策普及啓発推進事業 13,752 県支出金 3,106

一般財源 10,646

防災対策費

さがみはらネットワークシス
テム経費（債務負担行為）

（債務負担行為・平成２８
　年度設定分）
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予算書
ページ

説 明

１３３

　全庁的な情報システム、情報関連機器等の保守・運用やセキュリティ対策を行う。
　　ＩＣＴの戦略的活用の推進及び業務の効率化を図る。
　　民間のアドバイザリーサービス導入、ＡＩ－ＯＣＲ導入、サーバ型ＲＰＡの導入

業務システム（保健、福祉）の保守・運用を行う。

　業務システム（住民記録、戸籍、保険年金、総合収滞納、課税）の保守・運用を行う。
　　債務負担行為の設定期間　　平成２７～令和９年度
　　限度額　　９，１５６，０００千円
　　　令和元年度までの支出見込額　　１，９７６，５７２千円
　　　令和２年度以降の支出予定額　　７，１７９，４２８千円

　基幹システムのハードウェア及び業務システム間の情報連携機能を持つ共通基盤システムの保
守・運用を行う。
　　債務負担行為の設定期間　　平成２６～令和８年度
　　限度額　　４，１４７，２００千円
　　　令和元年度までの支出見込額　　１，３２０，２５４千円
　　　令和２年度以降の支出予定額　　２，８２６，９４６千円

　市内米軍基地の返還等の促進を図るとともに、航空機騒音等の基地問題の解決に取り組む。

１３５

　洪水浸水想定区域の指定に伴い改定する「洪水ハザードマップ（串川、道志川）」を、該当地区
の世帯や事業所に配布する。
　防災マイスターを地域に派遣し、地域防災力の向上を図るとともに、防災マイスターのスキル
アップ研修を実施する。

　業務システム（保健、福祉）の保守 運用を行う。
　　債務負担行為の設定期間　　平成２８～令和９年度
　　限度額　　２，７５８，６６３千円
　　　令和元年度までの支出見込額　　　　４８５，３２３千円
　　　令和２年度以降の支出予定額　　２，２７３，３４０千円

　「市地域防災計画」等に基づき、地震災害、風水害等災害発生時における迅速かつ円滑な災害応
急対策の実施、市民の防災意識の高揚、地域防災力の向上等を目的とした各種防災訓練を実施す
る。

　令和２年３月に稼働するさがみはらネットワークシステムのシステムの保守・運用を行う。
　　債務負担行為の設定期間　　令和元～６年度
　　限度額　　　　１２５，７８７千円
　　　令和元年度までの支出見込額　　　　　３１，６０９千円
　　　令和２年度以降の支出予定額　　　　　９４，１７８千円

　さがみはらネットワークシステムや、県と県内市町村等で共同運営する「電子申請システム」の
保守・運用を行う。
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款　　項　　目       事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

○ 自主防災組織等活動支援事業 31,292 諸収入 100

一般財源 31,192

○ 防災設備等整備事業 178,513 特定財源 19,023

一般財源 159,490

・ 防災資機材整備事業 38,102 一般財源 38,102

・ 防災情報通信事業 97,297 県支出金 1,123

一般財源 96,174

○ 協働事業提案制度事業 3,150 一般財源 3,150

○ 災害救助基金積立金 146,926 財産収入 10
一般財源 146,916

13 市民生活費

（防災対策
費）

5 ○ 自治会活動助成事業 159,419 特定財源 174

一般財源　 159,245

・ 自治会活動推進奨励金 132,372 一般財源　 132,372

・ 自治会連合会補助金 26,757 繰入金 174

一般財源　 26,583

○ 市民協働推進事業 33,168 特定財源 4

一般財源 33,164

・ さがみはら市民活動サポート 28,680 一般財源 28,680

センター経費

・ 協働事業提案制度経費 427 一般財源　 427

・ 市民・行政協働運営型市民 1,225 一般財源　 1,225

ファンド運営事業

市民生活総務
費
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予算書
ページ

説 明

１３５

　災害時における市民のための食料、生活資材及び防災活動用資機材の整備を図るとともに、令和
元年台風第１９号に伴い使用した資機材の再整備を行う。

　令和元年台風第１９号に係る被害に伴い、災害救助基金から拠出した分について積立てを行う。

　自主防災組織が実施する防災活動の経費の一部を補助し、地域の自主防災力の向上を支援する。
　避難所運営を円滑に行うため、避難所運営協議会が実施する避難所運営訓練等の経費を補助し、
地域防災力の向上を支援する。

　防災行政用同報無線（ひばり放送）やデジタル地域防災無線などの情報通信関連機器等の整備・
運用管理を行う。

　防災意識普及啓発事業
　協働事業提案制度により、提案団体と協働し、電気をはじめとした災害時に役立つ知識や自助・
共助の重要性などについて、幅広い世代へ普及啓発を行い、市民の防災意識の向上を図る。

１３９

  市民と行政が協働して地域課題や社会的課題の解決につなげるため、「協働事業提案制度」を運
用する。（継続事業及び新規事業　計８事業）

  社会貢献活動を行う市民活動団体の活動の活性化を図るため、市民や企業から寄附金を募り、市
内で活動している市民活動団体に活動資金として提供する。

　市自治会連合会の円滑な運営を図るとともに、各地域の自治会の自主的・自立的な活動や加入促
進等の自治会活性化に向けた取組などに対して支援を行う。

　地域の自治会活動を促進するため、市自治会連合会に奨励金を交付する。

  市民活動に関する相談・支援や情報発信、活動の場の提供、講座の開催等を行う市民活動サポー
トセンターを運営する。
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款　　項　　目       事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

○ 市民相談事業 11,291 国庫支出金 419

一般財源 10,872

○ 城山総合事務所周辺公共施設 82,137 市債 54,700

再編整備事業 一般財源 27,437

10 ○ 区政推進事業 77,129 特定財源 3
一般財源 77,126

・ 区別基本計画推進事業 15,562 財産収入 3
一般財源 15,559

・ 区の魅力づくり事業 6,567 一般財源 6,567

・ 地域活性化事業交付金 55,000 一般財源 55,000

○ 協働まちづくり推進費 8,202 一般財源 8,202

・ 区民会議運営経費 6,676 一般財源 6,676

（市民生活総
務費）

区政推進費

区民会議運営経費 6,676 般財源　 6,676

・ まちづくり会議運営経費 1,100 一般財源 1,100

○ 協働事業提案制度事業 1,638 一般財源 1,638

15 ○ 世論調査等広聴費 1,718 特定財源　   3

一般財源　 1,715

・ 市政世論調査 1,469 財産収入　   3

一般財源 1,466

○ 市民の声等広聴費 1,434 一般財源 1,434

○ コールセンター運営経費 100,236 一般財源　 100,236

広聴費
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予算書
ページ

説 明

１３９

１４１

区の課題やまちづくりの方向性について協議する場として設置した「区民会議」を運営する。

　区別基本計画に掲げた取組等の推進方策についての検討や区民と行政との協働による事業を実施
する。

　各区役所の市民相談室において、市民や在留外国人の抱える困りごとに対し、適切な情報提供や
多言語による対応が可能な相談窓口を運営する。

　「市公共施設マネジメント推進プラン」及び「城山総合事務所周辺公共施設再編方針」に基づ
き、市民の利便性向上、公共施設の有効活用及び管理・運営の効率化を図る。
　 城山総合事務所本館の解体に向けた基礎調査
 　城山総合事務所第１別館の空調設備改修工事

　区民どうしの一体感を育みながら、区への愛着や誇りなどの意識の醸成を図るため、区独自の魅
力を再発見し、新たな魅力として区内外に情報発信するなど、「区の魅力づくり」に向けた事業を
実施する。

　市民の幅広い参加と協働による地域の活性化を図るため、市民が自主的に取り組む事業に対して
交付金を交付する。

　
津

　市民サービスの向上を図るため、各種手続や制度、イベント等、市政に関する問い合わせなどに
一元的に応対するコールセンターの運営を行う。

　区の課題やまちづくりの方向性について協議する場として設置した 区民会議」を運営する。

　協働事業提案制度により、市民（提案団体）と市が協働して事業を行う。

　　津久井里山体験ツアー推進事業
　　  観光交流の促進と地域活性化を図るため、地域資源を活用した体験ツアーを実施する。

　市民の意識や意向を的確に把握し、市政運営の有効な資料とするため、市政世論調査を実施す
る。
  　対象  　１８歳以上の市内在住者  ３，０００人

　市民から様々な媒体を通じて寄せられる意見・提言をデータベース化し、受付から、情報の管
理、業務改善等まで一体的に取り組むための「市民の声システム」を運用する。

　地域資源の発見、課題解決の方法などについて自主的に話し合い、地域課題の解決に向けた活動
を構成団体等が協働して行う「まちづくり会議」の運営を支援する。
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款　　項　　目       事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

20 ○ 消費者啓発事業 1,398 一般財源　 1,398

○ 消費者保護事業 1,432 一般財源　 1,432

・ 消費生活相談員経費 1,382 一般財源　 1,382

○ 消費者行政強化事業 6,961 県支出金　 6,855

一般財源　 106

○ 協働事業提案制度事業 262 一般財源 262

25 ○ 戸籍住民事務運営費 766,945 2,422

国庫支出金 574,545

諸収入 222

一般財源 189,756

35 ○ 16,121 一般財源　 16,121

○ ＬＥＤ防犯灯・街区表示板 139,521 一般財源 139,521

整備管理事業

安全・安心まちづくり推進
協議会補助金

使用料及び
手数料

戸籍住民基本
台帳費

防犯交通安全
対策費

消費生活対策
費

整備管理事業

・ ＬＥＤ防犯灯・街区表示板 139,521 一般財源 139,521

整備管理事業

（債務負担行為）

○ 防犯灯維持管理事業 97,134 一般財源　 97,134

○ 防犯交通安全対策事業 1,643 一般財源 1,643

○ 地域防犯活動支援事業 14,243 県支出金 7,749

一般財源 6,494

30 監査費

10 ○ 外部監査経費 15,347 財産収入 1

諸収入 32

一般財源 15,314

外部監査費

― 34 ―



予算書
ページ

説 明

１４１

　

１４３

　安全・安心なまちづくりを推進するため、防犯・交通安全等の関係団体・機関で構成する安全・
安心まちづくり推進協議会に対し、その活動費等を助成する。

　消費生活相談員を配置し、消費生活に関する市民からの相談に対応するとともに、地域や小中学
校、高校、大学等に出向きライフステージ別の消費者教育を実施する。

　協働事業提案制度により、市民（提案団体）と市が協働して事業を行う。
　　金融教育支援事業

　消費者被害の未然防止及び自立した消費者の育成を図るため、消費生活情報紙の発行や消費生活
展、消費者月間講演等を開催する。

　戸籍、住民基本台帳、印鑑登録等の証明・届出事務及び社会保障・税番号制度におけるマイナン
バーカード交付事務等を行う。
　マイナンバーカードの需要増加を見込み、各区役所において、交付窓口を拡充する。

　県交付金を活用し、消費者問題の視点に立った見守り活動など高齢者等の消費者被害防止に係る
啓発事業等を実施するとともに、消費生活相談員の能力向上を図る。

債務負担行為の設定期間　　平成２７～令和８年度

限度額　　１，４００，０００千円

　令和元年度までの支出見込額　　　４１２，１３６千円

　令和２年度以降の支出予定額　　　９８７，８６４千円

　地方自治法の定めるところにより、監査委員制度を補完する外部監査を実施する。 １５１

　防犯意識及び交通ルールやマナーの浸透等、交通安全意識の高揚を図るため、防犯交通安全指導
員による防犯講習会及び交通安全教室を実施するとともに、「安全に安心して自転車を利用しよう
よ条例」に基づき、自転車損害賠償保険等の加入促進や地域の実情を踏まえた実践的な講習会の実
施など自転車の安全適正利用の推進に取り組む。

　地域の防犯活動を支援するため、防犯カメラの設置に要する経費及び防犯活動物品購入経費を助
成する。

　ＬＥＤ防犯灯及び街区表示板の整備並びに令和８年度までの維持管理を行う。

　市が管理する防犯灯の電気料金の支払いを行う。

― 35 ―



款　　項　　目

15

5 社会福祉費

5 ○ 民生（児童）委員活動費 109,014 国庫支出金 600

一般財源　 108,414

○ 社会福祉協議会補助金 455,766 国庫支出金 31,800

一般財源　 423,966

○ 地域福祉推進事業 148,889 特定財源　 11,600

一般財源 137,289

・ 福祉コミュニティ形成事業 10,034 財産収入 1,600

一般財源 8,434

・ 地域福祉推進経費 3,966 一般財源 3,966

・ 地域福祉支援体制推進事業 134,889 国庫支出金 10,000

一般財源 124,889

社会福祉総務
費

事　　　業　　　名

民生費

事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

○ 災害援護事業 6,930 県支出金 2,812

市債 1,000

一般財源　 3,118

○ 慰霊祭開催費 2,046 一般財源 2,046

○ 戦争犠牲者援護費 107,688 特定財源 76,543

一般財源 31,145

・ 中国残留邦人等支援事業 105,739 国庫支出金 76,493

一般財源 29,246

10 ○ 国民年金事務運営費 2,599 国庫支出金 2,599国民年金費
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１５３

予算書
ページ

説 明

　地域福祉の課題を把握し、個別支援や地域支援を行うコミュニティソーシャルワーカーの配置に
より、分野横断的な支援を実施する。

　民生委員・児童委員活動を推進し、地域福祉の増進に努める。
　　民生委員・児童委員定数　　９３３人

　地域における福祉課題の解決を図るため、福祉コミュニティの形成を推進する。

　地域福祉活動を充実させるため、社会福祉法において地域福祉の推進を図ることを目的とする団
体と位置付けられている市社会福祉協議会に運営費等を助成する。

　地域住民の参加による福祉のまちづくりを進め、地域福祉の推進を図るとともに、地域福祉計画
の実施状況の把握や評価など進行管理を行う。

１５５

　災害救助法適用時の被災者の援護のほか、災害救助法の適用を受けない風水害により家屋が全壊
等した被災者に対する融資、火災及び自然災害による被災者に対する見舞金の支給等を行う。

　戦没者を合祀し、御霊を弔慰することを目的として実施する。

　国民年金の加入や各種届出書及び裁定請求書の受理等を行う。
　　令和元年１０月末現在の第１号被保険者数（自営業者、農業者等）　８７，４１８人

　市内在住の中国残留邦人等に対して、支援給付金の支給及び通訳派遣、巡回健康相談等の生活支
援事業を実施する。
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

12 ○ 障害児者自立支援給付 15,872,439 特定財源 10,994,882

一般財源 4,877,557

・ 障害児者介護給付費等 14,409,324 国庫支出金 6,632,356

県支出金 3,316,178

一般財源 4,460,790

・ 身体障害児者補装具費 200,817 国庫支出金　 99,595

県支出金 49,797

一般財源　 51,425

・ 自立支援医療給付 1,090,033 国庫支出金 544,746

（更生医療） 県支出金 272,373

一般財源　　 272,914

○ 共生社会推進事業 14,135 特定財源 7,065

一般財源 7,070

・ 障害者理解促進事業 10,304 国庫支出金　 4,462

県支出金 2,230

一般財源　　 3,612

○ 地域生活支援事業 1,211,896 特定財源 812,396

一般財源 399,500

障害者福祉費

般財源 399,500

・ ガイドヘルプサービス給付費 636,226 国庫支出金　 318,113

県支出金 159,056

一般財源　　 159,057

・ 障害児者日常生活用具費 182,180 国庫支出金　 90,159

県支出金 45,079

一般財源 46,942

・ 障害福祉相談事業 72,996 国庫支出金　 36,077

県支出金 18,038

一般財源 18,881

○ 障害者計画等策定事業 3,700 一般財源 3,700

○ 障害児者援護等事業 3,133,114 特定財源 540,667

一般財源 2,592,447

・ 重度障害者医療費助成 2,517,969 県支出金 346,657

諸収入　　 140,649

一般財源 2,030,663
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予算書
ページ

説 明

１５５

　障害児者が受けた障害福祉サービスの費用を支給する。
　　訪問系サービス　　　　延べ　　５９９，４８８時間
　　短期入所    　　　　　延べ　　　３１，２２０日
　　日中活動系サービス　　延べ　　７７９，１５３日
　　共同生活援助　　　　　延べ　　２９８，４５０日
　　施設入所支援　　　　　延べ　  １２９，９５８日

　身体障害児者に車椅子、義足、眼鏡、補聴器、歩行器、重度障害者用意思伝達装置等の購入費用
等を支給する。

　身体障害者の障害を軽減等することができる医療（心臓手術・人工透析等）の給付を行う。
　　給付人数　　　　５３５人

　障害の有無にかかわらずあらゆる人の尊厳が守られ、安全で安心して暮らせる「共にささえあい
生きる社会」の実現に向け、障害等に関する市民の理解を促進する。

１５７

　障害児者が日常生活において使用する特殊寝台、入浴補助用具、移動・移乗支援用具、吸引器等
の給付を行う。
　

　障害福祉サービス等の提供体制の確保等を総合的かつ計画的に推進するため、次期障害福祉計画
及び障害児福祉計画を策定する。

　屋外での移動に困難がある障害児者について、地域での自立生活及び社会参加を促すため、外出
のための支援としてガイドヘルプサービスを給付する。
　　延べ　　２１４，７９６時間

　相談支援体制の充実を図るため、専門的かつ総合的な相談機関として障害者相談支援キーステー
ションを運営する。
　財産管理や契約行為等が困難となった障害者に対し、後見人等の援助を受けられるよう、審判申
立て手続き等の支援を行う。

　重度障害者の健康の保持及び生活の安定を図るため、医療費の一部を助成する。
　　受給者　　月平均　１５，８１５人　内訳　身体・知的障害対象者　１１，０９３人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　精神障害対象者　　　　　４，７２２人
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

○ 障害者福祉手当等支給事業 1,389,377 国庫支出金 158,937

一般財源 1,230,440

○ 障害者更生相談所運営費 4,770 一般財源 4,770

20 ○ 後期高齢者医療広域連合負担金 5,592,789 一般財源　 5,592,789

○ 高齢者保健福祉計画推進事業 10,043 一般財源　 10,043

○ 介護人材確保定着育成事業 27,268 県支出金 8,214

繰入金 104

一般財源 18,950

（障害者福祉
費）

老人福祉費

○ 高齢者生きがい対策事業 43,731 特定財源 7,744

一般財源　 35,987

・ 高齢者大学運営費 22,226 諸収入 7,744

一般財源　 14,482

・ 高齢者地域活動支援事業 512 一般財源　 512

・ 8,760 一般財源 8,760

○ 94,454 諸収入　 28,000

一般財源　 66,454

○ 敬老事業 88,626 一般財源 88,626

・ 敬老事業補助金 40,373 一般財源　 40,373

・ 敬老祝金等支給費 43,539 一般財源 43,539

ねんりんピックかながわ２０
２１経費

シルバー人材センター運営支援
事業

― 40 ―



予算書
ページ

説 明

１５７

１５９

　身体障害者及び知的障害者に関する専門的な相談や補装具費の支給判定等を実施する障害者更生
相談所の運営を行う。
　専門医による来所相談実施予定
    補装具更生相談（肢体不自由）　　年３２回
　　補装具更生相談（聴覚障害）　　　年１２回
　　知的障害者現状診断　　　　　　　年１８回

　介護人材の確保・定着・育成を図るため、介護の仕事の魅力を発信するとともに、介護職員の勤
続表彰、キャリアアップ支援、求職者等への就労支援等を実施する。

　高齢者が住み慣れた地域で、健康で生きがいをもち、安心して生活できる社会を目指し、「第８
期市高齢者保健福祉計画」を策定する。

　後期高齢者医療広域連合の運営事務費及び後期高齢者の医療給付費のうち本市の定率負担分（総
医療費の約１／１２）を負担する。
　　事務費負担金　　　　　　１８０，５１３千円
　　定率市町村負担金　　５，４１２，２７６千円

　在宅の重度障害児者等に福祉手当、福祉給付金を支給する。
　　市重度障害者等福祉手当（重度・中度）
　　特別障害者等福祉手当（特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当）
　　在日外国人障害者等福祉給付金（重度・中度）

　多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿を祝うことを目的として、各地区で開催される敬老
事業を奨励、支援するため、主催団体に助成する。

　高齢者の長寿を祝い、敬老の意を表することを目的に祝金を支給する。
　　　８８歳　１０，０００円
　　１００歳　５０，０００円

　高齢者の生きがいと仲間づくりを目的とした就業機会を確保・提供している、市シルバー人材セ
ンターの運営支援のため助成する。

　学習と仲間づくりを通して、高齢者が健康で生きがいのある生活を送ることができるよう、あじ
さい大学を設置し、通年講座や短期講座等を実施する。

　地域で活動したいと考えている高齢者を支援するために、必要な知識や技能の取得に向けた入門
講座等を開催する。

　「第３４回全国健康福祉祭神奈川・横浜・川崎・相模原大会（ねんりんピックかながわ２０２
１）」に係る経費を負担する。また、大会開催に向けた準備を行うため市実行委員会を設置する。
　　大会期間　令和３年１１月６日～９日（予定）
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

○ 認知症総合対策事業 15,929 国庫支出金 4,964

県支出金 1,343

一般財源 9,622

○ 地域支援事業補完事業 199,350 特定財源 16,800

一般財源 182,550

・ 緊急一時入所事業 20,836 一般財源　 20,836

・ 23,585 一般財源　 23,585

・ はり、きゅう、マッサージ 97,112 県支出金 16,800

施術料助成事業 一般財源　 80,312

○ 特別養護老人ホーム等建設費 471,794 特定財源 438,744

補助金 一般財源 33,050

・ 特別養護老人ホーム等建設費 356,250 市債 323,200

補助金 一般財源 33,050

30 ○ 陽光園運営費 55,933 特定財源 20,857

一般財源 35,076

（老人福祉
費）

療育センター
費

ねたきり高齢者等おむつ
支給事業

般財源　 35,076

・ 療育相談室 5,004 825

一般財源　 4,179

・ 発達障害者支援センター 16,379 国庫支出金 8,189

県支出金 4,094

一般財源　 4,096

10 児童福祉費

5 ○ 子育て広場事業 156,563 国庫支出金 14,098

県支出金 14,098

一般財源 128,367

○ 児童手当・特例給付 10,434,520 国庫支出金 7,276,064

県支出金 1,579,228

一般財源 1,579,228

使用料及び
手数料

児童福祉総務
費

費
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予算書
ページ

説 明

１５９

１６１

　在宅高齢者の介護者が入院等の理由により介護が困難になった場合に、在宅高齢者を特別養護老
人ホーム等において一時的に養護する。

　市内の国有地に設置される特別養護老人ホーム等の建設に対して助成し、待機者の解消を図る。

　在宅のねたきり高齢者や認知症高齢者等に対し、紙おむつ等を支給する。

　在宅の高齢者に対し、はり、きゅう及びマッサージの施術助成券を交付し、健康の保持と介護予
防を図る。

　認知症に関する専門相談、鑑別診断、精神症状への対応、医療介護関係者への情報提供等を行う
「認知症疾患医療センター」の運営、かかりつけ医等認知症対応力向上研修の実施、認知症サポー
ターの養成等、認知症に係る総合的な事業を推進する。

１６３

　発達及び障害に関する相談・判定や機能訓練、児童発達支援事業等を通して、発達に必要な支援
を行う。

　児童手当・特例給付を支給する。
　　手当額（月額）　　所得制限額未満であるもの
　　　　　　　　　　　　３歳未満　　　　　　　　　　　１５，０００円
　　　　　　　　　　　　３歳～小学校修了前
　　　　　　　　　　　　　第１子・第２子　　　　　　　１０，０００円
　　　　　　　　　　　　　第３子以降　　　　　　　　　１５，０００円
　　　　　　　　　　　　（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの児童の出生順）
　　　　　　　　　　　　中学生　　　　　　　　　　　　１０，０００円
　　　　　　　　　　　所得制限額以上であるもの　（一律）５，０００円

　地域の子育て支援の充実を図るため、市民に身近な保育所等の機能を生かし、育児相談や情報提
供、交流事業などを実施するとともに、こどもセンター等を活用し、親子が気軽に集い交流できる
場の提供に取り組む。

　発達障害者及びその家族に対する専門的な相談支援及び発達・就労支援並びに関係機関に対する
情報提供、研究及び連絡調整を行うとともに、市民に対する普及・啓発を行う。
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

○ 認定保育室補助金 262,225 国庫支出金 11,365

一般財源　 250,860

○ 小児医療費助成事業 2,368,518 県支出金　 278,673

諸収入　　 3,188

一般財源　 2,086,657

○ 里親制度推進事業 3,162 国庫支出金 601

一般財源　 2,561

○ 児童相談所運営費 156,080 特定財源 38,693

一般財源 117,387

・ 一時保護所運営費 98,019 国庫支出金 33,300

諸収入 3,860

一般財源 60,859

○ 社会的養護自立支援事業 30,205 国庫支出金 12,941

繰入金 2,160

一般財源 15,104

（児童福祉総
務費）

般財源　 15,104

○ 障害児施設措置費・給付費 4,182,245 1,500

国庫支出金 2,086,279

県支出金 969,900

一般財源 1,124,566

10 ○ 児童扶養手当 2,386,110 国庫支出金 795,370

一般財源　　 1,590,740

分担金及び
負担金

母子福祉費
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予算書
ページ

説 明

１６３

１６５

　児童養護施設等に入所（里親委託を含む）している子どもが、将来自立した社会生活を送れるよ
う、入所中から退所後の一定期間、自立に向けた支援を行う。
　　〈相談型支援〉

　児童虐待等により家庭での養育が困難な児童を一時的に保護する一時保護所を運営する。
　　民間施設を活用して、一時保護専用施設を確保し、一時保護を要する児童の受入れ枠の拡大
　を図る。

　里親の資質向上を図るための研修や里親に対する相談・支援を実施するとともに、里親制度の普
及啓発を行い、制度の充実を図る。

　認定保育室の入所児童に対する処遇向上及び保護者負担の軽減を目的に助成する。
　　認定保育室対象児童数　　　　　　延べ　　約６，５００人
　　うち、認可化移行施設対象児童数　延べ　　　　約４８０人

　小児等の健康の保持及び生活の安定を図るため、医療費の一部を助成する。
　　受給者　　　月平均　 ７２，９９６人（０歳～中学校３年生）

　　　　１８歳到達まで入所等していた全ての人を対象に、支援コーディネーターによる、自立に
　　　向けた継続支援計画を作成する。また、入所中も生活相談員及び就労相談員による、生活上
　　　の相談、進路相談、就労相談等を実施する。
　　〈給付型支援〉
　　　　大学や専修学校等進学後、国の奨学金に上乗せして、給付型奨学金を支給する。また、
　　　２２歳到達後の年度末までの期間、施設や里親宅等で生活する人に対して、居住費及び生
　　　活費を支給する。

　父母の離婚・死亡などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している者に手当
を支給し、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を促進する。
　　月額　１０，１８０円～４３，１６０円（児童第２子以降分は別途加算）

　障害児入所施設への入所及び障害児通所支援等に要する費用を支給する。
　　障害児通所支援　　延べ　　３４６，２０５日
　　障害児入所支援　　延べ　　　　２，７２３日
　　障害児入所措置　　延べ　　  　　　５１６月
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

○ ひとり親家庭等自立支援事業 44,094 国庫支出金 32,619

一般財源　 11,475

○ ひとり親家庭等生活向上事業 35,036 国庫支出金 17,510

一般財源 17,526

○ ひとり親家庭等医療費助成事業 364,959 県支出金　 110,156

諸収入　　　 3,385

一般財源　 251,418

15 ○ 教育・保育施設等給付費 20,297,568 特定財源 15,043,434

一般財源　 5,254,134

・ 施設型給付費 17,499,684 1,030,159

国庫支出金 7,864,338

県支出金 4,091,826

一般財源　 4,513,361

・ 地域型保育給付費 1,491,372 国庫支出金 766,275

県支出金 310,952

一般財源　 414,145

・ 施設等利用費 1,306,512 国庫支出金 653,256

県支出金 326,628

（母子福祉費）

教育保育施設
費

分担金及び
負担金

県支出金 326,628

一般財源　 326,628

○ 教育・保育施設等助成費 4,070,332 特定財源 336,207

一般財源　 3,734,125

・ 教育・保育施設運営助成 2,725,390 国庫支出金 12,528

県支出金 587

一般財源　 2,712,275

・ 地域型保育事業運営助成 103,922 一般財源　 103,922

・ 支援保育推進事業 362,417 一般財源　 362,417

・ 施設整備費補助金 135,779 国庫支出金 76,220

県支出金 11,187

一般財源 48,372

・ 病児・病後児保育事業 46,284 国庫支出金　 11,108

県支出金 11,108

一般財源　 24,068
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予算書
ページ

説 明

１６５

　ひとり親家庭等の生活を支援するため、子どもに家庭教師を派遣する学習支援等を実施する。

　私学助成幼稚園・認可外保育所等を利用する児童に対して子育てのための施設等利用給付費を支
給する。

　ひとり親家庭等の母子等の健康の保持及び生活の安定を図るため、医療費の一部を助成する。
　　受給者　　月平均　９，９４２人

　教育・保育施設（保育所、認定こども園及び新制度へ移行した幼稚園）に対して施設型給付費を
支給する。
　　対象　　市内１４４施設（その他市外施設あり）

　地域型保育事業（小規模保育、家庭的保育及び事業所内保育）を実施する事業者に対して地域型
保育給付費を支給する。
　　対象　　市内　４３施設（その他市外施設あり）

　就職に有利な資格取得を促進するため、各種給付金の支給等を行い、ひとり親家庭の経済的な自
立を支援する。また、ひとり親家庭の養育費の確保等のため、弁護士による法律相談を実施する。

１６７

給す 。
　　対象　　市内私学助成幼稚園　１５施設（その他市外施設あり）
　　　　　　市内認可外保育所　　５８施設（その他市外施設あり）
　　　　　　預かり保育事業、一時保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業

　病気の回復期に至らない、又は病気回復期にある児童を、専用の施設で一時的に預かる病児・病
後児保育を推進する。

　障害等により支援・配慮が必要な児童を保育する施設に助成する。

　教育・保育施設に対し、教育・保育の質の向上や職員の処遇改善を図るため運営費を助成する。
　　対象　　市内１４４施設（その他市外施設あり）

　地域型保育事業を実施する事業者に対し、保育の質の向上や職員の処遇改善を図るため運営費を
助成する。
　　対象　　市内　４３施設（その他市外施設あり）

　保育所等待機児童対策として、入所定員の拡大と保育環境の向上を図る民間保育所等の施設整備
に要する費用の一部を助成する。
　　対象　　民間保育所等新設　　　２施設
　　　　　　認定保育室の認可化　　１施設
　　　　　　小規模修繕　　　　　　２施設
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

20 ○ 施設維持補修費 66,021 一般財源 66,021

○ 保育所園舎改修等事業 31,786 市債 26,400

一般財源 5,386

25 ○ 児童館管理運営費 81,720 一般財源 81,720

・ 児童館運営費 9,291 一般財源 9,291

○ 放課後子ども教室事業 3,178 国庫支出金 626

一般財源 2,552

○ 放課後児童健全育成事業 437,693 特定財源 248,258

一般財源 189,435

・ 児童クラブ運営費 86,298 30,968使用料及び

公立保育所費

児童育成費

児童クラブ運営費 86,298 30,968

国庫支出金 12,725

県支出金 12,725

一般財源 29,880

・ 民間児童クラブ運営費補助金 257,643 国庫支出金 85,881

県支出金 85,881

一般財源 85,881

・ 児童クラブ整備費 30,365 国庫支出金 10,039

県支出金 10,039

一般財源 10,287

児童厚生施設整備改修事業 80,469 国庫支出金 23,928

市債 45,100

一般財源 11,441

使用料及び
手数料
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予算書
ページ

説 明

１６７

　「市一般公共建築物長寿命化計画」に基づく中規模改修工事に伴い、実施設計を行う。

　　麻溝台保育園中規模改修工事に係る実施設計

　

１６９独立施設型・余裕教室型児童クラブ４４箇所の運営を行う。

　公立保育所等（保育所・認定こども園）の維持・保全と防犯体制の強化を図るため改修を行う。
　　主な内容　　保育士用トイレ改修及びフェンス嵩上げ改修

　小学校の諸施設を活用した放課後子ども教室４箇所の運営を行う。

　児童館２３館と津久井中央児童室の運営を行う。

１６９

　「市一般公共建築物長寿命化計画」に基づき、こどもセンターの中規模改修工事に伴う実施設計
及び空調設備改修工事を行い、施設の機能及び性能を維持する。
　
　　中規模改修工事実施設計委託　１施設　　大野北こどもセンター
　　空調設備改修工事　　　　　　３施設　　麻溝こどもセンター、鹿島台こどもセンター、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上鶴間こどもセンター
　

　独立施設型 余裕教室型児童クラブ４４箇所の運営を行う。

　民間児童クラブの施設運営に要する経費の一部を助成する。

　待機児童対策として、小学校の諸施設の活用等による児童クラブの整備を行う。
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

○ こどもセンター運営費 141,534 49,249

国庫支出金 39,593

県支出金 39,593

一般財源 13,099

30 ○ 青少年健全育成環境づくり事業 4,276 県支出金 823

一般財源 3,453

○ 青少年指導委員活動推進費 18,244 一般財源 18,244

○ 青少年関係団体補助金 4,064 一般財源 4,064

○ 青少年学習センター活動費 8,003 特定財源 505

一般財源 7,498

・ 青少年活動推進費 1,049 一般財源 1,049

・ 子ども会育成費 4,329 県支出金 505

一般財源 3,824

○ 子ども若者育成支援推進事業 5,484 国庫支出金 2,172

一般財源 3,312

（児童育成
費）

使用料及び
手数料

青少年育成費

般財源 3,312

15 生活保護費

5 ○ 生活保護法施行事務費 333,069 特定財源 161,052

一般財源 172,017

・ 生活保護法施行事務費 75,787 国庫支出金 15,923

繰入金 100

一般財源 59,764

・ 自立支援推進事業 241,198 国庫支出金 132,966

一般財源 108,232

○ 生活困窮者自立支援事業 73,421 国庫支出金 51,063

一般財源 22,358

10 ○ 生活保護費 22,493,352 国庫支出金 16,693,917

諸収入　 230,000

一般財源　 5,569,435

扶助費

生活保護総務
費
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予算書
ページ

説 明

１６９　こどもセンター２４館の運営を行う。

　社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者の問題に対し、様々な機関のネットワーク
を形成し、連携して支援を行う。また、「子どもの居場所創設サポート事業」として、無料学習支

　ジュニア・リーダー養成研修会、スポーツ・レクリエーションフェスティバル地区大会等を開催
し、子ども会活動の活性化を図る。

　青少年に活動や交流の場を提供するため、各種主催事業を実施する。

　青少年の健全育成並びに各団体の活動の充実及び活性化を図るため、青少年関係団体に助成す
る。

　青少年の健全育成を目指して、啓発事業及び健全育成組織の育成を行うとともに、青少年の交流
活動事業等を促進する。

　青少年指導委員の研修、活動等を推進する。
　　青少年指導委員定数　　２４８人

１７１

形成 、連携 支援 行う。 、 子 も 居場所創設 事業」 、無料学習支
援や子ども食堂などの取組を行う団体が活動しやすい環境づくりを推進する。

　被保護者の健康管理支援を行うため、レセプトデータを分析し、医療扶助の実態及び課題を把握
する。また、医療扶助の適正化を図るため、レセプト点検、適正受診指導、ジェネリック医薬品の
使用促進などの取組を推進する。
　ケースワーク業務の充実を図るため、研修等を実施する。

　生活困窮者を対象とした自立支援相談窓口により、相談者の個々の状況に応じて、就労に向けた
支援、子どもの学習支援、住居を失った方への一時生活支援などを生活保護の自立支援と一体的に
取り組む。

　様々な課題を抱える被保護者に対し、関係機関や地域で活動するＮＰＯ法人等と連携しながら、
経済的自立・日常生活の自立・社会的な自立に向けた支援を推進する。
　　就労支援（就労準備・中間的就労支援を含む）
　　子どもの学習支援や若者の居場所の提供
　　高齢者・障害者等の健康管理や日常生活・社会生活の支援　など

　生活保護費の支給
　　被保護世帯　　　月平均　１０，４００世帯
　  被保護人員　　　月平均　１３，７００人
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款　　項　　目

20

5

5 ○ 防災対策事業 13,388 一般財源　 13,388

○ 急病診療事業 1,637,050 特定財源　 16,638

一般財源 1,620,412

・ 初期救急医療体制確保事業 681,907 県支出金 6,232

繰入金 600

諸収入　 1,377

一般財源　 673,698

・ 二次救急医療体制確保事業 885,114 県支出金 8,429

一般財源　 876,685

・ 救急医療情報センター運営 70,029 一般財源 70,029

事業

○ 地域医療事業 232,563 特定財源 3,502

衛生費

保健衛生費

保健衛生総務
費

事　　　業　　　名
財 源 内 訳
（千円）

事 業 費
（千円）

○ 地域医療事業 232,563 特定財源　 3,502

一般財源　 229,061

・ 相模原口腔保健センター歯科 91,708 一般財源　 91,708

診療事業

・ 保健衛生思想啓発普及事業 6,602 一般財源　 6,602

・ 地域医療協力事業補助金 133,402 県支出金　 3,502

一般財源　 129,900

○ 相模原赤十字病院建設費借入 242,011 一般財源　 242,011

償還金補助金（債務負担行為）
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１７３

　土曜日・休日、お盆及び夜間における急病患者に対して、診療可能な医療機関を電話で紹介する
相模原救急医療情報センターを運営する。

　災害時における医療救護活動を円滑に行うため、市災害時医療救護検討会を開催するほか、救護
所における医薬品の備蓄や訓練を実施する。

　休日及び夜間における急病患者に対する医療を提供するための初期救急医療機関を確保する。
　　急病診療所：相模原中央・南・北・西メディカルセンター及び津久井在宅診療所
　　急患調剤薬局：相模原中央・南・北メディカル調剤薬局

　土曜日・休日及び夜間における急病患者に対する医療を提供するための二次救急医療機関を確保
する。

予算書
ページ

説 明

　相模原口腔保健センターを活用し、一般の歯科診療所や訪問歯科診療では治療困難な患者に対応
する歯科診療事業に対し助成する。
    年末年始等歯科診療事業
　　障害者歯科診療事業
　　ＨＩＶ歯科診療事業
    要介護高齢者等歯科診療事業

　救命救急患者に対する医療及び搬送業務の円滑化を図るため、救命救急センター事業等に対し助
成する。
　ｔ－ＰＡ療法（血栓溶解療法）を必要とする脳卒中患者に係る医療の確保を図るため、脳神経系
救急医療を実施する医療機関に対し助成する。

　市民の健康及び医療に関する知識の向上やかかりつけ医、かかりつけ歯科医及びかかりつけ薬局
の定着を図るため、健康さがみはらの発行など普及啓発を行う。

　津久井地域における救急医療など地域医療の確保を図るため、当該地域唯一の公的病院である相
模原赤十字病院の建設時借入金の償還に要する経費を助成する。
　　債務負担行為の設定期間　平成２２～令和８年度
　　限度額　　３，６５５，７４２千円及びこの利子
　　　令和元年度までの支出見込額　　２，２６６，０００千円及びこの利子
　　　令和２年度以降の支出予定額　　１，３８９，７４２千円及びこの利子

― 53 ―



款　　項　　目 事　　　業　　　名
財 源 内 訳
（千円）

事 業 費
（千円）

○ 看護職員確保対策事業 179,201 特定財源　 4,920

一般財源　 174,281

・ 院内保育施設運営費補助金 15,392 一般財源　 15,392

・ 看護師等修学資金貸付事業 26,820 諸収入 4,920

一般財源　 21,900

・ 相模原看護専門学校運営費 125,000 一般財源　 125,000

補助金

・ 潜在看護師確保事業 700 一般財源 700

○ 総合診療医確保対策事業 104,201 一般財源　 104,201

・ 地域医療医師修学資金貸付 72,201 一般財源 72,201

事業

・ 32,000 一般財源 32,000地域医療寄附講座開設事業
（債務負担行為）

（保健衛生総
務費）

○ 市民健康づくり運動推進事業 7,147 特定財源 250

一般財源　 6,897

・ 市民健康づくり運動推進経費 5,220 一般財源　 5,220

・ 楽しむ健康づくり推進事業 1,927 県支出金 250

一般財源　 1,677

○ 健康づくり対策事業 8,818 特定財源 156

一般財源　 8,662

・ 健康づくり施策推進事業 8,505 一般財源　 8,505

○ 口腔衛生事業費 5,352 国庫支出金 11

一般財源　 5,341

（債務負担行為）
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予算書
ページ

説 明

１７３

　看護師等の定着・確保を図るため、病院に勤務する看護師等の乳幼児を保育する院内保育施設設
置者に対し助成する。

　将来市内で看護師等の業務に従事する人材を的確に育成・確保するため、看護師等養成施設に在
学する者に修学資金の貸付けを行う。
　　貸付額
　　　保健師、助産師、看護師の養成課程在籍者　　月額　２０，０００円
　　　准看護師の養成課程在籍者　　　　　　　　　月額　１５，０００円

　総合的な診療能力を有する医師の育成・確保を図り、医師不足や超高齢社会等に対応した地域医
療体制の基盤づくりを進めるため、市内唯一の医師育成機関である北里大学の医学部生に対し、修
学資金の貸付けを行う。
　　貸付人数　　新規２名、継続９名

　看護師等の養成・確保を図るため、相模原看護専門学校の運営に対し助成する。

　看護師等の確保を図るため、市病院協会が実施する潜在看護師確保事業（復職支援事業）に対し
助成する。

　地域医療の向上を図るため、寄附講座「地域総合医療学」を北里大学医学部に開設し、総合診療
医の育成及び地域医療に関する研究等の支援を行う。

１７５

　ライフステージに応じた歯科保健の推進及び国において提唱・推進されている「８０２０運動」
の本市においての具体化を図るため、歯と口腔の健康づくり推進計画の進行管理とともに、歯科保
健事業等を実施し、市歯科医師会事業へ助成する。

　市民一人ひとりが健康づくりに取り組めるような活動を地域に広げていくため、健康づくり普及
員を養成・育成し、地域に合わせた健康づくり活動を展開することを支援する。

　市民が身近な場所で楽しく取り組める健康づくり事業を、市民主体のボランティア組織である
「さがみはら市民健康づくり会議」等と連携して実施する。

　健康づくりへの意識の醸成・高揚や、健康づくり活動の習慣化を図るため、「健活！さがみは
ら」をキャッチフレーズとした健康づくり活動を推進する。また、その一環としてウォーキングな
どの健康づくりの取組を行う「健活！チャレンジ」等を通じて、健康寿命の延伸や市民の健康づく
りを支援する。

医 育成及 域医療 関す 研究等 支援 行う。
　　債務負担行為の設定期間　平成３０～令和３年度
　　限度額　　１２８，０００千円
　　　令和元年度までの支出見込額　　　６４，０００千円
　　　令和２年度以降の支出予定額　　　６４，０００千円
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
財 源 内 訳
（千円）

事 業 費
（千円）

○ 栄養改善事業費 1,742 国庫支出金 65

諸収入 48

一般財源　 1,629

○ 医事・薬事等指導費 951 一般財源　 951

10 ○ 健康教育事業 650 国庫支出金 59

一般財源 591

○ 運動習慣支援事業 3,439 国庫支出金 333

一般財源 3,106

○ 成人健康診査事業 1,858,534 特定財源 28,594

一般財源　  1,829,940

・ がん施設検診事業 1,705,200 国庫支出金 9,719

一般財源 1,695,481

（保健衛生総
務費）

成人保健費

・ がん集団検診事業 47,544 国庫支出金 50

一般財源　 47,494

・ 成人歯科健康診査事業 21,708 国庫支出金 494

一般財源 21,214

・ 生活保護受給者等健康診査 13,854 国庫支出金 2,535

事業 一般財源 11,319

○ 生活習慣病対策事業 3,740 国庫支出金 397

一般財源 3,343

○ 後期高齢者保健事業 377,507 諸収入 263,929

一般財源　 113,578
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予算書
ページ

説 明

１７５

　地域医療の向上及び医薬品等の品質・安全性の確保を図るため、病院、診療所、薬局等の許認可
等及び立入検査・指導を行う。
　医療安全相談窓口を設置し、市内の医療機関に対する患者や家族等への相談支援を行う。
　広域化、低年齢化傾向にある薬物乱用問題に対処するため、地域における薬物乱用防止体制の連
携強化及び啓発活動を実施する。

　地域での栄養改善活動を推進するため、食生活を中心とした健康づくり活動を行う食生活改善推
進員を養成・育成し、その活動を支援する。
　食環境の整備を図るため、栄養表示の推進や給食施設に対する巡回指導、講習会を実施する。

　生活習慣病の予防など健康に関する事項について正しい知識の普及を図り、自己の健康の保持増
進に資することを目的として、生活習慣病予防教室など各種健康教育事業を実施する。

　がん施設検診事業を市内協力医療機関で実施する｡

　　検診項目　胃がん
　　　　　　　子宮がん
　　　　　　　乳がん

　運動習慣のない市民が、運動習慣を定着させるための方法を身につけ、健康増進及び生活習慣病
予防を図ることを目的として、運動教室を実施する。

　　対象　　　市内在住の４０歳以上の人

　生活保護受給者等に対する健康診査事業を市内協力医療機関で実施する。

　　対象　　　市内在住の４０歳以上の生活保護受給者等

　　対象　　　市内在住の４０～８０歳の人

　口腔がんの早期発見を目的に年２日の検診を相模原口腔保健センターで実施する。

　改正健康増進法の段階的な施行に向け、市民や各種施設管理者等に対して、受動喫煙による健康
への影響や受動喫煙防止対策等について更なる周知啓発等を実施する。

　後期高齢者の健康増進を図るため、市内協力医療機関において、健康診査を実施する。
　　受診者数　　２５，７００人

　　　　　　　肺がん
　　　　　　　大腸がん
　　　　　　　前立腺がん

　　対象者　　市内在住の４０歳以上の人（子宮がんは２０歳以上の女性、乳がんは３０歳以上
　　　　　　の女性、前立腺がんは５５・６０・６５歳の男性）

　生活習慣病対策として、正しい知識の普及や自己の心身及び生活習慣について振り返る機会を提
供し、自己の健康管理意識の向上を図り、生活習慣病の発生を抑制する。

　がん集団検診事業を市内公共施設で検診車等により実施する｡

　成人歯科健康診査を市内協力医療機関で実施する。
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
財 源 内 訳
（千円）

事 業 費
（千円）

15 ○ 妊婦健康診査事業 367,548 一般財源　 367,548

産前・産後支援事業 22,531 国庫支出金 10,471

一般財源　 12,060

○ 乳幼児健康診査事業 192,891 一般財源　 192,891

・４か月児健康診査事業 8,631 一般財源 8,631

・８か月児健康診査事業 44,516 一般財源 44,516

・１歳児健康診査事業 44,729 一般財源 44,729

・１歳６か月児健康診査事業 55,965 一般財源 55,965

11,507 一般財源 11,507

・３歳６か月児健康診査事業 15,844 一般財源 15,844

・新生児聴覚検査事業 11,000 一般財源 11,000

○ こんにちは赤ちゃん事業 390 国庫支出金 130

・２歳６か月児歯科健康診査
　事業

母子保健費

○ こんにちは赤ちゃん事業 390 国庫支出金 130

県支出金 130

一般財源 130

○ 特定不妊治療費助成事業 137,987 国庫支出金 68,993

一般財源  68,994

○ 未熟児養育事業 55,075 国庫支出金 21,862

県支出金　 10,931

諸収入　    11,275

一般財源  11,007

○ 自立支援医療給付（育成医療） 6,033 国庫支出金　 3,000

県支出金　 1,500

一般財源　 1,533

○ 小児慢性特定疾病医療事業 117,482 国庫支出金　 58,740

一般財源　 58,742

20 ○ 結核対策事業 31,381 国庫支出金 16,212

諸収入 18

一般財源　 15,151

○ 感染症予防対策事業 119,378 国庫支出金　 1,432

一般財源　 117,946

保健予防費
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予算書
ページ

説 明

１７７

　産前・産後の支援を拡充し、より子どもを産み育てやすい切れ目のない支援の環境整備を進める
ため、産婦健康診査事業、産後ケア事業及び産前・産後サポート事業を実施する。

　医科は生後１歳６か月になった日から１歳８か月になる前日までの幼児を対象に協力医療機関
で、歯科は生後１歳６か月になった日から２歳になる前日までの幼児を対象に市内７会場で実施す
る。

生後４か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、育児不安や悩みを把握し、助言及び子育て

　妊婦と胎児の健康管理及び経済的負担を軽減するため、医療機関等で実施した妊婦健康診査費に
対して、１６回分、計９０，０００円を限度として費用の一部を助成する。

　生後１歳になった日から１歳２か月になる前日までの幼児を対象に、協力医療機関で実施する。

　生後２歳６か月になる幼児を対象に、市内７会場で実施する。

　生後３歳６か月になる幼児を対象に、市内７会場で実施する。

　新生児等を対象に、協力医療機関等で実施する。

　生後４か月になる乳児を対象に、市内７会場で実施する。

　生後７か月になった日から９か月になる前日までの乳児を対象に、協力医療機関で実施する。

　慢性疾病のうち特定の疾病にかかっている児童に対し、健全な育成に必要な医療費の給付を行
う。

　感染症法に基づき、健康診断等を実施し患者の早期発見・発症予防に努めるとともに、発見され
た患者については、早期治癒に向け訪問指導・服薬支援等を行う。
  また、結核医療に要した医療費に対して公費負担を行う。

　生後４か月までの乳児がいるす ての家庭を訪問し、育児不安や悩みを把握し、助言及び子育て
支援に関する情報を提供する。

　感染症法に基づき、患者発生時対応や予防に関する啓発等を行う。また、新型インフルエンザ等
対策特別措置法に基づき、必要物品の備蓄や発生時対応訓練等を行う。
　感染症の医療提供体制を整備するため、新型インフルエンザ等感染症患者の入院受入を担当する
感染症指定医療機関の指定要件となる感染症病床の施設・設備整備費を補助する。

　養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療費
の給付を行う。

　不妊治療の経済的負担を軽減するため、配偶者間の特定不妊治療に要する費用の一部を助成す
る。

　生まれつき又は病気などで身体に障害のある児童に対し、生活能力を得るために必要な医療費の
給付を行う。
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
財 源 内 訳
（千円）

事 業 費
（千円）

○ 性感染症対策事業 6,134 国庫支出金 3,067

一般財源　 3,067

○ 予防接種事業 1,924,059 8,612

国庫支出金 65,010

県支出金　 2,752
一般財源　 1,847,685

○ 難病対策事業 1,068,514 国庫支出金 511,988

一般財源　 556,526

25 ○ 精神保健相談指導等事業 21,500 特定財源 8,365

一般財源 13,135

・ 精神保健相談・訪問指導事業 6,498 112

国庫支出金 1,282

県支出金 77

諸収入 39

一般財源 4,988

精神保健福祉
費

分担金及び
負担金

使用料及び
手数料

（保健予防
費）

・ 精神保健普及啓発・地域支援 1,122 国庫支出金 135

事業 県支出金 67

一般財源　 920

・ 精神障害者社会参加促進事業 1,478 国庫支出金 213
県支出金 106

一般財源　 1,159

・ ひきこもり地域支援センター 1,065 国庫支出金 533

事業 一般財源 532

・ 自殺総合対策事業 11,034 国庫支出金 517

県支出金 5,118

一般財源　 5,399
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予算書
ページ

説 明

１７７

１７９

　患者の経済的負担や日常生活上の不安を軽減し、療養生活の質の維持向上を図るため、指定難病
に認定された人に対し特定医療費を支給するほか、患者が住み慣れた地域で安心して生活できるよ
う、相談支援や介護家族の休養を支援する事業などを実施する。

　エイズに関する正しい知識の普及・啓発を行うとともに、性感染症の予防及びまん延防止を図る
ため、ＨＩＶ、クラミジア感染症、梅毒の無料匿名検査・相談を行う。

　感染症の発生及びまん延を予防するため、乳幼児の定期予防接種、高齢者のインフルエンザ及び
肺炎球菌感染症定期予防接種、風しんの追加的対策にかかる風しん抗体検査並びに定期予防接種を
協力医療機関で実施する。
　令和２年１０月から乳児を対象としたロタウイルスワクチンの定期予防接種を実施する。

　精神科専門医、福祉職、保健師による精神科医療・精神保健福祉に関する相談・指導を行うとと
もに、専門的立場から次の事業を実施する。
　　こころの電話相談
　　専門相談（アルコール・薬物・ギャンブル依存・思春期等）
　　措置入院者等の退院後支援

　精神障害者の社会参加に必要となる疾病や障害に関する理解の促進、社会資源の情報提供等の充
実を図るとともに、関係機関等との連携による啓発事業を実施し、精神障害者の自立と社会参加の
促進を図る。
　　エンパワメント講演会（さがみはらバリアフリーフェスティバル）等の開催

　ひきこもり対策を推進するため、「市ひきこもり支援ステーション」を運営し、関係機関との連
携により、ひきこもりの状態にある本人の自立を促し、本人及び家族等の福祉の増進を図る。
　　電話相談、来所相談及び訪問相談による支援
　　家族教室の実施　など

　こころの健康保持及び精神障害者の福祉の増進を図るため、精神保健に関する普及啓発を実施す
るとともに、人材育成や相談支援体制の強化を図るため、教育研修や技術援助・技術指導を実施す
る。
　　メンタルヘルス市民講座、精神医学基礎研修等の開催

　市自殺対策基本条例、第２次市自殺総合対策の推進のための行動計画等に基づき、普及啓発や相
談・支援など総合的な自殺対策を実施する。
　　自殺対策街頭キャンペーンの実施
　　市自殺対策協議会の開催
　　ゲートキーパー研修会の実施　など
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
財 源 内 訳
（千円）

事 業 費
（千円）

○ 精神障害者医療援護事業 1,754,422 特定財源 846,786

一般財源 907,636

・ 精神障害者入院措置事業 36,820 国庫支出金 27,600

一般財源 9,220

・ 精神科救急医療受入体制等 62,658 国庫支出金 8,540

整備事業 一般財源 54,118

・ 精神科病院入院援護事業 5,125 一般財源　 5,125

・ 自立支援医療給付（精神 1,639,417 国庫支出金 810,000

通院医療） 一般財源 829,417

○ 25,000 一般財源　 25,000

30 ○ 食の安全・安心確保対策事業 4,880 一般財源 4,880

（精神保健福
祉費）

生活衛生費

地域児童精神科医療寄附講座
開設事業（債務負担行為）

30 ○ 食の安全 安心確保対策事業 4,880 般財源　 4,880

○ 環境衛生事業 432 一般財源　 432

○ 動物愛護事業 48,732 一般財源　 48,732

35 ○ 衛生検査研究費 83,606 国庫支出金 3,235

一般財源 80,371

40 斎場費 ○ （仮称）新斎場整備事業 43,258 一般財源 43,258

衛生研究所費

生活衛生費
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予算書
ページ

説 明

１７９

　緊急に医療が必要な精神疾患患者に対し、医療及び保護を迅速かつ的確に行うため、県、横浜
市、川崎市及び本市で共同運営する精神科救急医療体制により、受入医療機関を確保する。

　精神科病院へ入院している者に援護金を支給する。
　　月額　　　 　 １０，０００円

　精神障害のために自傷他害のおそれがあり、精神保健指定医の診察により措置入院となった精神
障害者に対し、必要な入院費用を負担する。

　地域医療の向上を図るため、寄附講座「地域児童精神科医療学」を北里大学医学部が開設し、児
童精神科医師の養成・確保及び児童精神科医療分野の研究等を行う。
　　債務負担行為の設定期間　平成３０～令和４年度
　　限度額　　１２５，０００千円
　　　令和元年度までの支出見込額　　５０，０００千円
　　　令和２年度以降の支出予定額　　７５，０００千円

食品衛生法等に基づき、飲食店等の食品等営業施設の許可等を行うとともに、施設の監視指導を

　通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に必要な医療費を給付
する。
　　受給者数　  　１２，７３０人（令和元年１２月３１日現在）

１８１

　理容所や美容所、公衆浴場などの環境衛生関係営業施設等の許可・確認を行うとともに、施設の
監視指導を実施する。

　増加する火葬需要に対応するため、（仮称）新斎場の整備に向け、施設規模や機能、最終候補地
青山の地形等を踏まえた安全対策の検討など、施設整備に係る基本計画を作成する。

　食品衛生法等に基づき、飲食店等の食品等営業施設の許可等を行うとともに、施設の監視指導を
実施する。また、食品等による健康被害の発生防止を図るため、食品の抜き取り検査などを実施す
るとともに、食中毒予防等に関する講習会の開催及び啓発活動を行う。

　犬の登録・狂犬病予防注射済票の交付及び狂犬病予防定期集合注射、放浪犬の捕獲及び抑留、飼
えなくなった犬・猫の引取り、第一種動物取扱業の登録、動物愛護の普及啓発などを実施する。

　食品・飲料水の基準適合確認に関する検査、ＨＩＶ・結核・感染症発生動向調査等に係る検査、
食中毒・集団感染症発生時の原因追及検査、工場排水・浴槽水の環境検査等及び衛生に関する調査
研究等を実施する。
　感染症情報センターによる感染症情報提供等を実施する。
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
財 源 内 訳
（千円）

事 業 費
（千円）

10

5 清掃総務費 ○ 循環型社会普及事業 30,198 特定財源 705

一般財源 29,493

・ 美化推進費 3,595 一般財源 3,595

・ 美化運動推進事業補助金 1,000 一般財源 1,000

・ 循環型社会普及啓発事業 8,808 諸収入 5

一般財源 8,803

・ 生ごみ処理容器助成事業 2,780 一般財源 2,780

・ リサイクルスクエア運営事業 14,015 財産収入 700

一般財源 13,315

清掃費

般財源 13,315

○ 資源回収事業 2,136,092 特定財源 355,080

一般財源 1,781,012

・ 集団資源回収事業 33,119 一般財源 33,119

・ 資源分別回収事業 1,164,914 諸収入 7,871

一般財源 1,157,043

・ 617,338 諸収入 293,611

一般財源 323,727

・ ペットボトル等分別回収事業 320,721 諸収入 53,598

（債務負担行為） 一般財源 267,123

○ 剪定枝資源化事業 3,411 一般財源 3,411

資源分別回収事業（債務負担
行為）

― 64 ―



予算書
ページ

説 明

１８３

　「市ごみの散乱防止によるきれいなまちづくりの推進に関する条例」の円滑な推進を図るため、
５月３０日の「きれいなまちづくりの日」に啓発キャンペーンを実施するとともに、市民地域清掃
や街美化アダプト制度の活用、美化推進功労者の表彰等により、美化活動を推進する。

　循環型社会の形成に向け、４Ｒ推進の市民意識の醸成や食品ロス対策など、ごみの減量化・資源
化を推進する。
　　リサイクルフェアの開催
    各種啓発冊子等の発行
　　分別・資源化の普及キャラクターを活用した啓発活動
    キャラクター関連グッズ（ＬＩＮＥスタンプ）販売
　　生ごみ４Ｒ推進事業の実施
　　　家庭の生ごみの４Ｒに取り組む市民団体等への助成及び市民アドバイザーによる支援

　美しくきれいなまちづくりを推進するため、市民参加による美化活動と美化思想の啓発事業を展
開する市美化運動推進協議会に対し助成する。

　生ごみの減量化・資源化を推進するため、生ごみ処理容器の購入に対し助成する。

　家庭から排出された資源の再使用等を促進し、ごみの減量化・資源化に係る市民意識の向上を図
るため、橋本台及び麻溝台リサイクルスクエアにて各種事業を実施する。

　地域における各種団体の自主的な資源回収を促進し、ごみの減量化・資源化を推進するため、集
団資源回収を奨励、支援する。

　びん類、かん類、金物類、紙類、布類、ペットボトル、プラ製容器包装等の分別回収を委託す
る。
  有用金属のリサイクルを行うため、使用済小型家電リサイクル事業を実施する。
　資源持ち去り行為対策を実施する。

　公共施設（公園、緑地、道路、学校、下水道施設等を除く。）から排出される剪定枝の資源化事
業を実施する。

　びん類、かん類、金物類、紙類、布類等の中間処理業務を委託する。
　　債務負担行為の設定期間　　平成２８～令和６年度
　　限度額　　　６，０７８，０６４千円
　　　令和元年度までの支出見込額　　　　　１，６７１，２９８千円
　　　令和２年度以降の支出予定額　　　　　４，４０６，７６６千円

　ペットボトル、プラ製容器包装の中間処理業務を委託する。
　　債務負担行為の設定期間　　平成２４～令和３年度
　　限度額　　　２，６６９，０５３千円
　　　令和元年度までの支出見込額　　　　　１，８８１，４３４千円
　　　令和２年度以降の支出予定額　　　　　　　７８７，６１９千円

、橋本台及 麻溝台 各種事業 実 す 。
　　４Ｒ推進に関する講座の開催
　　ごみの減量等に係る情報提供
　　再使用可能な家具の展示・譲渡　など
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
財 源 内 訳
（千円）

事 業 費
（千円）

10 ○ 不法投棄対策事業 13,037 諸収入 3,318

一般財源 9,719

○ ごみ収集車両購入費 20,292 一般財源 20,292

○ ごみ収集業務経費 540,211 一般財源 540,211

15 し尿処理費 ○ し尿収集車両購入費 10,771 一般財源 10,771

○ 浄化槽清掃助成事業 96,179 一般財源 96,179

○ 旧東清掃事業所解体事業 7,187 一般財源 7,187

20 ○ 北清掃工場基幹的設備等改良 2,792,858 国庫支出金 409,993

塵芥処理費

塵芥処理施設20 ○ 北清掃工場基幹的設備等改良 2,792,858 国庫支出金 409,993

事業（継続費） 市債 1,888,600

一般財源 494,265

○ 一般廃棄物最終処分場整備事業 18,634 一般財源 18,634

次期一般廃棄物最終処分場 11,000 一般財源 11,000

整備事業

・ 一般廃棄物最終処分場第２期 7,634 一般財源 7,634

整備地嵩上事業

塵芥処理施設
建設費
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予算書
ページ

説 明

１８５　パトロールや監視カメラによる不法投棄の未然防止対策を実施する。また、自主的に不法投棄防
止活動を実施する市民団体と締結したパートナーシップ協定により、市民との協働による不法投棄
防止対策を行う。

　津久井地域における浄化槽清掃料金に関して、旧市の区域との市民負担等の均衡を図るととも
に、浄化槽の適正管理を促進するため、浄化槽清掃補助金を交付する。

　し尿収集車両を更新する。
　　４ｔし尿収集車　　１台

　旧市の区域の一部と津久井地域の一般ごみ収集運搬業務及び旧市の区域の駅前地区における一般
ごみ夜間収集運搬業務を委託する。

　平成２７年度に閉鎖した旧東清掃事業所の解体に向けて、建材アスベスト含有量調査業務を委託
する。

北清掃工場の長寿命化を図るため、基幹的設備等の改良工事を実施する。

　ごみ収集車両を更新する。
　　２ｔダンプ車　　２台
　　軽ダンプ車　　　２台

　北清掃工場の長寿命化を図るため、基幹的設備等の改良工事を実施する。
　　平成２９～令和２年度継続事業
　　総事業費　  　７，０４９，０８９千円

　次期一般廃棄物最終処分場の整備に向けて、基本構想の策定等を進める。

　現在供用中の一般廃棄物最終処分場第２期整備地について、貯留構造物の整備に当たり、周辺の
生態系への影響を調査する。
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
財 源 内 訳
（千円）

事 業 費
（千円）

15

5 ○ 地球温暖化対策推進事業 66,919 特定財源 66,402

一般財源 517

・ 地球温暖化対策普及啓発事業 6,028 繰入金 2,500
諸収入 3,402
一般財源 126

・ 地球温暖化対策地域協議会 4,100 繰入金 4,100

補助金

○ 再生可能エネルギー利用設備等 22,000 繰入金 22,000

設置促進事業

○ 次世代クリーンエネルギー自動 6,599 特定財源 6,599

車等普及促進事業

・ 4,200 繰入金 4,200

環境保全費

環境保全費

次世代クリーンエネルギー
自動車等購入奨励事業

○ 中小規模事業者省エネルギー 14,052 繰入金 14,052

対策等推進事業

○ 環境保全啓発費 2,960 財産収入 50

繰入金 843

諸収入 70

一般財源 1,997

○ 環境監視測定費 49,366 一般財源 49,366

○ 常時監視測定局管理運営費 27,066 一般財源 27,066

○ 合併処理浄化槽設置補助事業 12,836 国庫支出金 1,908

県支出金 7,987

一般財源 2,941
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予算書
ページ

説 明

１８７

　市民、事業者、行政等の連携・協力による地球温暖化対策の推進を図るため、「さがみはら地球
温暖化対策協議会」の活動を支援する。

　再生可能エネルギー利用設備及び省エネルギー設備等の住宅用スマートエネルギー設備を導入し
た者へ奨励金を交付する。
　　太陽光発電設備等　　　　　　　７２０件
　　太陽熱利用設備　　　　　　　　　２０件

　電気自動車及び燃料電池自動車を購入した者へ奨励金を交付する。
　　電気自動車  　　　　　　　　　　９０台
　　燃料電池自動車　　　　　　　　　　５台

　地域特性を踏まえた地球温暖化対策のための国民運動「ＣＯＯＬ　ＣＨＯＩＣＥ」（賢い選択）
の普及啓発活動等を実施する。

　河川等の水質汚濁を防止し、市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資するため、単独処理
浄化槽及びくみ取便所から合併処理浄化槽へ転換する者に対し、補助金を交付する。
　　合併処理浄化槽 　 １５基

　中小規模事業者の地球温暖化対策を促進するため、助言・指導を行う専門家を派遣するととも
に、省エネルギー設備等の導入に要する経費を助成する。
　　省エネアドバイザー派遣事業
　　中小規模事業者省エネルギー設備等導入支援補助金

　市民の生活環境を保全するため、工場及び事業場の排煙・排水等の規制及び指導を行うととも
に、大気、河川水、地下水等の測定・調査を行う。

　大気汚染の状況を監視するため、常時監視測定局の管理運営を行う。

　　一般環境大気測定局　５局　　自動車排出ガス測定局　２局

　体験型の環境教育事業の実施、産学官民の協働による「さがみはら環境まつり」の開催等、環境
保全に関する取組の普及啓発及び意欲の増進のための事業を実施する。
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款　　項　　目

25

5

5 ○雇用対策事業 55,971 特定財源 1,500

一般財源 54,471

・ 33,948 国庫支出金 1,500

一般財源 32,448

○勤労者福祉事業 375,651 特定財源 361,000

一般財源 14,651

・ 792 一般財源 792

労働費

事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

事　　　業　　　名

労働諸費

労働諸費

無料職業紹介事業

仕事と家庭両立支援事業
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１８７

１８９

予算書
ページ

説 明

　市就職支援センターにおいて、キャリアカウンセリング・職業紹介、求職者支援講座等を行い、
就職が困難な方々の就労を支援するとともに、市総合就職支援センターの管理運営を行う。

　働きながら子育てや介護がしやすい職場環境づくりを促進するため、家庭にやさしい取組をして
いる市内企業を表彰するとともに、その取組事例を紹介する。
　また、仕事と家庭の両立及び女性の活躍を推進するため、各種セミナー等を行う。
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款　　項　　目

30

5 農業費

10 農業総務費 ○ （仮称）新・都市農業振興指針 5,853 一般財源 5,853

策定事業

15 ○ 認定農業者育成事業 31,768 一般財源 31,768

○ 農産物振興対策事業 6,330 一般財源 6,330

○ 営農対策事業 44,914 特定財源 17,571

一般財源 27,343

・ 有害鳥獣駆除等対策事業 43,870 県支出金 17,571

一般財源 26,299

農業振興費

事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

農林水産業費

○ 農業後継者・担い手確保対策 19,760 県支出金 18,765

事業 一般財源 995

○ 地場農産物ブランド化促進事業 2,000 一般財源 2,000

○ 農産物流通対策事業 540 一般財源 540

20 ○ 畜産振興対策事業 40,322 一般財源 40,322

25 ○ 農道等維持補修費 21,800 使用料及び 230

手数料

県支出金 3,500

一般財源 18,070

○ 農道等整備事業 20,193 県支出金 10,000

一般財源 10,193

畜産業費

農地費
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１９１

　「市農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」に基づき、本市農業の中心的役割を担ってい
く認定農業者の育成に対し助成する。

　野菜、果樹等の農産物の生産性向上、経営安定、市内消費の拡大等を図るため、農業用資材・薬
剤の購入等に対し助成する。

予算書
ページ

説 明

　都市農業の多様な機能を最大限に発揮するため、都市農業振興基本法地方計画を策定する。
　　（仮称）都市農業振興協議会の運営
　　策定事務作業等業務委託

　農作物等を有害鳥獣による被害から守るため、「市鳥獣被害防止計画」に基づく事業を実施する
とともに、市有害鳥獣対策協議会等への支援や、農業者が農地に防護柵を設置する費用に対し助成
する。

１９３

　営農環境の向上を図るため、農道及び用水路の整備を行う。
　　２箇所　（内訳　工事箇所表１０ページ）

　農道及び用水路等の農業用施設の維持補修を行う。
　　　農業用施設修繕・維持補修工事
　　　諏訪森下橋橋りょう点検業務委託

　持続可能な力強い農業の確立に向け、農業後継者や新規就農者等、次代の農業を担う農業者を確
保・育成するための各種事業を実施・支援する。

　市内農産物のブランド化及び６次産業化を推進する事業を委託し、農産物の生産振興・消費拡大
を推進しているさがみはら農産物ブランド協議会に対し負担金を支払う。

  市内２市場への農産物の出荷奨励により市内流通を促進し、生鮮野菜の安定供給を図るために助
成する。

　市内畜産業の振興を図るため、市畜産振興協会が実施する家畜防疫対策事業や畜産環境衛生事業
等に対し助成する。
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

10 林業費

5 ○ 水源の森林づくり事業 39,868 県支出金 35,871

一般財源 3,997

○ さがみはら森林ビジョン推進 15,690 一般財源 15,690

事業

○ 市有林施業管理事業 34,233 県支出金 13,922

一般財源 20,311

林業総務費
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予算書
ページ

説 明

１９３　水源の森林エリアの私有林を健全で活力のある状態に保ち、水源かん養など森林の持つ公益的機
能を高めるため、森林所有者に対し、森林整備に要する経費を助成する。

　水源保全地域内の市有林を保全するための森林整備や計画的な造林事業を行う。
　　市有林整備業務委託

　「さがみはら森林ビジョン後期実施計画」を推進し、さがみはら津久井産材の利用拡大や林業の
振興に向けた担い手の確保・人材の育成につながる支援、「（仮称）相模原市市民の森」の整備に
向けた取組等を行う。
　　さがみはら津久井産材利用促進等事業補助金
　　人材育成等事業補助金
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款　　項　　目

35

5 商工費

10 商工振興費 ○ 中心市街地活性化事業 6,059 繰入金 1,485

諸収入 422

一般財源 4,152

○ 商店街振興支援事業 33,067 一般財源 33,067

・ 商店街環境整備事業補助金 25,429 一般財源 25,429

・ 商店街にぎわいづくり支援 6,438 一般財源 6,438

事業補助金

・ アドバイザー派遣事業 1,200 一般財源 1,200

○ 新事業創出促進事業 14,105 特定財源 250

一般財源 13,855

・ チャレンジショップ支援事業 1,138 一般財源 1,138

・ 広域連携支援事業 5,950 一般財源 5,950

財 源 内 訳
（千円）

事 業 費
（千円）

商工費

事　　　業　　　名
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１９５

１９７

予算書
ページ

説 明

　中心市街地の活性化を図るため、橋本駅、相模原駅及び相模大野駅周辺地区の環境を整備する。

　商店街の環境整備を図るため、商店街団体が行う共同駐車場や街路灯の維持管理事業等に対して
助成する。
　　商店街共同駐車場整備維持事業補助金
　　　補助率　　　年間賃借料の４０％以内
　　　補助団体　　　２団体（３駐車場）
　　商店街街路灯電気料補助金
　　　補助率　　　年間電気料の７０％以内（高効率ランプ以外）
　　　　　　　　　　　　　　　９０％以内（高効率ランプ）
　　　補助団体　　３６団体

　商店街の活性化を図るため、商店街団体等が実施する情報発信事業やイベント事業等に対して助
成する。
　　商店街情報発信事業補助金
　　　補助率　　　事業費の４０％以内
　　　補助団体　　　５団体
　　商店街イベント事業補助金
　　　補助率　　　事業費に応じて定額補助
　　　補助団体　  ２６団体

　女性の起業を促進するため、女性の起業希望者を対象に、起業に関する知識・ノウハウの習得等
の機会を提供する。

　商店街の活性化を図るため、商店街団体等へ専門的な知識を有するアドバイザーを派遣し、必要
な指導・助言を行う。

　首都圏南西地域産業活性化フォーラムの開催などにより、自治体の枠を超えた広域的なエリアを
対象とした産学官金のネットワークの構築を図るとともに、産学・産産連携のための支援等を行
う。
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款　　項　　目
財 源 内 訳
（千円）

事 業 費
（千円）

事　　　業　　　名

○ 工業集積促進事業 912,687 特定財源 795,072

一般財源 117,615

・ 企業誘致等推進事業 912,087 繰入金 400,000

諸収入 394,472

一般財源 117,615

○ 中小企業経営安定対策事業 869,779 諸収入 824,000

一般財源 45,779

○ 中小企業景気対策事業 8,326,118 諸収入 7,841,000

一般財源 485,118

○ 中小企業経営革新支援事業 180,226 特定財源 77,894

一般財源 102,332

・ 中小企業研究開発支援事業 146,984 国庫支出金 67,000

繰入金 894

一般財源 79,090

（商工振興
費）
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１９７

  本市の産業集積基盤の強化及び持続可能な都市経営に資するため、本市経済を牽引する「リー
ディング産業」及び本社機能の立地等に対して奨励金を交付するなど、多彩な支援メニューにより
戦略的な企業誘致を推進する。

　事業の拡充等に伴う中小企業の資金需要に対処するため、融資制度に基づき、金融機関への預託
のほか、支払利子と信用保証料の一部を助成する。
　　中小企業振興資金、小企業小口資金、環境整備支援資金、体質強化支援資金、地球温暖化防止
　支援資金、創業支援資金

　業況の変化に伴う中小企業の資金需要に対処するため、融資制度に基づき、金融機関への預託の
ほか、支払利子と信用保証料の一部を助成する。
　　景気対策特別資金、景気対策特別小口資金、経営安定支援資金、小企業特別資金、資金繰り円
　滑化借換資金、令和元年台風第１５号・第１９号特別支援資金
　商工会議所又は商工会の指導を受けて利用する小規模事業者経営改善資金の利用者に対し、支払
利子の一部を助成する。

　中小企業研究開発補助事業
　　中小企業の技術力強化や新分野進出を促進するため、新製品・新技術に関する研究開発の経費
　の一部を助成する。

　ロボット産業活性化事業
　　市内ロボット産業の活性化のため、市内の製造業、支援機関、大学等からなるさがみはらロボ
　ットビジネス協議会を活動母体に、市内企業のロボット技術の高度化や販路開拓等を支援する。

　産業用ロボット導入支援事業
　　人口減少社会における労働力不足や技術者の高齢化に対応し、地域企業の従業員の負担軽減や
　生産プロセスの高度化による生産性の向上、安定した品質の確保を実現するため、産業用ロボッ
　トの導入を支援する。

  ロボット人材育成ＯＪＴ事業
　　ロボットの導入を通して、産業用ロボット導入支援を行う専門人材を育成する。

　産学官連携ロボット人材確保事業
　　学生等を対象としたロボットシステムインテグレータ企業の訪問ツアーなどにより、求職者と
　市内ロボット関連企業とのマッチングを支援する。

　ロボット利活用まちづくり推進事業
　　ＡＩ、ＩｏＴ等を含めたロボットの利活用に関わる調査、研究及び普及活動を実施する。

　ロボットビジネス関連企業等誘致事業
　　ロボットビジネス関連企業等の集積を図るため、さがみはら産業創造センターに入居する際の
　賃料の一部を助成する。

　ロボット制御・ＡＩ等共同研究開発事業
　　市内中小企業及び大学等の連携により構成されるコンソーシアム（共同研究体）を形成し、ロ
　ボット技術の実用化開発に必要な試作等を実施する。
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款　　項　　目
財 源 内 訳
（千円）

事 業 費
（千円）

事　　　業　　　名

・ 中小企業技術者育成支援事業 1,019 一般財源 1,019

・ ものづくり企業総合支援事業 32,223 国庫支出金 10,000

一般財源 22,223

○ 相模原市産業振興財団補助金 75,580 一般財源 75,580

15 ○ 潤水都市さがみはらフェスタ 20,206 一般財源 20,206

開催経費

○ さがみはらスイーツフェス 3,000 一般財源 3,000

ティバル開催経費

○ 市民まつり開催経費 21,816 一般財源 21,816

○ 観光宣伝事業費 17,914 一般財源 17,914

○ 観光事業補助金 24,402 一般財源 24,402

○ 地域活性化イベント事業補助金 9,614 一般財源 9,614

ふるさと観光
費

（商工振興
費）
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予算書
ページ

説 明

１９７

　

　
市

　本市の観光を振興し、地域の活性化とシティセールスの推進を図るため、団体が実施する地域活
性化イベントの開催を支援する。

　市内外から多くの来場者を見込み、本市を代表する観光行事の開催を支援する。

　観光事業の充実を図るとともに、観光案内所において本市のＰＲを展開する。
　また、八王子市をはじめとする近隣自治体と連携し、外国人観光客にとって魅力ある観光ルート
の効果的な情報発信、プロモーションに取り組む。

　ふるさとづくりの中心的行事として市民まつりを開催する。
　　相模原市民桜まつり　　　　開催日　令和２年　４月  ４日・５日
　　城山もみじまつり　　　　　開催日　令和２年１０月１８日（予定）
　　津久井やまびこ祭り　　　　開催日　令和２年１０月下旬（予定）
　　相模湖ふれあい広場　　　　開催日　令和２年１０月　４日（予定）
　　藤野ふる里まつり　　　　　開催日　令和２年１０月２５日（予定）

　中小企業（製造業）の技術者育成を図るため、教育訓練等に関する支援を行う。

　ものづくり企業総合支援事業
　　中小企業の経営の安定と成長を図るため、中小企業診断士等のコーディネーターがものづくり
　を中心とした企業を訪問し、事業者が求める経営課題の解決に向けて総合的なサポートを行う。
　
　新・さがみはらグローバル展開事業
　　海外への販路開拓のための国外展示会を活用したビジネスマッチング等、企業のグローバル化
　を支援する。

　地域産業の発展と地域経済の活性化を図るため、（公財）市産業振興財団の運営及び各種産業振
興事業に対し助成する。

  本市の魅力を、スイーツというテーマを通じて市内外に広く発信し、シティセールスの一助とす
るとともに、市内産業の活性化、市への来訪のきっかけづくり、新たな観光資源の開発等を目的と
して、「さがみはらスイーツフェスティバル」を開催する。

　本市のシティセールスを推進する上でのシンボルイベントとして「潤水都市さがみはらフェス
タ」を開催する。
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款　　項　　目
財 源 内 訳
（千円）

事 業 費
（千円）

事　　　業　　　名

○ 観光協会助成事業 65,399 一般財源 65,399

○ 観光人材育成事業 170 一般財源 170

○ 新相模原市観光振興計画推進 8,070 一般財源 8,070

事業

・ 地域別計画推進事業費 8,070 一般財源 8,070

（ふるさと観
光費）
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予算書
ページ

説 明

１９９　（一社）市観光協会をはじめ、観光関係団体の指導育成及びシティセールスの促進を図るため、
その運営及び事業に対し助成する。

　本市の自然環境や歴史・文化、まちづくり活動などを「おもてなしの心」をもって、観光客・来
訪者に伝える観光振興の先導的人材として「市観光マイスター」を認定、育成するとともに、その
活動を支援する。

　地域住民や団体が主体的に取り組む地域別観光振興計画の推進を支援する。
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款　　項　　目

40

5 道路橋りょう費

5 ○　道路境界確定事業 84,111 一般財源 84,111

・ 道路境界確定事業 19,100 一般財源 19,100

（債務負担行為）

10 ○ 道路維持管理経費 3,246,941 特定財源 1,054,905

一般財源 2,192,036

・ 60,000 一般財源 60,000

・ 道路維持管理計画事業 920,674 国庫支出金 324,502

事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

道路維持補修費
（債務負担行為）

土木費

道路橋りょう
総務費

道路維持費

道路維持管理計画事業 920,674 国庫支出金 324,502

市債 438,800

一般財源 157,372

・ 道路維持管理計画事業 303,501 市債 272,400

（債務負担行為） 一般財源 31,101
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２０１

予算書
ページ

説 明

　道路境界協議の申請に基づく道路境界確定について、債務負担行為を設定し、発注・契約を前倒
しして実施する。

　　債務負担行為の設定期間　令和元・２年度

　　限度額　　緑土木事務所分　　４，１００千円　　津久井土木事務所分  ４，０００千円

　　　　　　　中央土木事務所分　５，０００千円　　南土木事務所分　　　６，０００千円  

　舗装打換、側溝敷設工事等について、債務負担行為を設定し、発注・契約を前倒しして実施す
る。

　　債務負担行為の設定期間　令和元・２年度

　　限度額　　緑土木事務所分　　１０，０００千円　　津久井土木事務所分　５，０００千円

　　　　　　　中央土木事務所分　１５，０００千円　　南土木事務所分　　３０，０００千円

「市道路施設長寿命化修繕計画」に基づき、定期点検、修繕工事等を実施する。また、土砂災害

　　〔市道〕　　　　１０箇所　（内訳　工事箇所表２ページ）

　「市道路施設長寿命化修繕計画」に基づく道路修繕工事について、債務負担行為を設定し、発
注・契約を前倒しして実施する。

　　〔国道、県道〕

　　　国道４１３号道路修繕工事

　　　　工事　　　　　Ｌ＝２１０．０ｍ　　Ｗ＝７．０ｍ

　　　債務負担行為の設定期間　令和元・２年度

　　　限度額　　　　　１３，６００千円

　　主な事業           

　 市道路施設長寿命化修繕計画」に基づき、定期点検、修繕工事等を実施する。また、土砂災害
を未然に防止するために、道路災害防除工事等を実施する。

　　〔国道、県道〕　　７箇所　（内訳　工事箇所表２ページ）

　　　県道５０８号道路修繕工事

　　　　工事　　　　　Ｌ＝２２０．０ｍ　　Ｗ＝５．５ｍ

　　　債務負担行為の設定期間　令和元・２年度

　　　限度額　　　　　　９，３１７千円

　　　道路情報提供装置更新工事

　　　　工事　　　　　２箇所

　　　債務負担行為の設定期間　令和元・２年度

　　　限度額　　　　　６０，５００千円
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

（道路維持
費）
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予算書
ページ

説 明

２０１

　　　市道小松若葉台道路修繕工事

　　　　工事　　　　　Ｌ＝１４０．０ｍ　　Ｗ＝６．０ｍ

　　　債務負担行為の設定期間　令和元・２年度

　　　債務負担行為の設定期間　令和元・２年度

　　　　工事　　　　　Ｌ＝１８０．０ｍ　　Ｗ＝４．５ｍ

　　　債務負担行為の設定期間　令和元・２年度

　　　市道鮎釣街道道路修繕工事

　　　限度額　　　　　　７，３９２千円

　　　限度額　　　　　１５，０１５千円

　　　市道風戸橋道路修繕工事

　　　　工事　　　　　Ｌ＝１００．０ｍ　　Ｗ＝６．０ｍ

　　　債務負担行為の設定期間　令和元・２年度

　　　限度額　　　　　　８，９７６千円

　　　限度額　　　　　　４，６２０千円

　　　市道雨降道路修繕工事

　　　　工事　　　　　Ｌ＝３００．０ｍ　　Ｗ＝６．５ｍ

　　　債務負担行為の設定期間　令和元・２年度

　　　市道小松西５号道路修繕工事

　　　　工事　　　　　Ｌ＝１７０．０ｍ　　Ｗ＝６．０ｍ

　　　限度額　　　　　　７，１２８千円

　　〔市道〕

　　　市道麻溝台１００号ほか１道路修繕工事

　　　　工事　　　　　Ｌ＝６７５．０ｍ  　Ｗ＝６．０ｍ

　　　市道キャタピラー三菱外周道路修繕工事

　　　債務負担行為の設定期間　令和元・２年度

　　　　工事　　　　　Ｌ＝２２０．０ｍ　　Ｗ＝３．０ｍ

　　　市道都井沢三工区道路修繕工事

　　　限度額　　　　　　９，９００千円

　　　限度額　　　　　　５，０８２千円

　　　限度額　　　　　１１，０８８千円

　　　限度額　　　　　２３，６８３千円

　　　債務負担行為の設定期間　令和元・２年度

　　　　工事　　　　　Ｌ＝２３０．０ｍ　　Ｗ＝６．０ｍ

　　　市道関口道志道路修繕工事

　　　債務負担行為の設定期間　令和元・２年度

　　　市道相模富士見町道路修繕工事

　　　　工事　　　　　Ｌ＝１０２０．０ｍ　Ｗ＝１８．０ｍ

　　　債務負担行為の設定期間　令和元・２年度

　　　　工事　　　　　Ｌ＝３００．０ｍ　　Ｗ＝６．０ｍ

　　　債務負担行為の設定期間　令和元・２年度

　　　限度額　　　　　８５，７５６千円
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

○ 交通安全施設整備事業 190,969 特定財源 15,675

一般財源 175,294

・ 交通安全施設整備事業 175,969 国庫支出金 15,675

（道路維持
費）

交通安全施設整備事業 175,969 国庫支出金 15,675

一般財源 160,294

・ 15,000 一般財源 15,000

○ 既設道路照明灯ＬＥＤ化事業 62,004 一般財源 62,004

・ 既設道路照明灯ＬＥＤ化事業 62,004 一般財源 62,004

（債務負担行為）

交通安全施設整備事業
（債務負担行為）
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２０１

区画線、カーブミラー、道路照明灯等交通安全施設の設置工事、歩道の補修工事を実施する。ま

　　　限度額　　　    １３，２００千円

　　　限度額　　　　　１３，２４４千円

　　　債務負担行為の設定期間　令和元・２年度

　　　市道大沼５９号道路修繕工事

　　　　工事　　　　　Ｌ＝１１８．０ｍ　　Ｗ＝１８．２ｍ

　　　市道慰霊塔参道道路修繕工事

　　　　工事　　　　　Ｌ＝２５６．５ｍ　　Ｗ＝３．７ｍ

　　　債務負担行為の設定期間　令和元・２年度

　　　限度額　　　　　　９，０００千円

　　　市道新磯野２２号道路修繕工事

　　　　工事　　　　　Ｌ＝１５０．０ｍ　  Ｗ＝６．１ｍ

　　　債務負担行為の設定期間　令和元・２年度

　　　限度額　　　　　　６，０００千円

　　　市道東芝道路修繕工事

　　　　工事　　　　　Ｌ＝２２９．０ｍ　　Ｗ＝８．０ｍ

　　　債務負担行為の設定期間　令和元・２年度

　　主な事業

　　〔市道〕　　２箇所　（内訳　工事箇所表４ページ）

　区画線、カ ブミラ 、道路照明灯等交通安全施設の設置工事、歩道の補修工事を実施する。ま
た、安全に安心して通行できる自転車走行空間を創出するため、自転車通行環境を整備する。

　既設道路照明灯（水銀灯）をＬＥＤに交換し、令和１０年度までの維持管理を行う。

　　　債務負担行為の設定期間　平成２９～令和１０年度

　　　限度額　　　　６２４，７３０千円

　　  　令和元年度までの支出見込額　　　　　８６，８０６千円

　　 　 令和２年度以降の支出予定額　　　　５３７，９２４千円

　区画線、カーブミラー等交通安全施設の設置工事について、債務負担行為を設定し、発注・契約
を前倒しして実施する。

　　　債務負担行為の設定期間　令和元・２年度

　　　限度額　　中央土木事務所分　　９，０００千円　　南土木事務所分　　　６，０００千円
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

15 ○ 道路改良事業 863,663 特定財源 647,388

一般財源 216,275

・ 道路改良事業（箇所指定） 760,014 国庫支出金 207,018

市債 440,100

一般財源 112,896

○ 230,149 特定財源 102,192

一般財源　 127,957

・ 狭あい道路等整備事業 152,454 諸収入 1,452

市債 59,700

一般財源 91,302

・ 狭あい道路等整備事業 77,695 諸収入 2,340

（債務負担行為） 市債 38,700

一般財源 36,655

狭あい道路等整備事業

道路新設改良
費
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ページ

説 明

２０３

　　〔市道〕　　　　 　４箇所　（内訳　工事箇所表６ページ）

〔市道〕

　広域幹線道路のほか、多様な地域活動を支える道路の整備を実施する。

　　主な事業

　　　　　　　　　　負担金　　　　　１件　

　　〔市道〕　　　　道路改良工事　　７箇所　（内訳　工事箇所表４ページ）　

　　　　　　　　　　用地購入　　　　４事業

　　　　　　　　　　委託　　　　　　９件

　　　　　　　　　　負担金　　　　　３件

　　〔国道、県道〕　委託　　　　　　６件

　建築基準法第４２条第２項の規定による道路の後退用地や位置指定道路などの寄附を受けた道路
等の整備を実施する。

　　主な事業

　後退用地や位置指定道路などの寄附を受けた道路等の舗装新設工事について、債務負担行為を設
定し、発注・契約を前倒しして実施する。

　　〔市道〕

　　　限度額　　　    　８，０００千円

　　　市道磯部７５号舗装新設工事

　　　債務負担行為の設定期間　令和元・２年度

　　　限度額　　　　　　８，３００千円

　　　　工事　　　　　Ｌ＝５２．１ｍ　　　Ｗ＝３．２～４．３ｍ

　　　債務負担行為の設定期間　令和元・２年度

　　　限度額　　　    　４，５４１千円

　　　市道田名６１１号舗装新設工事

　　　　工事　　　　　Ｌ＝３９．６ｍ　　　Ｗ＝４．０ｍ

　　　債務負担行為の設定期間　令和元・２年度

　　　市道上溝７号ほか舗装新設工事

　　　　工事　　　　　Ｌ＝１２０．０ｍ　　Ｗ＝２．８～４．０ｍ

　　　債務負担行為の設定期間　令和元・２年度

　　　限度額　　　　　１９，２００千円

　　　　工事　　　　　Ｌ＝６６．７ｍ　　　Ｗ＝３．３～４．０ｍ

　　　市道小山８号ほか舗装新設工事

　　　市道上溝３７５号舗装新設工事

　　　　工事　　　　　Ｌ＝２６．９ｍ　　　Ｗ＝４．０ｍ

　　　債務負担行為の設定期間　令和元・２年度

　　　限度額　　　　　　３，０００千円
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

20 ○ 橋りょう長寿命化事業 687,743 国庫支出金 313,449

諸収入 4,500

市債 287,000

一般財源 82,794

10 河川費

5 ○ 54,113 一般財源 54,113

・ 河川維持補修費 51,132 一般財源 51,132

橋りょう維持
費

河川管理費 河川維持補修費

（道路新設改
良費）

・ 河川維持補修費 2,981 一般財源 2,981

（債務負担行為）

10 ○ 67,960 国庫支出金 9,000

県支出金 13,867

市債 42,600

一般財源 2,493

○ 準用河川鳩川改修事業 6,556 一般財源 6,556

○ 準用河川八瀬川改修事業 20,757 一般財源 20,757

○ 178,035 県支出金 69,395

市債 80,100

一般財源 28,540

河川改修費 一級河川鳩川・道保川改修事業

準用河川姥川改修事業
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２０５

　　〔県道〕　　６箇所　（内訳　工事箇所表６ページ）

　「市橋りょう長寿命化修繕計画」に基づき、定期点検、修繕工事、耐震補強工事等を実施する。

　後退用地の寄附を受け、境界測量、支障物件調査、分筆登記、整備等について、債務負担行為を
設定し、発注・契約を前倒しして実施する。

　　　債務負担行為の設定期間　令和元・２年度

　　　限度額　　緑土木事務所分　９，２００千円　　中央土木事務所分　１７，４００千円

　　　　　　　　南土木事務所分　５，０００千円

　　　市道大沼６７号舗装新設工事

　　　債務負担行為の設定期間　令和元・２年度

　　主な事業

　　〔市道〕　１６箇所　（内訳　工事箇所表８ページ）

　　　限度額　　　　　３，０５４千円

　　　　工事　　　　　Ｌ＝２０．４ｍ　　　Ｗ＝３．８ｍ

　市が管理する河川の施設修繕等を行う。

　　　工事（河川土工）　　Ｌ＝　１０１．３ｍ

　　　工事（護岸工）　　　Ｌ＝　約２０ｍ

　南区下溝地内の道保川において河道掘削工事等を実施する。　　　

　　　委託　　　４件

　　　委託　　　２件

　南区当麻地内の八瀬川において当麻橋の架け替えに伴う橋梁予備設計、地質調査等を実施する。

　　　委託　　　３件

　中央区上溝１丁目ほか地内の姥川において瀬戸橋の架替・護岸改修工事等を実施する。

　　　工事（橋梁架替・護岸工）　Ｌ＝　２４０ｍ

　「市河川維持管理計画」に基づく、準用河川鳩川の老朽化した柵渠の補修工事について、債務負
担行為を設定し、発注・契約を前倒しして実施する。

　　　債務負担行為の設定期間　令和元・２年度

　　　限度額　２，９８１千円

　　　委託　　　１件

　緑区田名地内の鳩川において西内出橋の架け替えに伴う近隣建物等への影響調査等を実施する。

　「市河川維持管理計画」に基づく、河床の整備工事を実施する。
　　　工事（河川土工）　２箇所　Ｌ＝　１４０ｍ（８０ｍ、６０ｍ）

　「市河川維持管理計画」に基づく、河川施設の修繕対策を検討する業務委託を実施する。

　　　委託　　　１件
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

15 都市計画費

5 ○ 民間住宅施策推進事業 4,158 特定財源 2,730

一般財源 1,428

・ 空家等対策推進事業 2,008 国庫支出金 580

一般財源 1,428

○ 街づくり活動推進事業 640 一般財源 640

○ 都市計画策定関連事業 13,722 一般財源 13,722

・ 淵野辺駅南口周辺まちづくり 13,242 一般財源 13,242

事業

○ 景観形成推進事業 3,333 特定財源 2,451

一般財源　 882

・ 都市デザイン推進事業 883 財産収入 1

一般財源 882

都市計画総務
費

○ 広域交流拠点推進事業 413,785 特定財源 307,151

一般財源 106,634

・ リニアまちづくり関連推進 98,288 一般財源 98,288

事業

・ 547 一般財源 547

・ リニア中央新幹線地方協力 307,151 諸収入 307,151

事業

・ 7,799 一般財源　 7,799

リニア中央新幹線関連対策
事業

相模原駅周辺まちづくり推進
事業

― 94 ―



予算書
ページ

説 明

２０７

　適切な管理が行われていないことにより、市民生活に影響を及ぼしている空家等の対策を進める
とともに、空家等の適切な管理や活用促進に向け、空家等対策の推進に関する特別措置法及び市空
家等対策計画に基づき、所有者等に対する支援や必要な措置を行う。

　地域の特性を生かした魅力ある街づくりのため、市民主体による街づくり活動の啓発及び支援を
行い、市民、開発事業者及び市の三者の協働による街づくりを推進する。

　淵野辺駅南口周辺のまちづくりについて、市民や有識者等により構成される検討組織において、
地域の課題解決に向けた検討を進める。

　魅力ある景観形成を推進するため、市民への普及・啓発を図るとともに、一定規模以上の建築物
の色彩等に係る基準の適合審査を行うほか、景観形成重点地区の指定に向けた検討等を行う。

　ＪＲ東海が進めるリニア中央新幹線の建設促進に関すること及びリニア中央新幹線を活用した地
域振興等の検討を行う。

　ＪＲ東海と締結した「中央新幹線（品川・名古屋間）に係る用地取得事務の委託に関する協定」
に基づき、市内（相模川以東）の用地取得等に関する事務を行う。

　広域交流拠点にふさわしい魅力あるまちづくりを進めるため、市民の意向を把握し、相模総合補
給廠一部返還地に導入すべき機能について整理するとともに、小田急多摩線延伸等も見据え、駅周
辺における土地利用等の検討や関係機関との協議等を行う。

　広域交流拠点にふさわしい魅力あるまちづくりを進めるため、「市広域交流拠点整備計画」（橋
本駅周辺地区）に基づき、リニア中央新幹線の開業を見据え、都市基盤及び土地利用の検討や関係
機関との協議等を行う。
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

○ 鉄道対策事業 43,338 特定財源 14,000

一般財源 29,338

・ 小田急多摩線延伸促進事業 14,170 繰入金 14,000

一般財源 170

鉄道駅ホームドア等整備 28,333 一般財源 28,333

事業補助金

○ バス対策事業 8,992 財産収入 885

繰入金 120

一般財源 7,987

○ バス路線維持確保対策事業 75,789 一般財源 75,789

・ 生活交通確保事業 42,360 一般財源 42,360

・ 生活交通確保対策補助金 33,429 一般財源 33,429

（債務負担行為）

○ コミュニティ交通対策事業 108,188 特定財源 2,160

（都市計画総
務費）

○ ミュ ティ交通対策事業 108,188 特定財源 2,160

一般財源　 106,028

・ コミュニティバス運行事業 47,932 諸収入 2,160

一般財源　 45,772

・ 乗合タクシー等運行事業 60,256 一般財源　 60,256

○ タクシー対策事業 1,800 一般財源　 1,800

○ 総合交通計画関連事業 35,200 国庫支出金 11,180

一般財源 24,020
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２０７

　鉄道駅利用者の安全を確保するため、鉄道事業者に対し、ホームドアの設置に要する経費の一部
を助成する。
　　対象駅名　ＪＲ横浜線淵野辺駅

　県生活交通確保対策地域協議会における協議結果に基づき、津久井地域における生活交通３路線
４系統のバス路線を維持確保する。

　県生活交通確保対策地域協議会における協議結果に基づき、国及び県とともに津久井地域におけ
る生活交通３路線３系統のバス路線を維持確保する。
　　債務負担行為の設定期間　　　令和元・２年度
　　限度額　　９３，６９８千円

　小田急多摩線延伸の実現に向けたより詳細な調査・検討を町田市と共同で実施する。

　ノンステップバスの導入促進等による路線バスの利便性向上や、バス関連施設の維持管理等を実
施する。

　交通不便地区における移動制約者の生活交通を確保するため、大沢地区及び大野北地区において
コミュニティバスを運行する。

　津久井地域の交通空白地区等における移動制約者の生活交通を確保するため、内郷、根小屋及び
吉野・与瀬地区において乗合タクシーを、菅井及び篠原地区においてデマンド交通を実施する。

　交通体系の総合的な方針である「市総合都市交通計画」等の策定に向けた検討を行う。
　また、東京都市圏における交通実態の把握を目的に実施された「東京都市圏パーソントリップ調
査」の結果の取りまとめ及び分析を実施する。

　ユニバーサルデザインタクシーの導入を促進するため、事業者に対し、経費の一部を助成する。
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

10 ○ 既存建築物等総合防災対策事業 64,397 特定財源 35,930

一般財源　 28,467

・ 既存建築物等総合防災対策 7,280 国庫支出金 3,300

事業 一般財源　 3,980

・ 既存住宅・建築物耐震化 57,117 国庫支出金 20,802

促進事業 県支出金 8,508

諸収入 3,320

一般財源　 24,487

○ マンション管理対策推進事業 142 一般財源　 142

○ 協働事業提案制度事業 1,272 一般財源　 1,272

建築指導費

15 ○ 400 一般財源　 400

○ 緑地保全活用事業 29,248 特定財源　 23,986

一般財源　 5,262

・ 水辺環境保全等促進事業 1,102 一般財源　 1,102

・ 保存樹林・樹木保全事業 23,499 繰入金 23,290

諸収入 209

○ みどりのまちづくり事業 54,018 特定財源　 51,200

一般財源　 2,818

・ （公財）相模原市まち・みど 50,200 財産収入 1,100

り公社補助金（緑化推進分） 繰入金 49,100

みどり対策費 生物多様性さがみはら戦略推進
事業
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　アドバイザーの派遣等を実施し、マンションの適正な維持、管理に取り組む管理組合等を支援す
る。
　　マンションアドバイザー派遣事業

　旧耐震基準（昭和５６年５月３１日以前建築）の戸建住宅、賃貸型応急住宅及び分譲マンション
並びに建築物の耐震改修の促進に関する法律により耐震診断が義務付けられた要安全確認計画記載
建築物について、耐震診断・耐震改修工事等の費用を助成する。
　また、地震災害からの安全確保を図るため、耐震シェルター等の設置や危険ブロック塀等の撤去
費用を助成する。
　　戸建住宅耐震診断補助
　　戸建住宅耐震・防火改修計画作成補助
　　戸建住宅耐震・防火改修工事補助
　　要安全確認計画記載建築物耐震改修工事等補助
　　耐震シェルター設置補助
　　防災ベッド設置補助
　　危険ブロック塀等撤去費用補助

　計画的な耐震施策を推進するため、「市耐震改修促進計画」の改定を行うほか、戸建住宅等の耐
震相談等を実施する。
　　戸建住宅耐震巡回相談
　　分譲マンション耐震巡回相談

  協働事業提案制度により、市民（提案団体）と市が協働して事業を行う。
　　ブロック塀等安全対策促進事業

　良好な水辺環境の指標昆虫であるホタルの生息環境保全等を行う市民団体等の活動を支援する。
　　保全等活動認定団体予定数　　５団体

　市民、団体、事業者、行政等が連携して生物多様性の保全等に関する取組を行う「さがみはら生
物多様性ネットワーク」の活動を支援する。

ッ 塀等安 対策促 事業
　　　ブロック塀及び屋外広告物の安全対策を促進するため、適切な情報提供を行い、安全に対す
　　る意識啓発を行う。

　貴重な樹林及び樹木を保全するため、その所有者と協定を締結し樹木診断や剪定などの管理費用
を助成するとともに、保存樹林所有者に対し奨励金を交付する。
　　指定予定数　　保存樹林　　３０箇所　　面積　６．１ｈａ
　　　　　　　　　保存樹木　１５０本

　（公財）市まち・みどり公社のみどりに関する公益事業に要する経費（指定管理者事業に要する
経費を除く。）に対して補助金を交付し、都市緑化の一層の充実を図る。
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

○ 緑地保全用地購入事業 590,001 国庫支出金　 324,473

市債　　　　 238,900

一般財源 　 26,628

○ 里地里山保全等促進事業 823 県支出金 442

一般財源 381

○ 地域水源林保全・再生事業 2,261 県支出金 2,226

一般財源 35

　 　 　 　

○ 野生鳥獣保護管理事業 5,264 特定財源 2,356

一般財源 2,908

・ 野生鳥獣保護管理事業 3,879 県支出金 1,300

一般財源 2,579

・ 鳥屋猟区運営事業 1,385 1,056

一般財源 329

30 ○ 放置自転車対策事業 57,944 4,856自転車対策費 使用料及び

使用料及び
手数料

30 ○ 放置自転車対策事業 57,944 4,856

諸収入　 2,367

一般財源　 50,721

○ 自転車整理指導経費 70,461 70,461

○ 有料自転車駐車場維持補修費 46,974 46,974

35 ○ 都市計画道路等整備事業 2,341,626 特定財源 2,194,725

一般財源 146,901

・ 都市計画道路整備事業（箇所 2,320,626 国庫支出金  819,813

指定） 県支出金 33,912

諸収入 17,600

市債 1,323,400

一般財源 125,901

自転車対策費 使用料及び
手数料

使用料及び
手数料

使用料及び
手数料

街路事業費
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予算書
ページ

説 明

２０９

２１１

　

　狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の実施を図るため、鳥屋猟区の管理、運営を行う。
　　開猟期間　　令和２年１１月１５日から令和３年２月２８日までの間の３１日間

放置された自転車等の移動や移動した自転車等の保管などを行う。

　「第３次県アライグマ防除実施計画」に基づき、アライグマを計画的に捕獲するとともに、人家
侵入等の生活環境に係る被害を発生させているハクビシンの捕獲等を行う。
　　捕獲予定数　　アライグマ　２００頭　ハクビシン　６０頭

　都市緑地法に基づく買入申出がされた近郊緑地特別保全地区等の緑地を取得する。
　　取得予定地　　相模原近郊緑地特別保全地区    　　　　１．４ｈａ
　　　　　　　　　相模横山・相模川近郊緑地特別保全地区　０．１ｈａ

　地域水源林である相模川沿岸樹林地の水源かん養機能を高め、健全な樹林地として保全・再生を
図ることを目的とし、除間伐等の整備を行う。
　　対象地区　　相模横山・相模川近郊緑地特別保全地区（大島地区）　１．０ｈａ

　地域住民等により組織された里地里山の保全等を行う団体の活動を支援する。
　　保全等活動認定団体予定数　　　　２団体

　放置された自転車等の移動や移動した自転車等の保管などを行う。

　　　               委託　　　　　　６件　

　　　　　　　　　 　負担金　　　　　２件

　　〔市道〕         道路改良工事　　２箇所　（内訳　工事箇所表１０ページ）

　　〔国道、県道〕   道路改良工事　　２箇所　（内訳　工事箇所表１０ページ）

　　　               用地購入　　　　３事業

　　　               委託　　　　　１０件　

　　　　　　　　　 　負担金　　　　　２件

　自転車等の放置防止と自転車駐車場の利用促進を図るため、駅周辺に自転車整理指導員及び指定
地域自転車等放置防止監視員を配置する。

　安全性や利便性の向上を図るため、駐輪機器の修繕等を行う。

　　　               用地購入　　　　１事業

　主要な都市間を結ぶ広域幹線道路や市内の拠点を結ぶ都市計画道路の整備を実施する。

　　主な事業
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

20 公園費

5 ○ 209,273 特定財源   129,000

一般財源   80,273

・ 公園施設長寿命化実施事業 183,601 国庫支出金   40,000

市債 65,900

一般財源   77,701

・ 公園施設長寿命化実施事業 25,672 市債 23,100

（債務負担行為） 一般財源 2,572

10 ○ 相模総合補給廠共同使用区域 831,952 特定財源 627,000

整備事業 一般財源   204,952

・ スポーツ・レクリエーション 831,952 国庫支出金 343,200

ゾーン整備事業 市債 283,800

一般財源 204,952

○ 峰山霊園整備事業 188,289 特定財源 140,900

一般財源   47,389

公園整備費

パークマネジメントプラン推進
事業

公園管理費

・ 峰山霊園整備事業 161,798 市債 121,100

一般財源   40,698

・ 峰山霊園整備事業 26,491 市債 19,800

（債務負担行為） 一般財源   6,691

25 住宅費

5 ○ 市営住宅ストック総合改善事業 405,990 国庫支出金 199,656

市債 199,600

一般財源　　 6,734

住宅管理費
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予算書
ページ

説 明

２１３

　「市公園施設長寿命化計画」に基づき、施設の更新工事を行う。
　　債務負担行為の設定期間　令和元・２年度
　　限度額　２５，６７２千円

　「市公園施設長寿命化計画」及び「市公園樹木等維持管理計画」に基づく遊具・樹木等の適正な
管理・更新等を行う。

　相模総合補給廠共同使用区域内のうち、スポーツ・レクリエーションゾーン（約１０ｈａ）の多
目的フィールドの整備工事等を行う。

２１５

　「市市営住宅ストック総合活用兼長寿命化計画」に基づき、既存ストックの長期活用と適正な維
持管理のため、市営住宅の改修を行う。
　　市営二本松団地２・３号棟外壁改修工事
　　市営大島団地Ａ・Ｃ棟外壁改修工事
　　市営富士見団地５号棟外壁改修工事
　　市営二本松団地２・３号棟屋上防水工事
　　市営田名塩田団地２号棟屋上防水工事
　　市営大島団地Ｂ・Ｄ棟配管等交換工事
　　市営富士見団地９・１０・１１号棟受水槽更新工事
　　市営文京団地２号棟配管等交換工事
　　市営大島団地集会所外壁改修工事
　　市営大島団地Ａ・Ｃ棟配管等交換工事
　　市営富士見団地８号棟屋上防水工事
　　市営富士見団地８号棟外壁改修工事

　「市市営墓地基本計画」に基づき、合葬式墓所の整備工事等を行う。

　「市市営墓地基本計画」に基づき、合葬式墓所の整備に向け、造成工事を行う。
　　債務負担行為の設定期間　令和元・２年度
　　限度額　２６，４９１千円
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45

5

5 ○ 通信施設維持管理費 416,338 諸収入 1,943

一般財源 414,395

○ 消防車両購入費 318,084 県支出金 31,208

市債 217,500

一般財源 69,376

○ 応急手当普及啓発事業 7,400 一般財源 7,400

○ 火災予防事業費 6,277 一般財源 6,277

○ 危険物保安事業費 820 一般財源 820

○ 救急高度化推進事業 8,937 一般財源 8,937

10 ○ 消防団車両購入費 149,097 県支出金 31,304

市債 116,900

一般財源 893

15 ○ 消防庁舎整備事業 21,480 市債 16,100

一般財源 5,380

○ 消防団詰所・車庫整備費 98,090 市債 83,000

一般財源 15,090

○ 消防水利整備費 57,954 市債 33,000

一般財源 24,954

常備消防費

消防費

消防費

款　　項　　目 事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

非常備消防費

消防施設費
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２１７

２１９

　メディカルコントロール体制の充実強化を図り、気管挿管などの高度な救急救命処置のできる救
急救命士を養成するとともに、救急救命士の再教育体制を強化するため、指導救命士を養成する。

　　消防ポンプ自動車　　　　　２台
　　高規格救急自動車　　　　　５台
　　人員搬送車　　　　　　　　２台

　普及講習会や自主防災訓練などの機会を捉え、積極的に救急講習を実施し、応急手当普及員の養
成や応急手当のできる市民の増加を図る。

　災害情報の送受信、データ管理等を的確に行うため、指令システム、消防ＯＡシステム等の消防
情報管理システムや無線設備等の消防通信施設を適正に維持管理する。

　火災予防思想の普及啓発、住宅防火対策の普及促進及び児童に対する防火教育を推進する。

　消防法、火薬類取締法及び高圧ガス保安法に係る許認可事務の確立と事業所等における保安体制
の充実を推進する。

　消防力の充実強化を図るため、消防車両等を更新する。

予算書
ページ

説 明

　　消火栓　新設３基、増設１１基、取替４４基

　消防力の充実強化を図るため、消防団車両を更新する。

　　消防ポンプ自動車　　　　　２台
　　小型動力ポンプ付積載車　　６台

　津久井消防署を移転整備するため、実施設計を行う。

　老朽化した消防団詰所・車庫を建て替え・改修し、消防団活動の拠点施設を整備する。

　　中央方面隊第１分団第３部（四ッ谷）　　設計・解体・建設

　　旧藤野方面隊牧野分団第３部（篠原）　　解体　　　　　　　　

　消防活動に必要な消防水利を整備する。

　　津久井方面隊第２分団第２部（又野）　　設計・改修

　　中央方面隊第４分団第３部（清新）　　　設計
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50

5 教育総務費

10 ○ 職員給与費 5,910,799 国庫支出金 166,229

県支出金 224

諸収入 2,717

一般財源 5,741,629

○ 教職員任用経費 13,522 一般財源 13,522

○ 給付型奨学金 106,700 繰入金 53,350

一般財源 53,350

15 ○ 創意ある教育活動事業 95,826 特定財源 1,600

一般財源 94,226

事務局費

教育指導費

款　　項　　目 事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

教育費

・ 地域教育力活用事業 2,503 一般財源 2,503

・ 学力保障推進事業 31,817 国庫支出金 1,600

一般財源 30,217

・ キャリア教育・小中一貫 727 一般財源 727

教育推進事業

○ 学校教育研究事業 5,492 特定財源　　　 270

一般財源 5,222

・ 課題研究推進事業 5,492 国庫支出金　　 270

一般財源 5,222
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２２１

　
教

２２３

　学校教育の充実に向けて優秀な人材を確保するため、教員採用候補者選考試験を実施する。

予算書
ページ

説 明

　教員の負担軽減を図り、学校における働き方改革を推進するため、スクール・サポート・スタッ
フを増員する。
　スクール・サポート・スタッフ　７２人（事業費　５７，４３９千円）

　学習意欲があるにもかかわらず、経済的な理由により高等学校等における修学が困難な生徒を対
象として、返還不要の奨学金を給付する。
　　対象生徒数　      ９８９人
　　入学支度金　２０，０００円　　修学資金　年額１００，０００円

　本市の学校教育における教育課題を解決して教育力の向上を図るため、小・中学校及び義務教育
学校研究会が研究を実施する。
　　キャリア教育の推進、授業力・指導力の向上、人権・福祉教育推進事業

　小・中学校及び義務教育学校の児童生徒が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しなが
ら、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身につけていくことが出来るよ
う、キャリア教育を推進する。
　また、その手立てとして、従来の小中連携教育を発展させた小中一貫教育を実施し、中学校区を
単位として９年間を見通した学びの連続性を大切にした教育活動を推進する。

　学校と地域の連携を深め、学習指導、実技指導等の充実を図るため、地域の人材を活用する。
　地域とともにある学校を目指すため、各区に１校設置したコミュニティスクールモデル校におけ
る取組の充実を図る。

　基礎的・基本的な知識及び技能の定着を図るため、児童の学習を支援する学習支援員の配置や放
課後の補習を実施する。
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

○ 国際教育事業 302,210 特定財源 2,079

一般財源 300,131

・ 外国人英語指導助手活用事業 295,957 一般財源 295,957

・ 海外帰国及び外国人児童生徒 6,253 国庫支出金 2,079

教育推進事業 一般財源 4,174

○ 特別支援教育事業 14,515 特定財源 4,210

一般財源 10,305

・ 特別支援教育推進事業 14,515 国庫支出金 4,210

一般財源 10,305

○ ふれあい教育事業 9,376 一般財源 9,376

・ 人権・福祉教育推進事業 315 一般財源 315

・ 児童・生徒健全育成事業 2,915 一般財源 2,915

（教育指導
費）

〇 部活動指導支援事業 8,831 一般財源 8,831

18 ○ 施設運営費 127,481 特定財源 4,221

一般財源 123,260

・ 学校と地域の協働推進事業 57 一般財源 57

・ 市民大学等実施経費 10,860 諸収入 3,599

一般財源 7,261

・ 教職員研修費 7,787 一般財源 7,787

・ さがみ風っ子教師塾事業 1,658 諸収入 500

一般財源 1,158

総合学習センター改修事業 13,670 市債 12,300

一般財源 1,370

総合学習セン
ター費
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予算書
ページ

説 明

２２３

　児童生徒の人権意識等を育むため、県と協力し、小・中学校及び義務教育学校において人権移動
教室を実施する。

　英語教育の充実と国際理解を深めるため、外国人英語指導助手を全小・中学校及び義務教育学校
に配置するとともに、学級担任に対して指導方法の助言等を行う英語教育アドバイザーを配置す
る。
　　外国人英語指導助手　６１人

　海外帰国及び外国人児童生徒の学校生活を支援するため、日本語巡回指導講師、日本語指導等協
力者を配置する。

　児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な指導及び必要な支援を行う体制を充実するた
め、全小・中学校及び義務教育学校に支援教育支援員及び非常勤介助員を配置する。
　日常的に医療的ケアを必要とする児童生徒の学びを保障し、学校生活を支援するため、医療的ケ
ア児の在籍する学校に看護師を配置する。

　いじめ防止の取組を推進するため、フォーラムを開催するほか、いじめ防止啓発用物品を配布す
る。

　「人間性豊かな子どもの育成」と「生き生きとした市民活動」の実現に向けて、学校教育と社会
教育がそれぞれの機能を生かしながら協働するため、学校と地域の協働推進コーディネーターを
小・中学校及び義務教育学校に配置する。

　社会の諸課題や身近な生活課題などに関する市民の学習欲求に応えるため、座間市及び高等教育
機関と連携して市民大学を開講するほか、地域の研究機関と連携して公開講座を開催する。

　本市教員志望者を対象に「さがみ風っ子教師塾」を運営し、教育への情熱、使命感、豊かな心を
もった人材を育てる。

　教職員に必要な専門的資質・能力の充実と指導力の向上を目指し、教育の充実・発展及び教職員
の自己啓発を図るための研修を実施する。

　「市一般公共建築物長寿命化計画」に基づき、総合学習センターの電気設備の改修工事を実施す
る。

。

　部活動の活性化を図るため、部活動技術指導者を派遣する。
　部活動を通じた生徒一人ひとりの成長及び教員の負担軽減を図り、学校における働き方改革を推
進するため、部活動指導員を配置する。
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

20 ○ 施設運営費 134,222 特定財源 30

一般財源 134,192

・ 上溝学校給食センター 26,715 諸収入 30

一般財源 26,685

・ 城山学校給食センター 27,546 一般財源 27,546

・ 津久井学校給食センター 79,961 一般財源 79,961

25 ○ 青少年・教育相談事業 6,331 一般財源 6,331

○ ヤングテレホン事業 101 一般財源 101

青少年相談セ
ンター費

学校給食セン
ター費

○ 相談指導教室事業 644 一般財源 644

○ 就学指導・相談事業 3,549 一般財源 3,549

・ 支援教育指導事業 1,039 一般財源 1,039

・ 就学指導事業 2,510 一般財源 2,510

30 ○ 野外体験教室活動費 32,314 特定財源 1,658

一般財源 30,656

・ 相模川ビレッジ若あゆ 21,665 国庫支出金 1,358

一般財源 20,307

・ ふじの体験の森やませみ 10,649 国庫支出金 300

一般財源 10,349

野外体験教室
費
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予算書
ページ

説 明

２２５

　青少年の心の問題に関わる来所・電話相談及び小・中学校・義務教育学校出張相談を行う青少年
教育カウンセラーを配置する。
  児童生徒を取り巻く環境に働き掛け、不登校、いじめ、虐待、非行等の問題行動等の解決のた
め、スクールソーシャルワーカーを配置する。
　　青少年教育カウンセラー　　　　６９人
　　スクールソーシャルワーカー　　　７人

　青少年の抱える悩み、不安等に対して電話や電子メールによるヤングテレホン相談を実施する。
　　相談実施日数 　   　　　　　２９３日

　円滑な給食提供の実施及び学校給食センターの運営に必要な備品等の整備を行う。
　　受入校　　　　３校　（共和小、大野台小、並木小）

　円滑な給食提供の実施及び学校給食センターの運営に必要な備品等の整備を行う。
　　受入校　　９校１園　（川尻小、湘南小、広陵小、広田小、桂北小、千木良小、内郷小、
　　　　　　　　　　　　　相模丘中、中沢中、城山幼稚園）

　円滑な給食提供の実施及び学校給食センターの運営に必要な備品等の整備を行う。
　給食調理業務の委託により、給食運営の効率化を図る。
　　受入校　　　　９校  （中野小、根小屋小、串川小、津久井中央小、鳥屋小、中野中、
                          串川中、鳥屋中、青和学園）

２２７

　児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに対応する支援教育を推進するため、支援教育指導員により
教育的支援が必要な児童生徒に対応する教員等に対して指導助言等を行う。
　　支援教育指導員　　　　　　　　　４人

　児童生徒一人ひとりの能力・適性等に応じたきめ細かい教育を進めるため、教育支援委員会を設
置し、障害のある児童生徒に対し適切な教育を受ける機会を確保する。
　　教育支援委員会　　　　　　　　年４回開催
　　就学相談員　　　　　　　　　　　４人

　小・中学校等の児童生徒の創造性、主体性を育成するため、活動協力者の活用や送迎バスの借上
げなど、集団宿泊生活及び多様な各種体験活動の支援を行う。
　　活動協力者　　　　　　　延べ５１０人

　小・中学校等の児童生徒の創造性、主体性を育成するため、活動協力者の活用や送迎バスの借上
げなど、集団宿泊生活及び主として自然環境を生かした各種体験活動の支援を行う。
　　活動協力者　　　　　　　延べ３４３人

　不登校の児童生徒を対象に、通室制の相談指導教室を設置し、指導・支援を行う。
　　相談指導教室　　　　　　　　　　７教室
　　相談指導教室支援員　　　　　　１４人
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

10

5 ○ 学校情報教育推進事業 578,119 一般財源 578,119

10 ○ 児童健康診断経費 43,950 一般財源 43,950

○ 学校給食単独校運営費 1,307,144 一般財源 1,307,144

15 ○ 要保護及び準要保護児童就学 423,677 国庫支出金 2,747

援助費 一般財源 420,930

○ 特別支援学級児童就学奨励費 23,250 国庫支出金 10,181

一般財源 13,069

教育振興費

学校管理費

小学校費

学校保健費

般財源 13,069

20 学校建設費 ○ 小学校校舎改造事業 1,494,286 市債 1,494,200

一般財源 86

○ 小学校工事設計等委託 92,000 市債 78,200

一般財源 13,800
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予算書
ページ

説 明

２２７

２２９

　円滑な給食提供の実施に必要な備品等の整備を行う。
　給食調理業務の委託により、給食運営の効率化を図る。
　　委託校　　３７校（うち新規委託校　２校）

　経済的な理由により就学が困難な児童の保護者に対し、学用品費、給食費等の就学経費を援助す
る。
　　対象児童数　　５，３７０人

　特別支援学級に在籍する児童の就学を奨励するため、学用品費、給食費等の就学経費を援助す
る。

　タブレット型パソコン等のＩＣＴ機器を活用した学校教育の充実を図る。
　児童一人ひとりの状況に応じたきめ細かな対応及び効率的な校務を行うため、児童の出席状況や
成績などを一元管理する校務支援システムを運用する。

　児童の定期健康診断及び腎臓病、肥満対策事業等を実施する。
　翌年度入学予定児童に対する就学時健康診断を実施する。

。
　　対象児童数　　　　５６６人

　工事に係る設計業務を委託する。
　　校舎改造工事設計
　　トイレ整備工事設計
　　その他整備工事設計

　「市学校施設長寿命化計画」に基づき、校舎の長寿命化改修及び大規模改造を実施する。
　　         　　　　 　　４校
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

15 中学校費

5 ○ 学校情報教育推進事業 299,788 一般財源 299,788

10 ○ 生徒健康診断経費 25,973 一般財源 25,973

○ 中学校完全給食推進事業 473,069 一般財源 473,069

・ 323,910 一般財源 323,910

・ 97,420 一般財源 97,420

15 ○ 要保護及び準要保護生徒就学 324,028 国庫支出金 5,088

援助費 一般財源 318 940

学校保健費

教育振興費

中学校完全給食推進事業
（債務負担行為・平成２８年
度設定分）

中学校完全給食推進事業
（債務負担行為・平成２９年
度設定分）

学校管理費

援助費 般財源 318,940

○ 特別支援学級生徒就学奨励費 13,064 国庫支出金 4,956

一般財源 8,108

20 ○ 中学校校舎改造事業 1,882,558 市債 1,878,000

一般財源 4,558

○ 中学校工事設計等委託 122,700 市債 120,600

一般財源 2,100

18 幼稚園費

5 ○ 私立幼稚園運営助成事業 233,365 国庫支出金 32,276

県支出金 32,276

一般財源 168,813

学校建設費

幼稚園費
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ページ

説 明

２３１

２３３

　タブレット型パソコン等のＩＣＴ機器を活用した学校教育の充実を図る。
　生徒一人ひとりの状況に応じたきめ細かな対応及び効率的な校務を行うため、生徒の出席状況や
成績などを一元管理する校務支援システムを運用する。

　生徒の定期健康診断及び腎臓病、肥満対策事業等を実施する。

　デリバリー方式による中学校給食の調理業務委託を行う。
　　Ｂブロック　　　　　８校
　　債務負担行為の設定期間　平成２９～令和３年度
　　限度額　　　　　４７８，１５５千円
　　令和元年度までの支出見込額　　　１９７，９３４千円
　　令和２年度以降の支出予定額　　　２８０，２２１千円

　デリバリー方式による中学校給食の調理業務委託を行う。
　　ＡＣＤＥブロック　２２校
　　債務負担行為の設定期間　平成２８～令和３年度
　　限度額　　　１，９００，９５７千円
　　令和元年度までの支出見込額  　　９３０，６９８千円
　　令和２年度以降の支出予定額　　　９７０，２５９千円

　経済的な理由により就学が困難な生徒の保護者に対し、学用品費、給食費等の就学経費を援助す
る。

２３５

　「市学校施設長寿命化計画」に基づき、校舎の長寿命化改修及び大規模改造を実施する。
　          　　　　　　　　　　　　６校

  特別支援学級に在籍する生徒の就学を奨励するため、学用品費、給食費等の就学経費を援助す
る。
 　 対象生徒数　　     　   　　２２５人

　工事に係る設計業務を委託する。
　　校舎改造工事設計
　　トイレ整備工事設計

　地域における子育て支援の充実とともに、幼児教育の振興を図るため助成する。
　　私立幼稚園預かり保育事業補助金
　　幼稚園型一時預かり事業補助金
　　私立幼稚園等地域子育て支援推進事業補助金　等

。
  　対象生徒数　      　  　３，０７０人
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

20 社会教育費

5 ○ 1,163 国庫支出金　　 387

一般財源 776

○ 1,600 一般財源 1,600

○ 7,808 1,400

諸収入 200

一般財源 6,208

　

18 ○ 文化財普及事業 2,306 財産収入 48

一般財源 2,258

25 ○ 公民館活動費 38,185 諸収入 80

一般財源 38,105

○ 公民館整備事業 3,300 一般財源 3,300

家庭教育啓発費社会教育総務
費

尾崎行雄を全国に発信する会
補助金

津久井生涯学習センター管理
運営費

使用料及び
手数料

文化財保護費

公民館費

○ 公民館整備事業 3,300 般財源 3,300

・ 公民館改修事業 3,300 一般財源 3,300

30 ○ 図書資料充実経費 76,910 繰入金 75

諸収入 124

一般財源 76,711

35 ○ 施設運営費 3,124 一般財源 3,124

45 ○ 50,695 特定財源 19,427

一般財源 31,268

・ 資料収集保存経費 5,212 一般財源 5,212

・ 展示・教育普及事業経費 6,854 420

財産収入 917

一般財源 5,517

視聴覚ライブ
ラリー費

図書館費

使用料及び
手数料

博物館費 施設運営費
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説 明

２３５

２３７

　家庭教育力向上のため、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対して学習機会及び情報の提
供による支援を行う。

　本市にゆかりのある偉人「尾崎行雄」を広く市民に周知するため、尾崎行雄を全国に発信する会
が実施する「尾崎行雄（咢堂）杯演説大会」事業等に対し事業費の一部を助成する。

　市民の生涯学習の振興を図るため、グリーンカレッジつくい等の事業を開催するとともに、施設
の管理運営を行う。

　市民の文化財に対する理解を深めるため、古民家園、史跡田名向原遺跡旧石器時代学習館及び史
跡勝坂遺跡公園等の文化財を活用し、体験学習や講演会など各種普及啓発事業を行う。

　公民館で各種学級、講座、講習会、発表・展示会等を開催するとともに、公民館報を発行する。

２３９

２４１

　

　視聴覚教育を振興するため、教材を収集し、活用の充実を図る。

　「市一般公共建築物長寿命化計画」に基づき、老朽化した公民館の改修工事に向けた基礎調査を
行う。
　　星が丘公民館の長寿命化改修工事に係る基礎調査

　プラネタリウム施設を活用したユニークベニューやＪＡＸＡと連携して実施する宇宙・天文に関
する教育普及事業等、各分野の企画展示や講座・講演会を行う。

　市民が必要とする図書資料の充実を図るため、図書、新聞、雑誌、紙芝居等の収集を行う。

　分野ごとに博物館資料として必要な資料を収集・分類・整理し、保管する。
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

・ プラネタリウム事業経費 35,380 18,000

一般財源 17,380

25

5 ○ 各種体育大会等実施事業 72,032 諸収入 5,152

一般財源 66,880

○ ホームタウンチーム連携・支援 798 一般財源 798

事業

（博物館費）

市民体育費

市民体育総務
費

使用料及び
手数料
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説 明

２４１

　市ホームタウンチームのＰＲや市民との交流の拡大を図るなど、連携・支援の強化を行う。

　市民の体力づくりとスポーツ技術の向上を図るため、各種体育大会の開催及び選手の派遣を行
う。

　　各種体育大会の開催　　市民選手権大会、クロスカントリー大会ほか

　　大会への選手派遣　　　かながわ駅伝

  総合型地域スポーツクラブ推進事業として、クラブ間の交流支援やクラブＰＲ事業を行う。

　プラネタリウムの投影や全天周映画の上映等により、天文知識等の普及を図る。
　　ＪＡＸＡとの連携・協力を得て制作したプラネタリウム番組の投影
　　宇宙・天文に関する全天周映画の上映
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款　　項　　目

55

2 災害復旧費

15 ○ 公共土木施設災害復旧費 2,992,005 国庫支出金 936,147

市債 1,904,800

一般財源 151,058

　

20 ○ 文教施設災害復旧費 84,558 国庫支出金 18,370

一般財源 66,188

文教施設災害
復旧費

公共土木施設
災害復旧費

災害復旧費

事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）
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２４５　令和元年台風第１９号による災害（令和元年１０月）

　県道５１７号（奥牧野相模湖）等における災害復旧を実施する。

　令和元年台風第１９号による災害（令和元年１０月）

　藤野北小学校、昭和橋スポーツ広場等における災害復旧を実施する。

予算書
ページ

説 明
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　借入金

1,860,000千円

　及びこの利子

（遅延利子を含む。）

　借入金

491,000千円

　及びこの利子

（遅延利子を含む。）

事　　　　項 事　　業　　名 限　度　額

　○公共用地購入事業相模原市土地開発公社
事業資金融資に対する
債務保証

相模原市社会福祉協議会
事業資金融資に対する
損失補償

　
　○社会福祉事業振興資金

（債務保証・損失補償）
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説　　　　　　　　　　　　　　　　明

　・道路用地購入事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４９０，０００ 千円
  ・公園用地購入事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，１７０，０００ 千円
　・その他用地（河川用地等）購入事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００，０００ 千円
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5

10

5 賦課徴収費 ○ 165,407 諸収入 100

一般財源 165,307

10

5

5 ○ 一般被保険者療養給付費 41,700,000 県支出金 41,700,000

30

2

5 ○ 特定健康診査事業費 470,000 県支出金 120,000

一般財源 350,000

5

5 ○ 人間ドック等助成事業費 179,664 一般財源 179,664

保健事業費

保健衛生普及
費

事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

款　　項　　目

保険給付費

保健事業費

一般被保険者
療養給付費

療養諸費

特定健康診査等事
業費

特定健康診査
等事業費

総務費

徴税費

保険税収納率向上特別対策
事業費

（国民健康保険事業特別会計　事業勘定）
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２５

　一般被保険者に対する疾病や負傷の治療を目的とした療養の現物給付に要する経費 ２７

　　年間平均世帯数（見込）　　　　９８，１００世帯

　　年間平均被保険者数（見込）　１５０，０００人

３３

３５

　　定員

　　　人間ドック　　　７，０００人

　　　脳ドック　　　　２，５００人

　４０歳以上の国民健康保険加入者を対象として、病気の予防・早期発見のため、人間ドック及び
脳ドック検診料の一部を助成する。

予算書
ページ

説 明

　４０歳以上の国民健康保険加入者を対象に、メタボリックシンドローム（内臓脂肪型肥満）に着
目した生活習慣病（糖尿病・高血圧症・脂質異常症等）予防のための特定健康診査を実施する。

　キャッシュレス決済の推進や「市国民健康保険コールセンター」の活用等により収納率の向上を
図る。
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10 医業費

5

15 ○ 医薬品衛生材料費 40,500 一般財源 40,500医薬品衛生材
料費

医業費

事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

款　　項　　目

（国民健康保険事業特別会計　直営診療勘定）
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　診療等に必要な医薬品を購入する。 ５９

　　　　　　　　　　内郷診療所　　　７，０００人

　　　　　　　　　　日連診療所　　　５，２００人

予算書
ページ

説 明

　　受診者見込　　　青根診療所　　　２，９００人
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10

5

5 ○ 居宅介護サービス給付費 19,660,104 保険料 4,364,458

国庫支出金 4,301,591

支払基金交付金 5,308,228

県支出金 2,614,833

繰入金 3,070,994

○ 地域密着型介護サービス給付費 8,994,960 保険料 1,996,842

国庫支出金 2,040,057

支払基金交付金 2,428,639

県支出金 1,124,370

繰入金 1,405,052

15 ○ 施設介護サービス等給付費 16,618,721 保険料 3,689,284

国庫支出金 2,938,189

支払基金交付金 4,487,055

県支出金 2,908,276

繰入金 2,595,917

事　　　業　　　名款　　項　　目
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

施設介護サー
ビス等給付費

居宅介護サー
ビス等給付費

介護サービス等諸
費

保険給付費

20

5

2 ○ 1,536,694 保険料 278,948

国庫支出金 448,635

支払基金交付金 407,289

県支出金 193,318

繰入金 205,001

一般財源 3,503

地域支援事業費

介護予防・生活支援サービス
事業費

地域支援事業費

介護予防・生
活支援サービ
ス事業費

（介護保険事業特別会計）
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９７

予算書
ページ

説 明

　要介護者が利用する介護サービスのうち、訪問介護、通所介護、訪問看護等の居宅介護サービス
に対する保険給付を行う。

　要介護者が特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等の介護保険施設に入所し利用する施設介護
サービスに対する保険給付を行う。

　要介護者が利用する介護サービスのうち、認知症対応型共同生活介護、地域密着型通所介護、小
規模多機能型居宅介護等の地域密着型介護サービスに対する保険給付を行う。

１０１　要支援者等の多様な生活支援のニーズに対応するため、訪問型・通所型サービス、その他生活支
援サービスを実施する。
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事　　　業　　　名款　　項　　目
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

4 ○ 一般介護予防事業費 58,701 特定財源 58,701

・ 介護予防把握事業 1,368 保険料 332

国庫支出金 311

支払基金交付金 369

県支出金 171

繰入金 185

・ 介護予防普及啓発事業 31,096 保険料 7,557

国庫支出金 7,052

支払基金交付金 8,396

県支出金 3,887

繰入金 4,204

・ 地域介護予防活動支援事業 17,033 保険料 4,140

国庫支出金 3,864

支払基金交付金 4,600

県支出金 2,128

繰入金 2,301

・ 9,204 保険料 2,237

国庫支出金 2,088

支払基金交付金 2,484

県支出金 1,151

繰入金 1,244

地域リハビリテーション活動
支援事業

一般介護予防
事業費

10 ○ 包括的支援事業費 1,175,103 特定財源 1,165,497

一般財源 9,606

・ 1,077,736 保険料 241,133

国庫支出金 373,302

支払基金交付金 64,728

県支出金 189,434

繰入金 199,533

一般財源 9,606

・ 認知症総合支援事業 4,792 保険料 1,058

国庫支出金 1,846

県支出金 922

繰入金 966

・ 生活支援体制整備事業 57,923 保険料 12,787

国庫支出金 22,301

県支出金 11,150

繰入金 11,685

包括的支援事
業・任意事業
費

地域包括支援センター運営
事業
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予算書
ページ

説 明

１０３

　介護予防活動への参加促進を図るため、地域包括支援センターにおける総合相談業務や民生委員
による戸別訪問などを通じて、支援を要する者を把握する。

　高齢者の社会参加による介護予防活動を促進するため、生き活きシニアのための地域活動補助金
事業、介護予防サポーター養成事業、介護支援ボランティア事業等を実施する。

　介護予防に資する知識の普及啓発を行うとともに、地域介護予防事業、元気高齢者筋力向上ト
レーニング教室など身近な地域において気軽に参加できる介護予防事業を実施する。

　リハビリテーション専門職の知見を活用し、地域住民が実施する「いきいき百歳体操」の普及を
図るとともに、対象者の状態に応じて日常生活の活動を高め家庭や社会への参加を促すため、地域
リハビリ相談を実施する。

１０５

　認知症の疑いのある人や認知症の人及びその家族に対し早期に支援を行うため、認知症初期集中
支援事業を実施するとともに、医療機関や介護サービス事業者、地域の関係機関などとの連携支援
等を行う認知症地域支援推進員を配置する。

　高齢者の身近な総合相談支援の窓口としての役割を持つ地域包括支援センター（２９箇所）の運
営を行うほか、地域の支え合い体制づくりに向けた地域ケア会議を開催するなど地域包括ケアシス
テムの推進を図る。

　介護予防・日常生活支援総合事業における多様な介護予防・生活支援サービスの提供を推進する
ため、地域資源や担い手の発掘、育成を行う生活支援コーディネーターを日常生活圏域に配置す
る。
　公共交通等の利用が不便な高齢者に対する移動支援策の検討及びモデル事業を実施し、地域にお
ける取組を支援・促進する。
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事　　　業　　　名款　　項　　目
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

・ 在宅医療・介護連携推進事業 33,680 保険料 7,435

国庫支出金 12,968

県支出金 6,483

繰入金 6,794

○ 任意事業費 112,050 特定財源 112,050

・ 認知症高齢者地域支援事業 4,527 保険料 999

国庫支出金 1,743

県支出金 871

繰入金 914

・ 成年後見制度利用支援事業 33,139 保険料 7,316

国庫支出金 12,759

県支出金 6,379

繰入金 6,685

・ 市民後見人養成・支援事業 11,500 保険料 684

国庫支出金 1,194

県支出金 8,996

繰入金 626

（包括的支援
事業・任意事
業費）
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予算書
ページ

説 明

１０５

　高齢者の権利擁護の充実を図るため、市民後見人の養成及び活動支援を行う。

　認知症等により、財産管理や介護保険サービス等の利用について、自分で行うことが困難な高齢
者等に対し、後見人等の援助を受けられるよう、審判申立て手続等の支援を行う。

　徘徊により高齢者等の行方がわからなくなった際、早期に発見できるよう認知症高齢者・障害者
等徘徊ＳＯＳネットワークシステムを運営するとともに、その居場所を検索できる認知症高齢者・
障害者等徘徊検索サービス等を行う。

　在宅医療・介護連携支援センターを設置し、医療・介護従事者への相談支援等の充実を図り、高
齢者が住み慣れた地域で安心して在宅療養できる環境づくりに取り組む。
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5

5

10 ○ 165,530 諸収入 140,994

一般財源 24,536

○ 父子福祉資金貸付金 19,344 諸収入 2,232

一般財源 17,112

○ 5,850 諸収入 2,488

一般財源 3,362

事　　　業　　　名

母子父子寡婦福祉資
金貸付事業費

款　　項　　目
財 源 内 訳
（千円）

事 業 費
（千円）

母子父子寡婦福祉
資金貸付事業費

母子父子寡婦
福祉資金貸付
金

母子福祉資金貸付金

寡婦福祉資金貸付金

（母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計）
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１３３

予算書
ページ

説 明

　　修学資金ほか１１資金

　母子家庭の経済的自立のための支援として、資金の貸付けを行う。

　　修学資金ほか１１資金

　　修学資金ほか１１資金

　父子家庭の経済的自立のための支援として、資金の貸付けを行う。

　寡婦等の経済的自立のための支援として、資金の貸付けを行う。
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款　　項　　目

10

5 広域連合負担金

5 ○ 後期高齢者医療広域連合負担金 9,594,603 後期高齢者 8,214,384

医療保険料

諸収入 1,000

一般財源 1,379,219

分担金及び負担金

広域連合負担
金

事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

（後期高齢者医療事業特別会計）
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１５１　後期高齢者医療制度の被保険者から徴収した保険料及び保険基盤安定制度拠出金を後期高齢者医
療広域連合に対して負担する。
　保険基盤安定制度拠出金：低所得世帯及び被用者保険の被扶養者に対して軽減した保険料相当額

　　保険基盤安定制度拠出金　１，３１９，２１９千円

　　保険料納付金　　　　　　８，２７５，３８４千円

予算書
ページ

説 明

― 141 ―



款　　項　　目

5

5 駐車場管理費

5 管理費 ○ 自動車駐車場施設管理運営費 349,625 駐車場事業収入 345,089

一般財源 4,536

○ 397,761 駐車場事業収入 397,742

一般財源 19

○ 駐車場維持補修費 75,000 駐車場事業収入 48,954

一般財源 26,046

駐車場維持管理費

駐車場事業費

事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

（自動車駐車場事業特別会計）
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１７７

　利用者の利便性の向上、安全性の確保を図るため、施設の改修等を行う。

合　　計
　　　３，２２６台

　　　　 (２１４台)

※(　)は、二輪自動車の収容台数

　小田急相模原駅自動車駐車場 　　　　　１３６台

　相模大野駅西側自動車駐車場
　　　　　７４９台

　　　　　 (５１台)

　橋本駅北口第１自動車駐車場 　　　　　７４７台

　橋本駅北口第２自動車駐車場
　　　　　４５５台

　　　　　 (５４台)

駐車場名 収容台数

　相模大野立体駐車場
　　　　　８５６台

　　　　　 (６２台)

　相模原駅自動車駐車場
　　　　　２８３台

　　　　　 (４７台)

予算書
ページ

説 明
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款　　項　　目

5

5

10 ○ 土地区画整理事業費 280,925 一般財源 280,925

財 源 内 訳
（千円）

事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

麻溝台・新磯野第一
整備地区土地区画整
理事業費

麻溝台・新磯野第
一整備地区土地区
画整理事業費

土地区画整理
事業費

（麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計）
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１９７

　
麻

予算書
ページ

説 明

　麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業について、仮換地の指定等に伴う損失補償等を
行う。
　
　　施行面積　　約３８．１ｈａ
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款　　項　　目

10

5

5 ○ 道路用地取得事業費 2,841,860 市債 2,841,400
一般財源 460

○ その他用地取得事業費 542,644 市債 542,400

一般財源 244

公共用地先行取得
事業費

公共用地先行取得
事業費

用地取得
事業費

事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

（公共用地先行取得事業特別会計）
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２３１　道路整備に必要な用地を先行取得する。

　　都市計画道路相原宮下線用地ほか１０

　河川改修に必要な用地を先行取得する。

　　一級河川道保川用地ほか２

予算書
ページ

説 明
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款　　項　　目

5

5 総務管理費

5 ○ 一般管理費 399 一般財源　 399

○ 財産管理費 127 一般財源　 127

○ 基金積立金 10 財産収入 10

10 ○ 一般管理費 505 一般財源 505

○ 財産管理費 2,275 一般財源 2,275

○ 基金積立金 42 財産収入 42

15 ○ 一般管理費 851 一般財源 851

○ 財産管理費 3,741 財産収入 240

一般財源 3,501

○ 基金積立金 308 財産収入 308

20 ○ 一般管理費 798 一般財源 798

○ 財産管理費 14,289 県支出金 107

財産収入 7,436

一般財源 6,746

○ 基金積立金 766 財産収入 766

25 ○ 一般管理費 780 一般財源 780

○ 財産管理費 264 一般財源 264

○ 基金積立金 1,403 財産収入 109

一般財源 1,294

串川財産区管
理費

鳥屋財産区管
理費

青野原財産区
管理費

総務費

事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

三井財産区管
理費

中野財産区管
理費

（財産区特別会計）
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２５３

２５５

予算書
ページ

説 明

　　　各財産区管理会を運営する。

　　　各財産区有地を適正に管理する。

　・一般管理費

　・財産管理費

　　　各財産区運営基金への積立を行う。

　・基金積立金
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

30 ○ 一般管理費 821 一般財源 821

○ 財産管理費 1,036 一般財源 1,036

　

○ 基金積立金 4,602 財産収入 169

一般財源 4,433

35 ○ 一般管理費 248 一般財源　 248

○ 財産管理費 196 一般財源　 196

○ 基金積立金 1,376 財産収入 30

一般財源 1,346

40 ○ 一般管理費 72 一般財源 72

○ 財産管理費 80 一般財源 80

○ 基金積立金 25 財産収入 1

一般財源 24

45 ○ 一般管理費 78 一般財源 78

○ 財産管理費 110 一般財源 110

○ 基金積立金 89 財産収入 15

一般財源 74

50 ○ 一般管理費 807 一般財源 807

○ 財産管理費 224 一般財源 224

○ 基金積立金 120 財産収入 120

55 ○ 一般管理費 264 一般財源 264

○ 財産管理費 238 一般財源 238

○ 基金積立金 55 財産収入 55

日連財産区管
理費

牧野財産区管
理費

小渕財産区管
理費

澤井財産区管
理費

青根財産区管
理費

吉野財産区管
理費
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予算書
ページ

説 明

２５５

２５７
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款　　項　　目 事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

60 ○ 一般管理費 200 一般財源 200

○ 財産管理費 120 一般財源 120

　

○ 基金積立金 33 財産収入 33

65 ○ 一般管理費 161 一般財源　 161

○ 財産管理費 154 一般財源　 154

○ 基金積立金 5 財産収入 5

10 諸支出金

5 繰出金

10 ○ 一般会計繰出金 2,940 一般財源 2,940

15 ○ 一般会計繰出金 8,200 一般財源 8,200

20 ○ 一般会計繰出金 13,790 一般財源 13,790

25 ○ 一般会計繰出金 4,698 一般財源 4,698

30 ○ 一般会計繰出金 7,441 一般財源 7,441

35 ○ 一般会計繰出金 650 一般財源 650

45 ○ 一般会計繰出金 86 一般財源 86

50 ○ 一般会計繰出金 17,428 一般財源 17,428

55 ○ 一般会計繰出金 1,260 一般財源 1,260

60 ○ 一般会計繰出金 3,480 一般財源 3,480

名倉財産区管
理費

　

澤井財産区繰
出金

名倉財産区繰
出金

佐野川財産区
管理費

日連財産区繰
出金

串川財産区繰
出金

鳥屋財産区繰
出金

青野原財産区
繰出金

青根財産区繰
出金

牧野財産区繰
出金

吉野財産区繰
出金

中野財産区繰
出金
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予算書
ページ

説 明

２５７

２５９

２６１

　各財産区内で行う事務事業及び諸団体へ助成するための財源に充てるため、一般会計へ繰出しを
行う。
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5 公債費

5 公債費

5 元金 ○ 市債償還元金 49,151,420 繰入金 34,457,820

市債 14,693,600

10 利子 ○ 市債未償還金利子 3,516,134 繰入金 3,516,134

20 基金積立金 ○ 減債基金積立金 3,463,400 特定財源 3,463,400

・ 満期一括償還元金積立金 3,413,400 繰入金 3,413,400

款　　項　　目 事　　　業　　　名
事 業 費
（千円）

財 源 内 訳
（千円）

　

 　各会計の市債の償還等に係る経費を一元化し支出する。 ２８１

（単位：千円）

　（　）は、満期一括償還に係る積立と取崩を反映した額

予算書
ページ

説　　　　　　　　　　　　　　　　明

23,880 

1 一 般 会 計

2
国 民 健 康 保 険
事 業 特 別 会 計

23,233 647 

(32,665,507)
1,900,475 

4
麻溝台・新磯野第一
整 備 地 区 土 地 区 画
整 理 事 業 特 別 会 計

111,000 3,000 114,000 

会 計 別

元　利　償　還　金

償還元金 未償還金利子 計

(34,565,982)

32,985,507 

3
自 動 車 駐 車 場
事 業 特 別 会 計

668,415 79,199 

34,885,982 

6 簡 易 水 道 事 業 会 計 22,757 

5
公 共 用 地 先 行 取 得
事 業 特 別 会 計 8,210,000 

(6,627,000)

　一般会計及び公共用地先行取得事業特別会計の償還元金は、公債管理特別会計に
おける借換の額を含む。

合　　　　　　計
(47,248,420)

3,516,134 
(50,764,554)

49,151,420 52,667,554 

11,781 34,538 

747,614 

8,496 
8,218,496 

(6,635,496)

7 下 水 道 事 業 会 計 7,130,508 1,512,536 8,643,044 

（公債管理特別会計）
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 　各会計の市債の償還等に係る経費を一元化し支出する。 ２８１

（単位：千円）

　（　）は、満期一括償還に係る積立と取崩を反映した額

予算書
ページ

説　　　　　　　　　　　　　　　　明

23,880 

1 一 般 会 計

2
国 民 健 康 保 険
事 業 特 別 会 計

23,233 647 

(32,665,507)
1,900,475 

4
麻溝台・新磯野第一
整 備 地 区 土 地 区 画
整 理 事 業 特 別 会 計

111,000 3,000 114,000 

会 計 別

元　利　償　還　金

償還元金 未償還金利子 計

(34,565,982)

32,985,507 

3
自 動 車 駐 車 場
事 業 特 別 会 計

668,415 79,199 

34,885,982 

6 簡 易 水 道 事 業 会 計 22,757 

5
公 共 用 地 先 行 取 得
事 業 特 別 会 計 8,210,000 

(6,627,000)

　一般会計及び公共用地先行取得事業特別会計の償還元金は、公債管理特別会計に
おける借換の額を含む。

合　　　　　　計
(47,248,420)

3,516,134 
(50,764,554)

49,151,420 52,667,554 

11,781 34,538 

747,614 

8,496 
8,218,496 

(6,635,496)

7 下 水 道 事 業 会 計 7,130,508 1,512,536 8,643,044 
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1 簡易水道資本的支出

1 建設改良費 　○　建設改良費 136,840

 款　　　項 事　　業　　名　　（目）
事 業 費
（千円）

（簡易水道事業会計）
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青根簡易水道　　　５６，２００千円 ２９５

青根簡易水道施設の整備等を行う。

給水件数　　　　　　２９８件

給水人口　　　　　　５８８人

青根浄水場処理水槽改修工事　　　　　１３，２００千円

青根浄水場処理水槽の改修を実施する。

本管整備工事　　　　　　　　　　　　　３，０００千円

青根地区における本管の整備工事を実施する。

藤野簡易水道　　　８０，６４０千円

藤野簡易水道施設の整備等を行う。

給水件数　　　　　　５５５人

給水人口　　　　１，３８９件

牧野中央給水管付替工事　　　　　　　１６，６１０千円

統合整備により追加した宅地の給水管付替を実施する。

中尾加圧ポンプ設置工事　　　　　　　　９，６５０千円

葛原計装装置ケーブル改修業務　　　　１０，０００千円

葛原地区における適正な維持管理のため、施設の改修工事を実施する。

大久和金山水源制御盤配線改修業務　　２０，０００千円

大久和地区における適正な維持管理のため、施設の改修工事を実施する。

予算書
ページ

      中尾地区において給水管内の安定した水圧を確保をするため、ポンプを設置する。

説　　　　　　　　　　　明
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1 公共下水道資本的支出

1 公共下水道建設 　○　管渠事業費 7,233,682

改良費

 款　　　項 事　　業　　名　　（目）
事 業 費
（千円）

（下水道事業会計）
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雨水浸水対策事業 605,600 千円 ３４３

「市緊急雨水対策事業実施計画」に基づき、雨水幹線等の整備を実施する。

境川第２８バイパス雨水幹線整備事業（継続費・２９年度設定分） 395,500 千円

　 　　Ｌ＝２，７９０．０ｍ　　　φ３，２５０ｍｍ

平成２９～令和３年度継続事業

総事業費　　５，１２４，０００千円

　令和元年度までの支出見込額　　３，２４５，５００千円

　令和２年度以降の支出予定額　　１，８７８，５００千円

上鶴間地区雨水幹線整備事業（継続費・２年度設定分） 18,900 千円

　 　　Ｌ＝　　４００．０ｍ　　　φ１，３５０ｍｍ

　　「市緊急雨水対策事業実施計画」に基づき、相南・南台・上鶴間地区において雨水幹線
　の整備工事を実施する。

　　「市緊急雨水対策事業実施計画」に基づき、上鶴間地区において雨水幹線の整備を実施
　する。

　境川第１２－Ｂ－イ雨水幹線整備事業ほか５
　　Ｌ＝　　３２５．０ｍ　　　□２，５００ｍｍ×２，５００ｍｍ、
　　　　　　　　　　　　　　　φ１，２００ｍｍ～φ６００ｍｍ
　　設計委託等　　　　　　　　　　　　１１件

説　　　　　　　　　　　明
予算書
ページ

φ ，

令和２～３年度継続事業

総事業費　　　　３２５，０００千円

下水道施設耐震化事業 596,560 千円

「市下水道施設地震対策事業計画」に基づき、下水道施設の耐震化事業を実施する。

管渠耐震化事業（継続費・３０年度設定分） 404,700 千円

　 　

平成３０～令和２年度継続事業

総事業費　　２，２２４，１００千円

　　「市下水道施設地震対策事業計画」に基づき、下水道施設の耐震化事業を実施する。

姥川第１－イ雨水幹線耐震化事業ほか２
　Ｌ＝　　４４８．２ｍ　　　□５，０００ｍｍ×５，０００ｍｍ～
　　　　　　　　　　　　　　　□４，９００ｍｍ×４，９００ｍｍ、

　　　　　　　　　　　　　　∩５，０００ｍｍ×５，０００ｍｍ～

　　　　　　　　　　　　　　　∩３，２００ｍｍ×３，２００ｍｍ

境川第１５－Ｂ－イ雨水幹線耐震化事業ほか１
　Ｌ＝　　５３８．０ｍ　　　□３，０００ｍｍ×３，０００ｍｍ～
　　　　　　　　　　　　　　　□２，５００ｍｍ×２，５００ｍｍ
　設計委託等　　　　　　　　　　　　　４件
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 款　　　項 事　　業　　名　　（目）
事 業 費
（千円）

（公共下水道建設

改良費）
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説　　　　　　　　　　　明
予算書
ページ

管渠耐震化事業（継続費・元年度設定分） 772,100 千円 ３４３

　 　

令和元～３年度継続事業

総事業費　　１，５６３，１００千円

　令和元年度までの支出見込額　　　　６９３，０００千円

　令和２年度以降の支出予定額　　　　８７０，１００千円

管渠耐震化事業（継続費・２年度設定分） 244,860 千円

　 　

令和２～３年度継続事業

総事業費　　　　６１２，１５０千円

下水道施設長寿命化事業 597,400 千円

「市下水道施設維持管理計画」に基づき、下水道施設の更新事業を実施する。

　 　

　設計委託等　         　　　　　　　 ２件

　　「市下水道施設地震対策事業計画」に基づき、下水道施設の耐震化事業を実施する。

姥川第１－イ雨水幹線耐震化事業
　Ｌ＝　　２９０．０ｍ　　　∩３，９００ｍｍ×３，９００ｍｍ

　　「市下水道施設地震対策事業計画」に基づき、下水道施設の耐震化事業を実施する。

姥川第１－イ雨水幹線耐震化事業
　Ｌ＝　　１１１．０ｍ　　　∩３，９００ｍｍ×３，９００ｍｍ

第１０処理分区管渠長寿命化事業ほか２
　Ｌ＝　　５６５．０ｍ　　　　　φ５００ｍｍ～φ２００ｍｍ

（市内一円）機械及び電気設備更新事業
　　雨水調整池ポンプ等　　　　　　　　　９箇所

生活排水処理対策事業 2,230,172 千円

（市街化区域分）当麻系統整備事業ほか２

（無指定区域分）第８７処理分区整備事業ほか２

　Ｌ＝６，６８８．２ｍ　　　　　φ２００ｍｍ～φ７５ｍｍ

  汚水ます　　　　　　　　　　１，３２６箇所

　設計委託等　　　　　　　　　　　　　７件

合流式下水道改善事業 464,600 千円

公共用水域の汚濁負荷削減のため、分流化事業を実施する。

　相模原系統整備事業

　　Ｌ＝１，８５８．０ｍ　　　　　φ２００ｍｍ

　　汚水ます、取付管　　　　　　　　１２７箇所

　設計委託　　         　　　　　　　 １件

　　水源の汚濁防止と市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資するため、汚水管等の
　整備を実施する。

　　マンホールポンプ等　　　　　　　　２１箇所
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 款　　　項 事　　業　　名　　（目）
事 業 費
（千円）

（公共下水道建設 　○　ポンプ場事業費 124,025

改良費）

2 農業集落排水資本的

支出

1 農業集落排水建設 　○　管渠事業費 22,495

改良費

3 市設置高度処理型

浄化槽資本的支出

1 市設置高度処理型 　○　浄化槽事業費 833,460

浄化槽建設改良費

― 166 ―



説　　　　　　　　　　　明
予算書
ページ

ポンプ場長寿命化事業 123,525 千円 ３４３

「市下水道施設維持管理計画」に基づき、ポンプ場設備の更新事業を実施する。

　ポンプ場設備更新事業

　　機械設備　　         　　　　　　１箇所

　　電気設備　　         　　　　　　２箇所

　設計委託等　         　　　　　　３件

管渠整備事業 22,495 千円 ３４４

マンホールポンプ改修　　　　　　　　　２箇所

汚水ます設置　　　　　　　　　　　　　１箇所

高度処理型浄化槽整備事業 802,100 千円

高度処理型浄化槽設置　　　　　　　２００基　　　　　

設計委託等　　　　　　　　　　　　　　２件
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土木（道路・農道）工事箇所表 
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２０１ ページ

（１）国道、県道
８５ ページ

延長（ｍ） 幅員（ｍ）

1 若柳ほか 国道４１２号ほか ― ―

2 根小屋 県道６５号（厚木愛川津久井） 80.0 6.0

3 牧野 県道７６号（山北藤野） 150.0 6.0

4 中野 県道５１３号（鳥屋川尻） 320.0 7.5

5 佐野川 県道５２１号（佐野川上野原） 660.0 5.5

6 佐野川 県道５２１号（佐野川上野原） 120.0 ―

7 澤井 県道５２２号（棡原藤野） 48.0 ―

（２）市道

延長（ｍ） 幅員（ｍ）

1 青根 61.0 ―

2 鳥屋 310.0 6.0

3 西橋本２丁目 160.0 7.4

4 牧野 篠原新和田 59.0 ―

5 与瀬 12.3 ―

1 共和２丁目ほか 嶽之内当麻 316.1 ―

2 田名 陽原田尻 110.0 9.5

3 田名塩田２丁目ほか 番田塩田 150.0 16.0

1 古淵１丁目ほか 古淵駅前通 130.0 15.0～54.7

2 相模大野３丁目 ― ―

橋津原平丸

中野小原

荒井早戸

番号 所　　　在 路　　線　　名
規　　　模

　　　緑区

１　道路維持管理計画事業の内訳 予 算 事 項 別 明 細 書

予 算 主 要 施 策 説 明 書

番号 所　　　在 路　　線　　名
規　　　模

　　　緑区

橋本２３号

　　　中央区

　　　南区

相模大野３２号

嵐山洞門、沢井隧道、平丸トンネル

根小屋１０２７番３地先～根小屋１０５１番２地先

牧野５６７３番２地先～牧野５７０１番３地先

中野１７９５番８地先～中野１８０６番４地先

佐野川３２３番１地先～佐野川２３８７番７地先

佐野川のり面

澤井のり面

中沢トンネル

鳥屋１８２６番５地先～鳥屋２８５３番１４地先

西橋本２丁目１００番３地先～西橋本２丁目５９８番１４地先

牧野のり面

無名１カルバート

共和嶽之内立体

田名７１９９番７地先～田名７３６１番３３地先

田名塩田２丁目２１６番２１地先～田名塩田４丁目４１８番７地先

古淵１丁目１０８番４地先～古淵２丁目１１８番１地先

相模大野駅北口自由通路（エスカレーター４基）

箇　　　　所　　　　説　　　　明

箇　　　　所　　　　説　　　　明
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嵐山洞門、沢井隧道、平丸トンネル

根小屋１０２７番３地先～根小屋１０５１番２地先

牧野５６７３番２地先～牧野５７０１番３地先

中野１７９５番８地先～中野１８０６番４地先

佐野川３２３番１地先～佐野川２３８７番７地先

佐野川のり面

澤井のり面

中沢トンネル

鳥屋１８２６番５地先～鳥屋２８５３番１４地先

西橋本２丁目１００番３地先～西橋本２丁目５９８番１４地先

牧野のり面

無名１カルバート

共和嶽之内立体

田名７１９９番７地先～田名７３６１番３３地先

田名塩田２丁目２１６番２１地先～田名塩田４丁目４１８番７地先

古淵１丁目１０８番４地先～古淵２丁目１１８番１地先

相模大野駅北口自由通路（エスカレーター４基）

箇　　　　所　　　　説　　　　明

箇　　　　所　　　　説　　　　明
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２０１ ページ

 市道
８９ ページ

延長（ｍ） 幅員（ｍ）

1 相模原３丁目ほか 相模原横山 480.0 15.0

1 上鶴間１丁目ほか 東林間ほか１ 2,170.0 7.0

２０３ ページ

 市道
９１ ページ

延長（ｍ） 幅員（ｍ）

1 下九沢 72.6 3.0

1 宮下本町１丁目ほか ― ―

2 横山１丁目 ― ―

1 鵜野森１丁目ほか 177.0 12.0

2 新戸 ― ―

3 当麻 130.0 6.0

4 当麻 50.0 5.0

２　交通安全施設整備事業の内訳 予 算 事 項 別 明 細 書

予 算 主 要 施 策 説 明 書

番号 所　　　在 路　　線　　名
規　　　模

番号 所　　　在 路　　線　　名
規　　　模

　　　緑区

　　　中央区

３　道路改良事業の内訳 予 算 事 項 別 明 細 書

予 算 主 要 施 策 説 明 書

　　　南区

下九沢大島

　　　中央区

　　　南区

淵野辺中和田

新戸相武台

小山６６号

相模原横山

当麻５３号

当麻７０号

相模原３丁目２８１番７地先～相模原７丁目２３７番１地先

上鶴間1丁目６１４番１地先～松が枝町２５番３７地先

下九沢１７０６番１地先～下九沢１７０６番３地先

宮下本町一丁目ほか地内

横山１丁目４９５９番１地先～横山１丁目４９６９番１地先

鵜野森旧道交差点

新戸地内

当麻２００５番地先～当麻２４１７番１地先

当麻２３５８番地先～当麻２３６０番地先

箇　　　　所　　　　説　　　　明

箇　　　　所　　　　説　　　　明
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相模原３丁目２８１番７地先～相模原７丁目２３７番１地先

上鶴間1丁目６１４番１地先～松が枝町２５番３７地先

下九沢１７０６番１地先～下九沢１７０６番３地先

宮下本町一丁目ほか地内

横山１丁目４９５９番１地先～横山１丁目４９６９番１地先

鵜野森旧道交差点

新戸地内

当麻２００５番地先～当麻２４１７番１地先

当麻２３５８番地先～当麻２３６０番地先

箇　　　　所　　　　説　　　　明

箇　　　　所　　　　説　　　　明
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２０３ ページ

 市道
９１ ページ

延長（ｍ） 幅員（ｍ）

1 大野台１丁目ほか 大沼２２号ほか１ 189.7 2.0～4.0

2 大野台７丁目 大沼３９号 43.1 2.5

3 上鶴間本町７丁目 上鶴間６６９号 37.8 4.0

4 下溝 下溝５３５号ほか２ 163.1 4.0～5.0

２０３ ページ

（１）県道
９３ ページ

延長（ｍ） 幅員（ｍ）

1 川尻 8.0 1.0

2 久保沢３丁目ほか 90.0 7.5

3 谷ヶ原２丁目 61.0 9.7～10.5

1 向陽町 県道５０３号（相模原立川） 16.8 7.0

1 下溝 県道５２号（相模原町田） 7.1 2.4

2 相武台団地１丁目ほか 県道５０７号（相武台相模原） 17.3 2.4

規　　　模

　　　南区

４　狭あい道路等整備事業の内訳 予 算 事 項 別 明 細 書

予 算 主 要 施 策 説 明 書

番号 所　　　在 路　　線　　名

　　　中央区

県道４８号（鍛冶谷相模原）

県道５０８号（厚木城山）

県道５０８号（厚木城山）

５　橋りょう長寿命化事業の内訳 予 算 事 項 別 明 細 書

予 算 主 要 施 策 説 明 書

番号 所　　　在 路　　線　　名
規　　　模

　　　緑区

　　　南区

大野台１丁目２４２９番２地先～大野台２丁目２４３９番３地先

大野台７丁目２５５５番２地先～大野台７丁目２５５５番１２地先

上鶴間本町７丁目５３５番５地先～上鶴間本町７丁目５４５番２地先

下溝６９５番７地先～下溝７０１番２６地先

川堺橋側道橋

久保沢跨道橋

谷ヶ原跨道橋

矢掛立体交差２号橋

無名側道橋（県道５２号道保川）

相武台団地歩道橋

箇　　　　所　　　　説　　　　明

箇　　　　所　　　　説　　　　明
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大野台１丁目２４２９番２地先～大野台２丁目２４３９番３地先

大野台７丁目２５５５番２地先～大野台７丁目２５５５番１２地先

上鶴間本町７丁目５３５番５地先～上鶴間本町７丁目５４５番２地先

下溝６９５番７地先～下溝７０１番２６地先

川堺橋側道橋

久保沢跨道橋

谷ヶ原跨道橋

矢掛立体交差２号橋

無名側道橋（県道５２号道保川）

相武台団地歩道橋

箇　　　　所　　　　説　　　　明

箇　　　　所　　　　説　　　　明
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（２）市道

延長（ｍ） 幅員（ｍ）

1 小原 底沢 20.4 4.0

2 小原 平野１号 17.4 2.0

3 小渕 駅前関野 25.4 1.2

4 小渕 名倉藤野 4.5 9.5

5 佐野川 赤奈寺橋詰 18.2 4.7

6 澤井 上沢井小日野 7.0 3.5

7 中野 中野３８号 8.1 3.6

8 三ケ木 三ケ木２４号 14.0 5.5

9 吉野 側道２号 21.6 4.0

10 吉野 吉野天奈 60.1 4.7

11 与瀬 東原８号 55.2 1.8

12 与瀬 平戸５号 77.2 1.8

13 与瀬 横道２号 35.8 2.0

14 若葉台２丁目ほか 苦久保・若葉台イチョウ通り 13.1 1.9

1 古淵４丁目ほか 古淵１１号 30.0 4.0

2 当麻 嶽之内当麻 163.0 10.5

番号 所　　　在 路　　線　　名
規　　　模

　　　緑区

　　　南区

美女谷橋

平野橋（相模湖東橋）

無名橋（藤野９０）

無名橋（藤野８０）

赤奈寺橋

和田向橋

無名橋（津久井０９）

水道橋

新町橋

天奈橋

ＪＲ東跨線橋

ＪＲ西跨線橋

横道第二橋

若葉台歩道橋

ひのき陸橋

原当麻陸橋

箇　　　　所　　　　説　　　　明
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美女谷橋

平野橋（相模湖東橋）

無名橋（藤野９０）

無名橋（藤野８０）

赤奈寺橋

和田向橋

無名橋（津久井０９）

水道橋

新町橋

天奈橋

ＪＲ東跨線橋

ＪＲ西跨線橋

横道第二橋

若葉台歩道橋

ひのき陸橋

原当麻陸橋

箇　　　　所　　　　説　　　　明
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２１１ ページ

（１） 県道
１０１ ページ

延長（ｍ） 幅員（ｍ）

1 北里１丁目 ― ―

2 下溝ほか ― ―

（２）市道

延長（ｍ） 幅員（ｍ）

1 西橋本１丁目 270.0 8.7

2 東橋本４丁目ほか 100.0 18.0

７　農道等整備事業の内訳 １９３ ページ

７３ ページ

 延長(ｍ) 　幅員(ｍ)

1 望地地区用水路改修工事 田　　名 100.0 ―

2 寸沢嵐ほか 50.0 3.9

　　　南区

番号 所　　　在 路　　線　　名
規　　　模

６　都市計画道路整備事業の内訳 予 算 事 項 別 明 細 書

予 算 主 要 施 策 説 明 書

番号 所　　　在 路　　線　　名
規　　　模

県道５２号（相模原町田）

県道５２号（相模原町田）

　　　緑区

道志新田農道整備工事

予 算 事 項 別 明 細 書

予 算 主 要 施 策 説 明 書

番号 路　線　名　等 所在地
規　　　　　　模

（都）橋本相原線

（都）宮上横山線

北里１丁目６４４番１地先～北里１丁目６７６番１地先

下溝７８１番１１地先～当麻１３２８番１地先

西橋本１丁目５７１番２～西橋本１丁目１９８３番９

東橋本４丁目１２９４番１～宮下本町３丁目１７７７番２

箇　　　　所　　　　説　　　　明

箇　　　　所　　　　説　　　　明
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北里１丁目６４４番１地先～北里１丁目６７６番１地先

下溝７８１番１１地先～当麻１３２８番１地先

西橋本１丁目５７１番２～西橋本１丁目１９８３番９

東橋本４丁目１２９４番１～宮下本町３丁目１７７７番２

箇　　　　所　　　　説　　　　明

箇　　　　所　　　　説　　　　明
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